
西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令

1
『
世
間
胸
算
用
』
を
中
心
と
し
て

十

井

頂

r

　
西
鶴
は
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
『
好
色
一
代
男
」
を
刊
行
し
て
浮
世
草

子
作
家
と
し
て
出
発
す
る
が
、
元
禄
六
年
（
↓
六
九
三
）
八
月
十
日
に
五
十
．
一
歳

を
も
っ
て
没
し
た
の
で
、
そ
の
後
の
作
家
活
動
は
十
一
年
間
し
か
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
期
間
に
後
世
に
残
る
名
作
を
矢
継
ぎ
早
に
刊
行
し
た
こ
と
は
、
周
知

の
通
り
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
西
鶴
が
浮
世
草
子
作
家
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
期
間
の
ほ
と
ん
ど

は
、
綱
吉
の
悪
政
と
し
て
名
高
い
生
類
憐
み
の
令
が
発
布
さ
れ
て
い
た
期
間
と
重

な
る
の
で
あ
る
。
生
類
憐
み
の
令
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
初
め
て
発
布

　
①

さ
れ
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
貞
享
四
年
に
は
本
格
的
に
強
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
法
令
は
、
綱
吉
が
宝
永
六
年
（
一
七

〇
九
）
一
月
十
日
に
死
去
す
る
と
、
法
の
永
続
を
強
く
命
ず
る
遺
言
が
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
ち
に
廃
止
さ
れ
た
。
二
十
三
年
半
も
の
長
期
間
に
亙
っ
て

人
々
を
い
か
に
苦
し
め
た
か
は
、
新
井
白
石
が
『
折
た
く
柴
の
記
』
の
中
で
次
の

よ
う
に
如
実
に
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。

　
　
此
事
に
よ
り
て
、
罪
か
う
ふ
れ
る
も
の
、
何
十
万
人
と
い
ふ
数
を
し
ら
ず
、

　
　
当
時
も
御
沙
汰
い
ま
だ
決
せ
ず
し
て
、
獄
中
に
て
死
し
た
る
も
の
の
、
屍
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
塩
に
漬
し
も
九
人
ま
で
あ
り
、
い
ま
だ
死
せ
ざ
る
も
の
、
ま
た
其
数
多
し
、

　
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
書
か
れ
た
西
鶴
の
作
品
、
特
に

『
世
間
胸
算
用
』
に
、
生
類
窄
み
の
令
が
ど
の
よ
う
に
投
影
し
て
い
る
の
か
、
更
に

は
、
西
鶴
は
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
少
し
く
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

二

西
鶴
の
作
品
と
生
類
望
み
の
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
近
年
、
真
正
面
か
ら
取
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．
西
鶴
と
牛
類
憐
み
の
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

り
く
ん
だ
論
文
に
、
塚
本
学
氏
の
「
生
類
憐
み
政
策
と
西
鶴
本
」
と
、
篠
原
進
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諭

の
「
『
世
間
胸
算
用
』
論
　
　
「
野
ら
犬
め
」
と
眩
く
老
婆
一
」
と
が
あ
る
。
塚

本
氏
は
、
や
や
奇
矯
な
犬
の
愛
護
令
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
「
生
類
憐
み
令
」

と
い
う
と
ら
え
か
た
で
は
な
く
、
生
類
の
憐
み
に
関
連
す
る
｝
連
の
法
令
を
も
含

め
て
「
生
類
憐
み
政
策
」
と
し
て
把
握
す
る
立
場
に
塑
ち
、
コ
七
、
八
世
紀
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

史
過
程
の
な
か
に
、
綱
吉
政
権
の
施
策
の
少
な
く
も
セ
要
な
一
面
を
位
置
づ
け
」

よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
生
類
憐
み
政
策
を
、
犬
愛
護
策
、

鷹
場
制
度
の
改
廃
の
問
題
、
山
間
部
村
落
に
お
け
る
野
鳥
獣
対
策
の
規
制
、
捨

子
・
捨
牛
馬
の
禁
止
と
行
路
病
者
の
手
当
令
な
ど
と
広
い
視
野
に
甑
っ
て
考
え
ら

れ
た
。
そ
し
て
、
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、
生
類
苦
み
政
策
の
意
図
し
た
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
、
人
間
精
神
の
変
革
に
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
塚
本
氏
は
、
生
類
重
み
政
策
を
、
萌
芽
期
（
貞
享
三
年
以
前
）
、
本
格
化

以
後
（
貞
享
四
年
以
後
）
、
強
化
期
（
元
禄
六
、
七
年
以
後
）
の
三
期
に
区
分
さ
れ
、

そ
の
上
で
西
鶴
の
作
口
㎜
の
中
に
生
類
踏
み
政
策
が
ど
の
よ
う
に
投
影
し
て
い
る

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
西
鶴
の
作
品
に
登
場
す

る
こ
と
の
少
な
い
鷹
場
制
度
・
野
鳥
獣
対
策
・
捨
牛
馬
な
ど
の
問
題
を
除
い
て
、

犬
に
つ
い
て
記
述
し
た
用
例
を
次
の
よ
う
に
抽
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
『
好
色
一
代
男
」
　
　
天
和
．
一
年
十
月
刊
　
　
三
例

『
観
覧
大
鑑
』

『
西
鶴
諸
国
は
な
し
」

『
好
色
五
人
女
」

『
好
色
一
代
女
』

『
本
朝
．
一
十
．
不
孝
」

貞貞諸腰貞
口　 ．Lゴ　 ロ　 に］　 口了一子・子　．了一　了・

二二二＿兀年年年年年
十六ニー四
一月号月月
月刊刊蘭島
刊

三二ニー四
例再販例例

『
男
色
大
鑑
」

『
武
道
伝
来
記
』

『
日
本
永
代
蔵
』

『
武
家
義
理
物
語
』

『
世
間
胸
算
用
」

貞
享
四
年
一
月
刊

貞
享
四
年
四
月
刊

貞
享
五
年
一
月
刊

貞
享
五
年
．
一
月
刊

一
八
禄
五
年
一
月
刊

　　　　　　　 　ユ　

　　　 　　ニ　ノ　

条例例例例

二

　
こ
れ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
鶴
は
犬
の
描
写
を
『
武
家
義
理
物
語
』
以
後

急
減
さ
せ
て
い
る
。
塚
本
氏
は
こ
の
点
に
注
目
さ
れ
、
更
に
、
『
日
本
永
代
蔵
』
が

貞
享
三
年
に
は
成
稿
さ
れ
て
い
た
と
い
う
成
立
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
西
鶴
は
生

類
忌
み
政
策
本
格
化
以
前
（
『
日
本
永
代
蔵
』
ま
で
）
と
以
後
（
『
武
家
義
理
物
語
』

以
後
）
で
は
犬
に
関
す
る
表
現
を
違
え
て
あ
り
、
本
格
化
以
後
は
そ
れ
を
明
ら
か

に
抑
制
し
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
日
本
永
代
蔵
』
の
成
立
時
期
に
　
5
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

つ
い
て
は
異
説
が
あ
り
問
題
が
残
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
西
鶴
は
生
類
噛
み
政

策
を
意
識
し
て
執
筆
し
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
な
お
、
本
格
化
以
後
に
描
か
れ
て
い
る
犬
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
時
期
で
は
『
世
間
胸
算
用
』
（
元
禄
五
年
）
に
、
下
駄
を
く
べ
る
老
婆
が

　
　
「
我
が
一
代
は
一
足
に
て
増
を
明
け
ん
と
思
ひ
し
に
、
惜
し
や
片
足
は
野
良

　
　
犬
奴
に
喰
は
へ
ら
れ
」
（
一
－
四
）
と
あ
る
の
を
、
唯
一
の
例
外
と
す
る
か
に

　
　
み
え
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
例
外
を
あ
げ
れ
ば
元
禄
三
年
十
月
践
の
『
俳

　
　
譜
特
牛
」
で
「
子
供
が
犬
を
か
み
合
せ
る
に
も
黒
が
勝
、
白
が
勝
と
云
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
の
た
と
え
を
引
い
て
い
る
の
が
、
無
視
で
き
な
い
。



　
こ
の
よ
う
に
例
外
が
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
は
西
鶴
は

そ
の
時
期
に
生
類
憐
み
政
策
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う

更
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
一
連

の
西
鶴
本
で
、
貞
享
末
、
元
禄
初
年
に
、
基
調
の
変
化
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
野
蛮

で
豪
快
で
奔
放
な
も
の
か
ら
、
秩
序
立
っ
た
、
こ
ま
や
か
な
、
そ
し
て
し
み
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
た
可
憐
な
世
界
へ
の
変
化
で
あ
っ
た
。
」
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
勘

案
す
る
と
、
西
鶴
の
政
治
批
判
意
識
を
あ
ま
り
認
め
よ
う
と
は
考
え
て
お
ら
れ
な

い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
一
方
、
篠
原
進
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
『
世
間
胸
算
用
』
巻
一
の
四
「
鼠
の

文
つ
か
ひ
」
に
記
さ
れ
て
い
る
老
婆
の
セ
リ
フ
「
野
ら
犬
あ
」
に
つ
い
て
詳
し
く

検
討
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
こ
と
ば
に
西
鶴
の
政
治
批
判
意
識
を
読
み

取
る
説
が
多
い
の
に
対
し
て
、
『
世
間
胸
算
用
』
の
執
筆
時
期
を
元
禄
四
年
と
考
え

た
上
で
、
そ
の
年
に
は
生
類
に
関
す
る
禁
令
が
意
外
に
穏
や
か
で
あ
り
、
従
っ
て
、

「
野
ら
犬
め
」
の
こ
と
ば
に
「
生
類
憐
み
の
令
に
対
す
る
西
鶴
の
反
発
を
期
待
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
は
、
多
少
、
な
い
も
の
ね
だ
り
の
感
が
あ
る
と
思
う
。
」
と
、
西
鶴
の
政
治
批
判

意
識
を
認
め
な
い
説
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

三

　
『
世
間
胸
算
用
』
巻
一
の
四
は
、
貞
享
年
間
に
執
筆
さ
れ
た
話
で
あ
る
と
い
う
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

が
あ
る
。
吉
江
久
弥
氏
は
貞
享
四
年
以
前
と
さ
れ
、
渡
辺
憲
司
氏
は
貞
享
二
、
三

　
　
　
　
　
⑪

年
頃
と
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
塚
本
氏
が
い
わ
れ
る
生
類
憐
み
政

策
の
本
格
化
以
前
の
状
況
を
描
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
政
治
批
判
を

西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令

読
み
取
る
こ
と
は
少
々
無
理
で
、
従
っ
て
問
題
は
何
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
た
と
え
貞
享
二
、
三
年
に
執
筆
さ
れ
た
旧
稿
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
出
版
す

る
時
に
は
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
政
治
状
況
を
判
断
し
て
公
表
が
可
能
か
ど
う
か

考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
成
立
論
は
一
応
措
き
、
や
は
り
出
版

さ
れ
た
元
禄
五
年
の
前
年
を
基
準
に
し
て
、
こ
の
話
の
中
に
西
鶴
の
政
治
批
判
意

識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
考
え
て
み
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
西
鶴
は
、
生
類
食
み
の
令
が
発
布
さ
れ
る
前
は
、
生
類
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
貞
享
二
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
西
鶴
諸
国
は
な

し
』
を
見
て
み
よ
う
。
巻
一
の
七
「
狐
四
天
王
」
は
、
姫
路
の
米
屋
の
門
兵
衛
が

何
気
な
く
石
を
投
げ
て
小
狐
を
殺
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
復
讐
さ
れ
る
話
で

あ
る
。
ま
た
、
巻
四
の
四
「
驚
は
三
十
七
度
」
は
、
鹿
島
の
林
内
と
い
う
者
が
女

房
の
止
め
る
の
も
聞
か
ず
鳥
を
殺
生
し
て
い
る
と
、
子
供
に
悪
影
響
が
現
れ
た
と
　
5
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

い
う
話
。
こ
れ
ら
は
、
生
類
の
殺
生
を
戒
め
て
い
る
話
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
れ
と
は
逆
に
生
類
愛
護
の
恐
さ
を
描
い
て
い
る
話
も
あ
る
。
巻
四
の

七
「
鯉
の
ち
ら
し
紋
」
は
、
内
介
と
い
う
独
身
の
漁
師
が
鯉
を
十
八
年
も
飼
っ
て

い
た
と
こ
ろ
、
十
四
、
五
歳
の
娘
の
背
丈
程
の
大
鯉
に
な
り
、
そ
の
後
嫁
い
で
き

た
女
房
の
前
に
化
け
て
出
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
最
後
に
村
人
の
こ
と
ば
と

し
て
、
「
惣
し
て
生
類
を
ふ
か
く
て
な
れ
る
事
な
か
れ
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
生
類
染
み
の
輩
下
で
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
西
鶴
諸
国
は
な
し
』
は
、
諸
国
の
奇
談
・
怪
談
な
ど
を
収
集
し
て
紹
介
し
て
い

る
の
で
、
そ
こ
か
ら
西
鶴
の
創
作
意
図
を
推
測
す
る
こ
と
は
そ
れ
こ
そ
な
い
も
の

ね
だ
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
生
類
を
殺
生
す
る
話

三



　
　
　
　
　
西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令

と
、
逆
に
愛
護
の
し
過
ぎ
を
戒
あ
る
話
と
を
混
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
取
り
も

直
さ
ず
、
彼
が
生
類
に
つ
い
て
何
の
こ
だ
わ
り
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
証

左
で
あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
塚
本
氏
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
生
類
憐
み
政
策
の
本
格
化
前
に
犬
の
例
が
頻
出
す
る
と
い
う
こ
と

の
理
由
が
、
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
犬
の
記
述
を
抑
制
し
て
い
る
こ

と
は
、
塚
本
氏
の
説
の
通
り
、
西
鶴
が
そ
れ
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
と
思
う
。

　
そ
れ
で
は
、
篠
原
氏
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
世
間
胸
算
用
』
巻
一
の
四
に

は
、
西
鶴
の
政
治
批
判
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
話

も
含
め
て
、
も
う
少
し
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
西
鶴
が
大
坂
に
居
住
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
大
坂

は
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
夏
の
陣
の
後
、
伊
勢
亀
山
の
松
平
忠
明
に
よ
っ

て
治
め
ら
れ
た
が
、
忠
明
が
元
和
五
年
に
大
和
郡
山
に
移
封
さ
れ
た
後
、
幕
府
の

直
轄
地
と
な
っ
て
、
伏
見
城
代
で
あ
っ
た
内
藤
信
正
が
大
坂
城
代
と
し
て
任
ぜ
ら

れ
た
。
こ
の
大
坂
の
地
で
西
鶴
が
政
治
状
況
を
肌
に
感
じ
た
も
の
は
、
老
中
か
ら

発
せ
ら
れ
た
法
令
が
、
大
坂
町
奉
行
を
通
じ
て
惣
年
寄
か
ら
町
年
寄
へ
と
い
う

ル
ー
ト
で
伝
達
さ
れ
た
町
触
と
、
人
妻
城
代
や
町
奉
行
に
よ
る
そ
の
運
用
結
果
で

あ
ろ
う
。
西
鶴
と
政
治
の
関
係
を
考
え
る
場
合
に
は
、
こ
の
観
点
は
是
非
と
も
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

要
で
あ
る
が
、
宗
政
五
↑
緒
先
生
の
「
西
鶴
文
学
の
政
治
的
背
景
」
以
外
は
、
そ

の
点
を
考
慮
に
い
れ
て
あ
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、

大
坂
の
町
触
は
『
大
阪
市
史
』
第
三
に
載
っ
て
い
る
が
、
後
比
す
る
「
生
類
憐
み

の
令
関
係
年
表
」
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
十
分
差
は
い
い
が
た
い
こ
と
、
ま
た
特

四

に
最
も
知
り
た
い
の
は
、
法
令
が
大
坂
で
一
体
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
例
え
ば
江
戸
の
『
御
仕
置
裁
許
帳
」

の
よ
う
な
資
料
が
管
見
の
範
囲
で
は
見
当
ら
な
い
こ
と
、
な
ど
の
要
因
が
あ
っ
て

研
究
は
思
う
よ
う
に
は
い
か
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
で
も
従
来
紹
介
さ
れ
て
い
る

資
料
に
基
づ
い
て
、
大
坂
の
西
鶴
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
資
料
的
不
備
を
承
知
で

論
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。
な
お
、
生
類
苦
み
の

令
と
そ
の
発
生
を
考
え
る
た
あ
の
参
考
法
令
な
ど
を
、
三
都
が
比
較
対
照
で
き
る

よ
う
な
年
表
仕
立
て
に
し
て
「
生
類
富
み
の
令
関
係
年
表
」
と
し
て
お
い
た
。
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

井
譲
治
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
仰
出
国
留
』
や
、
塚
本
氏
が
前
掲
論
文
で
紹
介
さ
れ

た
『
被
仰
出
留
』
（
共
に
内
閣
文
庫
蔵
）
を
調
査
せ
ず
、
翻
刻
本
を
用
い
た
だ
け
の

年
表
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
参
考
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
。

四

　
さ
て
、
本
題
に
か
え
っ
て
『
世
間
胸
算
用
』
の
中
に
生
類
黒
み
の
令
が
ど
の
よ

う
に
投
影
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
巻
一
の
四
は
、

「
野
ら
犬
め
」
と
い
う
こ
と
ば
以
外
に
も
、
生
類
盗
み
の
令
と
密
接
な
関
係
が
あ

る
。
こ
の
話
の
主
人
公
で
あ
る
七
十
歳
の
老
婆
は
、
元
日
に
堺
の
妹
か
ら
年
玉
銀

一
包
を
も
ら
い
恵
方
棚
に
置
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
晩
紛
失
し
た
。
そ
こ
で
諸

神
に
祈
願
し
た
り
、
山
伏
に
祈
博
し
て
も
ら
う
が
一
向
に
出
て
こ
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
が
年
末
の
煤
払
い
の
時
、
棟
木
の
間
か
ら
ひ
ょ
っ
こ
り
出
て
き
た

の
で
あ
る
。
家
の
者
は
、
そ
の
お
金
は
鼠
が
引
い
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
と
い
う

が
、
老
婆
は
全
く
信
じ
な
い
。
そ
れ
で
息
子
は
仕
方
な
く
鼠
つ
か
い
の
藤
兵
衛
を
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や
と
っ
て
、
鼠
の
「
文
づ
か
い
」
の
芸
を
見
せ
る
と
、
や
っ
と
納
得
し
た
の
で
あ

る
。

　
老
婆
を
納
得
さ
せ
た
鼠
の
見
世
物
は
、
実
は
、
『
世
間
胸
算
用
』
が
出
版
さ
れ
る

直
前
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
御
当
家
令
条
』
に
よ
る
と
、
元
禄
四
年
十

月
二
十
四
日
に
、
次
の
よ
う
な
生
類
の
見
世
物
禁
止
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
頃
日
町
中
薬
売
蛇
を
つ
か
ひ
候
も
の
有
之
、
篭
舎
被
　
仰
付
候
、
へ
ひ
に
か

　
　
き
ら
す
、
た
と
へ
犬
猫
鼠
等
に
至
迄
、
生
類
に
芸
を
仕
付
、
見
せ
物
に
致
候

　
　
儀
可
為
無
用
、
生
類
を
く
る
し
め
、
不
届
候
、
工
法
背
者
有
之
は
、
急
度
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
為
曲
事
宣
旨
被
　
不
渡
芦
間
、
五
言
認
可
相
守
者
也
、

　
こ
の
法
令
は
、
墨
黒
の
「
生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表
」
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

江
戸
の
町
触
は
あ
る
が
、
大
坂
と
京
都
の
町
触
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
江
戸
の
み
に
出
さ
れ
た
内
容
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
大
坂
に
も
同
様
に

出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
「
頃
日
町
中
薬
売
蛇
を

つ
か
ひ
候
も
の
有
之
、
篭
里
謡
　
仰
下
身
、
」
と
あ
る
こ
と
は
、
後
掲
の
「
生
類
憐

み
の
令
関
係
年
表
」
に
掲
げ
た
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
の
元
禄
四
年
の
条
を
見
る
と
、

蛇
を
つ
か
っ
て
売
薬
を
す
る
い
わ
ゆ
る
香
具
師
の
藤
兵
衛
と
、
そ
れ
に
蛇
を
貸
し

た
同
じ
仲
間
の
市
右
衛
門
が
捕
縛
さ
れ
た
記
録
が
載
っ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
彼

等
の
こ
と
を
差
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
生
類
の
見
世
物
の
禁
令
に
つ
い
て

は
、
次
の
注
釈
書
類
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

BA
藤
村
作
氏
『
訳
註
西
鶴
全
集
』
（
至
文
堂
、
昭
和
二
二
年
一
月
刊
）
。

暉
峻
康
隆
氏
「
鼠
の
文
つ
か
ひ
（
二
）
」
（
『
国
文
学
』
第
三
巻
第
一
二
号
、

昭
和
三
三
年
一
一
月
）
。

西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令

CDEFGH

野
間
光
辰
氏
『
西
鶴
上
下
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
昭
和

三
五
年
八
月
刊
）
。

前
田
金
五
郎
氏
『
世
間
胸
算
用
』
（
角
川
文
庫
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
七

年
四
月
刊
）
。

神
保
五
型
氏
『
井
原
西
鶴
集
三
』
（
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
昭

和
四
七
年
四
月
刊
）
。

麻
生
磯
次
・
冨
士
昭
雄
氏
『
世
間
胸
算
用
』
（
対
訳
西
鶴
全
集
、
明
治
書

院
、
昭
和
五
〇
年
季
月
刊
）
。

長
谷
川
強
氏
『
西
鶴
集
』
（
鑑
賞
日
本
の
古
典
、
尚
学
図
書
、
昭
和
五
五

年
三
月
刊
）
。

金
井
寅
之
助
氏
『
世
間
胸
算
用
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
平

成
元
年
二
月
刊
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
生
類
の
見
世
物
の
禁
令
は
、
『
世
間
胸
算
用
』
が
出
版
さ
れ

る
ほ
ん
の
二
ヶ
月
程
前
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
話
の
中
に
西
鶴
の
政
治
批
判
意

識
が
あ
っ
た
か
否
か
、
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
強
い
て
考
え
る
と
す
る
と
、
こ
の
話
の
本
文
の
章
題
は
「
鼠
の
文
つ
か
ひ
」

と
な
っ
て
い
る
の
に
、
目
録
の
題
名
は
「
若
書
の
文
つ
か
ひ
」
と
な
っ
て
、
芸
を

す
る
鼠
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
禁
令
を
意
識
し

て
読
者
受
け
を
ね
ら
っ
て
変
更
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
に
章
題
と
目
録
の

題
名
と
が
異
な
る
の
は
、
次
の
二
話
だ
け
で
あ
る
。

　
　
二
三
の
二
　
　
白
兎
　
「
年
の
内
の
餅
ば
な
は
詠
め
」

　
　
　
　
　
　
　
目
録
　
「
餅
ば
な
は
年
の
内
の
詠
め
」

五



　
　
　
西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令

第
四
の
四
　
　
章
題
　
「
長
崎
の
餅
柱
」

　
　
　
　
　
目
録
　
「
長
崎
の
柱
餅
」

　
二
話
共
に
語
順
が
違
う
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
「
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
の
方
は
特
別
な

意
識
が
働
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
考
え
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
に
登
場
す
る
老
婆
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
話

　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
解
釈
が
分
岐
す
る
が
、
小
娘
の
よ
う
な
チ
ャ
ッ
カ
リ
者
の
老
婆
を
納
得
さ
せ
た

鼠
の
芸
が
、
当
時
の
読
者
達
に
と
っ
て
は
既
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
物

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
の
読
者
達
の
中
に
は
、
作
者
が
御
政
道
を
批
判

し
て
い
る
と
と
っ
た
者
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五

　
生
類
憐
み
の
令
に
密
接
な
関
係
が
あ
り
な
が
ら
、
従
来
見
落
と
さ
れ
て
い
る
話

が
あ
る
。
第
二
の
四
「
門
柱
も
皆
か
り
の
世
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
京

都
の
大
宮
通
り
に
住
む
五
十
六
歳
の
男
が
、
唐
丸
を
殺
し
て
借
金
取
り
達
を
う
ま

く
退
散
さ
せ
た
が
、
一
人
残
っ
た
材
木
屋
の
十
八
・
九
歳
の
小
者
に
門
口
の
柱
を

は
ず
さ
れ
る
と
い
う
実
力
行
使
を
受
け
、
仕
方
な
く
借
金
を
完
済
す
る
が
、
そ
の

小
者
に
も
っ
と
有
効
な
借
金
取
り
撃
退
法
を
伝
授
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
命
し
ら
ず
の
ご
ろ
つ
き
み
た
い
な
男
か
ら
、
女
の
よ
う
な
青
年
が
ま

ん
ま
と
借
金
を
取
り
立
て
る
と
い
う
意
想
外
の
面
白
さ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
男
が
最
初
に
借
金
取
り
達
を
退
散
さ
せ
た
狂
言
で
あ
る
が
、
西
鶴
は
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

（
略
）
狐
付
の
眼
し
て
包
丁
取
ま
は
す
所
へ
、
唐
丸
背
な
ら
し
て
来
る
。
お
の

れ
死
出
の
か
ど
で
に
と
、
細
首
う
ち
お
と
せ
ば
、
是
を
見
て
掛
乞
ど
も
肝
を

つ
ぶ
し
、
無
分
別
も
の
に
言
葉
質
と
ら
れ
て
は
む
つ
か
し
と
、
ひ
と
り
く

帰
り
さ
ま
に
、
茶
釜
の
さ
き
に
立
な
が
ら
、
あ
ん
な
気
の
短
か
ひ
男
に
寒
し

や
る
お
内
儀
が
、
縁
と
は
申
な
が
ら
い
と
し
い
事
じ
ゃ
と
、
お
の
く
い
ひ

捨
て
帰
り
け
る
。

　
問
題
は
、
唐
丸
の
細
首
を
打
ち
落
と
し
た
行
為
な
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
対

す
る
諸
注
釈
書
の
記
述
を
掲
出
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
前
掲
注
釈
書
の
書

名
を
略
し
、
符
号
で
そ
れ
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

HFEDCA
唐唐唐唐唐唐
丸丸丸丸丸丸

死
出
の
か
ど
で
に

「
黒
の
羽
色
で
、
肥
大
な
鶏
の
一
種
。
」

「
長
鳴
鶏
の
一
種
。
」

「
鶏
の
一
種
。
大
型
で
闘
鶏
に
用
い
る
。
」

「
長
鳴
き
鶏
の
一
種
。
形
が
大
き
く
、
羽
は
黒
色
。
」

「
鶏
の
一
種
。
形
は
大
き
く
色
は
黒
。
闘
鶏
に
用
い
る
。
」

「
中
国
原
産
の
大
型
で
尾
の
短
い
、
闘
鶏
用
の
鶏
。
」

　
　
　
　
　
「
死
出
の
山
へ
の
旅
の
出
立
に
、
犠
牲
を
殺
し
て

神
に
さ
さ
げ
よ
う
と
。
死
出
の
山
は
、
死
後
に
行
く
冥
土
に
あ

る
山
。
」

　
右
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
金
井
寅
之
助
氏
の
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
世
間
胸

算
用
」
の
み
が
、
「
死
出
の
か
ど
で
に
」
に
も
注
を
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
と
は
皆

「
唐
丸
」
に
つ
い
て
の
説
明
だ
け
で
、
こ
こ
が
生
類
憐
み
の
令
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
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い
て
は
、
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
生
類
憐
み
の
令
と
い
う
と
、
犬
の
み
が
強
調
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
そ
の

他
、
馬
、
鳥
、
魚
、
貝
な
ど
ま
で
も
そ
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
御
当
家
令

条
』
に
よ
る
と
、
貞
享
四
年
二
月
二
十
七
日
に
、
次
の
よ
う
な
法
令
が
出
て
い
る
。

　
　
為
食
物
魚
鳥
生
置
候
て
商
売
仕
儀
、
向
後
堅
無
用
、
鶴
亀
同
前
事
、

　
　
　
　
卯
二
月
二
十
七
日

　
　
如
斯
御
書
付
出
候
上
は
、
自
今
以
後
、
為
食
物
生
鳥
生
魚
か
た
く
商
売
三
間

　
　
敷
候
、
但
為
慰
飼
鳥
飼
魚
ハ
各
別
候
、
鶴
亀
貝
類
に
至
迄
、
為
食
物
ハ
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
不
可
上
置
候
、
此
旨
於
相
肩
は
、
可
為
曲
事
者
也
、

　
こ
の
御
触
は
魚
屋
達
に
衝
撃
を
与
え
た
ら
し
く
、
早
速
に
処
理
し
た
者
達
が
い

た
よ
う
で
、
そ
れ
を
轡
め
る
町
触
が
す
ぐ
翌
日
に
出
さ
れ
て
い
る
。
『
重
宝
事
録
』

に
、
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
昨
日
御
触
二
付
、
ロ
ハ
今
迄
飼
置
候
鳥
、
俄
目
し
め
午
前
者
可
有
之
候
、
為
食

　
　
物
い
け
置
候
魚
鳥
、
俄
二
軸
候
儀
無
用
二
仕
へ
し
、
若
し
め
殺
候
も
の
有
之

　
　
候
ハ
・
、
曲
事
二
可
被
仰
付
候
、
井
い
け
高
い
け
洲
二
而
無
押
鯛
共
、
貝
類

　
　
道
外
含
蓄
海
老
な
と
の
い
き
た
る
を
商
売
不
屈
成
浅
間
、
右
之
通
町
中
不
残

　
　
可
被
筆
触
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
　
卯
二
月
二
十
八
日

　
こ
れ
ら
の
法
令
か
ら
、
犬
以
外
も
鳥
や
魚
な
ど
の
殺
生
を
厳
し
く
禁
止
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
始
め
て
、
「
是
を
見
て

掛
乞
ど
も
肝
を
つ
ぶ
し
」
と
あ
る
表
現
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
掛
乞

西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令

達
は
、
男
が
狐
付
の
目
を
し
て
包
丁
を
振
り
回
し
て
い
る
か
ら
、
身
に
危
険
を
感

じ
て
「
肝
を
つ
ぶ
し
」
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
生
類
憐
み
の
令
を
破
っ
た
男
に

関
わ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
の
恐
怖
心
で
「
肝
を
つ
ぶ
し
」
た
の
で
あ
る
。

　
鳥
を
殺
し
て
受
け
た
刑
罰
は
、
江
戸
で
は
あ
る
が
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
に
載
っ

て
お
り
、
そ
の
具
体
例
が
知
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
後
掲
の
「
生
類
憐
み
の
令
関
係

年
表
」
を
参
照
願
う
と
し
て
、
こ
こ
で
は
貞
享
五
年
一
月
二
十
日
目
一
例
を
掲
げ

て
お
こ
う
。

　
　
弍
人
　
　
与
四
兵
衛
　
　
伊
右
衛
門

　
　
　
是
ハ
増
上
寺
門
前
平
左
衛
門
店
異
者
、
右
与
四
兵
衛
儀
、
鶏
を
し
め
商
売

　
　
　
仕
候
を
承
届
候
由
二
て
、
び
ん
つ
る
三
平
井
彦
兵
衛
、
四
郎
左
衛
門
、
孫

　
　
　
助
溶
出
候
付
、
召
寄
、
遂
愈
議
居
処
、
与
四
兵
衛
申
候
ハ
、
新
堀
同
朋
町

　
　
　
家
主
ハ
不
知
与
兵
衛
と
申
者
口
無
拠
被
頼
申
候
心
付
、
伊
右
衛
門
義
ハ
芝
　
5
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
神
明
社
内
え
飴
売
二
罷
出
候
間
、
伊
右
衛
門
を
頼
候
ヘ
ハ
、
死
野
鶏
を
二

　
　
　
羽
持
参
申
候
故
、
右
翼
与
兵
衛
二
相
野
景
ヘ
ハ
、
銭
壱
貫
文
く
れ
見
地
、

　
　
　
内
弍
百
文
伊
右
衛
門
二
遣
造
出
薩
摩
、
伊
右
衛
門
義
ハ
与
四
兵
衛
二
被

　
　
　
頼
、
神
明
社
内
二
型
候
鶏
二
羽
取
参
候
て
、
与
四
兵
衛
に
相
渡
し
候
由
申

　
　
　
候
、
依
之
与
兵
衛
義
明
日
当
連
署
出
候
打
手
申
付
、
盲
者
儀
兼
て
殺
候
鶏

　
　
　
商
売
仕
間
敷
旨
相
触
候
処
、
商
売
仕
候
之
段
不
届
二
付
、
両
人
組
込
牢
舎
、

　
　
右
弍
人
之
内
、
与
四
兵
衛
儀
ハ
同
辰
四
月
八
日
牢
死
仕
至
言
、
戸
田
山
城
守

　
　
殿
へ
相
伺
、
死
骸
捨
之
、
伊
右
衛
門
義
ハ
御
老
中
被
仰
渡
、
同
辰
五
月
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
簡

　
　
九
日
於
品
川
獄
門
、

生
類
憐
み
の
令
が
本
格
的
に
発
令
さ
れ
た
の
が
貞
享
四
年
の
こ
と
で
あ
る
か
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西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令

ら
、
そ
の
翌
年
で
あ
る
右
の
例
は
、
特
に
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
、
獄
門
の
刑
を
受

け
て
い
る
。
以
上
、
こ
の
実
例
か
ら
、
掛
乞
ど
も
が
肝
を
つ
ぶ
し
た
理
由
が
よ
り

一
層
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
掲
し
た
貞
享
四
年
二
月
の
法
令
は
、
大
坂
に
も
出
さ
れ
た
も
の

か
ど
う
か
現
在
の
と
こ
ろ
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
同
年
四
月
の
町
触
に
つ

い
て
は
出
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
鳥
に
対
す
る
愛
護
令
も
含
ま
れ
て
い
る
の

で
、
大
坂
も
江
戸
と
同
様
な
厳
し
さ
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
「
門
柱
も
皆
か
り
の
世
」
の
結
末
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
男
は
、
材
木

屋
の
小
者
に
夫
婦
喧
嘩
と
い
う
新
手
の
借
金
取
り
撃
退
法
を
伝
授
さ
れ
る
。
そ
れ

は
そ
れ
ま
で
に
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た
。
喜
ん
だ
男
は
、

「
さ
て
も
く
、
こ
な
た
は
若
ひ
が
、
思
案
は
一
越
こ
し
た
年
の
く
れ
、
た
が
ひ
の

身
祝
ひ
な
れ
ば
と
て
、
最
前
の
鶏
の
毛
を
引
て
、
こ
れ
を
吸
も
の
に
し
て
、
酒
も

り
て
か
へ
し
」
た
の
で
あ
っ
た
。

　
西
鶴
は
、
材
木
屋
の
小
者
に
、
唐
丸
を
殺
し
て
借
金
取
り
を
退
散
さ
せ
る
方
法

を
い
か
に
も
占
臭
い
と
い
わ
せ
て
、
こ
の
殺
生
す
る
行
為
を
あ
た
か
も
昔
の
こ
と

で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
従
っ
て
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
話

の
成
立
を
巻
一
の
四
の
よ
う
に
生
類
憐
み
の
令
が
本
格
化
す
る
前
に
ま
で
さ
か
の

ぼ
ら
せ
る
考
え
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
の
考
え
は
前
述
し

た
通
り
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
出
版
さ
れ
た
時
点
を
最
重
視
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
結
論
に
入
ろ
う
。
こ
の
話
の
男
は
、
鶏
の
首
を
打
ち
落
と
し
て
殺
し
た
だ
け
で

な
く
、
毛
を
む
し
っ
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
生
類
憐
み
の

令
下
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
か
は
、
『
御
仕
置
裁
許
帳
』
の
記
述
か
ら
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
御
政
道
に
反
す
る
、
ま
さ
に
御
上
を
食
っ
た
よ

う
な
話
を
書
い
た
西
鶴
は
、
↓
体
何
を
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
西

鶴
は
こ
の
男
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
に
政
治
批
判
を
行
っ
た
の
で
は

な
い
か
、
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
話
も
含
あ
て
巻
一
の
四
の
「
野
ら
奨
め
」
を

考
え
る
と
、
そ
こ
で
も
、
や
は
り
政
治
批
判
を
行
っ
た
も
の
と
読
み
取
る
ほ
う
が

妥
当
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
西
鶴
は
、
町
人
の
女
性
の
服
装
が
華
美
に
な
る
こ
と
を
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
と
し
て

憤
慨
し
て
い
た
。
そ
の
一
つ
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
一
の
四
「
昔
は
掛
算
今
は
当
座

銀
」
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
卜
i
代
に
か
は
っ
て
、
人
の
風
俗
次
第
奢
に
な
っ
て
、
諸
事
其
分
際
よ
り
は
花

　
　
麗
を
好
み
、
殊
に
妻
子
の
衣
服
、
ま
た
上
も
な
き
事
共
、
身
の
程
し
ら
ず
、

　
　
冥
加
を
そ
ろ
し
き
。
（
中
略
）
此
う
へ
は
万
の
唐
織
を
常
住
着
と
な
す
べ
し
。
　
5
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
カ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
此
時
節
の
衣
装
法
度
、
諸
国
諸
人
の
身
の
た
め
。
今
思
ひ
あ
た
り
て
有
が
た

　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
　
ぬ

　
　
く
お
ぼ
え
ぬ
。
（
圏
点
筆
者
）

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
御
政
道
を
肯
定
し
て
い
る
文
言
で
あ
る
。
彼
は
、
少
な
く
と

も
衣
装
法
度
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

が
生
類
畏
み
の
令
が
本
格
的
に
な
っ
て
か
ら
は
、
塚
本
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ

う
に
、
そ
れ
を
意
識
し
て
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
西
鶴
は
政
治
状
況
の
変
化

を
逸
早
く
見
て
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
彼
の
心
境
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
事
件
は
、
鶴
字
法
度
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
西
鶴
は
、

暴
君
以
外
の
何
者
で
も
な
い
綱
吉
の
、
恐
怖
政
治
の
到
来
を
実
感
し
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る
。
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注後

事
の
塚
本
学
氏
論
文
や
『
国
史
大
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館
）
の
「
生
類
憐
み
の
令
」

の
項
な
ど
参
看
。

岩
波
文
庫
、
九
四
ペ
ー
ジ
。

『
人
文
科
学
論
集
』
第
一
四
号
（
昭
和
五
五
年
三
月
）
。

『
弘
前
学
院
大
学
学
会
誌
』
第
六
号
（
昭
和
五
五
年
三
月
）
。

前
掲
論
文
、
四
ペ
ー
ジ
。

こ
の
後
塚
本
氏
は
、
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』
（
平
凡
社
、
昭
和
五
八
年
四
月
刊
）
を

執
筆
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
生
類
憐
み
政
策
の
も
と
に
出
さ
れ
た
諸
国
鉄
砲
改
め
令

は
徳
川
政
権
に
よ
る
人
民
武
装
解
除
の
意
味
が
あ
り
、
更
に
そ
れ
は
、
大
名
達
に
対

し
て
徳
川
政
権
へ
の
臣
従
化
を
徹
底
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
興
味
深
い
説
を

述
べ
て
い
ら
れ
る
。

注
③
、
一
一
ペ
ー
ジ
。

同
右
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

注
④
、
．
．
一
ペ
ー
ジ
。

「
色
道
大
鼓
」
と
西
鶴
後
期
の
作
品
（
『
西
鶴
文
学
研
究
』
笠
間
書
院
、
昭
和
四
九
年

三
月
刊
）
。

「
世
間
胸
算
用
・
鼠
の
文
つ
か
ひ
」
考
（
『
日
本
文
学
研
究
』
第
二
一
号
、
昭
和
六
〇

年
＝
月
）
。

『
講
座
日
本
文
学
　
西
鶴
上
』
（
至
文
堂
、
昭
和
五
三
年
一
月
刊
）
所
収
。

元
禄
宝
永
期
の
幕
令
一
「
仰
出
之
留
」
を
素
材
に
一
　
（
『
論
集
近
世
史
研
究
』
昭

和
五
一
年
＝
月
刊
）
参
看
。

石
井
良
助
校
訂
『
近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
二
（
創
文
社
、
昭
和
三
四
年
一
〇
月
刊
）

二
四
五
ペ
ー
ジ
。

こ
の
点
は
、
渡
辺
憲
司
氏
の
論
文
注
⑪
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

注
⑭
．
．
四
．
一
ペ
ー
ジ
。

『
正
宝
事
録
』
第
一
巻
（
日
本
学
術
振
興
会
、
昭
和
三
九
年
、
二
月
刊
）
．
一
五
五
ペ
ー

ジ
。『

近
世
法
制
史
料
叢
書
』
第
一
、
三
〇
九
ペ
ー
ジ
。

　
　
　
西
鶴
と
生
類
憐
み
の
令

付
記

本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
宗
政
五
十
緒
先
生
に
御
指
導
頂
き
、
ま
た
、

憲
司
氏
の
御
高
配
を
得
ま
し
た
。
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

九

渡
辺

150



生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

↓
○

生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

土
　
井
　
順
　
一

年
　
号
（
西
　
暦
）

　
『
御
当
家
令
条
』
（
武
家
厳
制
録
・
御
触
書
寛
保
集
成
を
含
む
）

江
　
　
戸
　
　
町
　
　
触
（
『
　
正
　
宝
　
事
　
録
　
』
）

京
　
　
都
　
　
町
　
　
触
（
「
京
都
町
触
集
成
』
）

大
　
　
坂
　
　
町
　
　
触
（
『
　
大
　
阪
　
市
　
史
　
』
）

『
御
仕
置
裁
許
帳
』

寛
　
文

七
三
四
　
寛
文
九
年
酉
正
月
廿
二
日

九
　
年

勘
太
郎
　
是
ハ
武
州
神

（一

Z
六
九
）

茂
左
衛
門
　
奈
川
領
毛
塚

六
人
　
三
郎
左
衛
門
　
村
二
者
、
此

八
郎
兵
衛
　
者
共
鶴
之
卵

角
右
衛
門
　
を
つ
ふ
し
申

長
右
衛
門
　
候
由
二
て
、

同
村
之
庄
屋
五
兵
衛
訴
訟
申

二
付
、
穿
撃
之
内
、
評
定
所

よ
り
牢
舎
、

右
勘
太
郎
、
茂
左
衛
門
、
三
郎

左
衛
門
、
八
郎
兵
衛
儀
ハ
同
酉

二
月
六
日
赦
免
、

角
右
衛
門
義
ハ
同
酉
三
月
廿
五

日
赦
免
、
長
右
衛
門
義
ハ
同
酉

四
月
六
日
赦
免
、

七
四
〇
　
寛
文
九
年
酉
卜
一
月
廿
四
日

孫
右
衛
門
是
ハ
上
縮
國

三
人
　
善
太
郎
　
青
木
村
保
科

三
十
郎
　
越
前
知
行
所

之
百
性
、
此
者
共
芝
浦
二
て

流
し
魏
を
い
た
し
、
鴨
を
取

候
庭
を
、
所
之
名
主
八
郎
兵

衛
、
小
左
衛
門
井
猟
師
共
見

出
シ
捕
え
、
御
鳥
見
佐
山
角

左
衛
門
、
山
本
市
右
衛
門
、

一

一

一

岡
田
半
左
衛
門
、
加
藤
伊
兵

一
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1

衛
、
右
之
四
人
よ
り
断
二

て
、
穿
馨
之
内
牢
舎
、

右
三
人
之
者
共
、
戌
二
月
三
日

牢
屋
二
て
首
を
刎
、
於
佃
嶋
獄

門
、

七
四
一
　
寛
文
九
年
酉
卜
一
月
廿
八
日

壼
人
六
兵
衛
　
是
ハ
大
久
保
頼
母

知
行
所
上
総
之
内
大
堀
村
之

者
、
當
月
廿
七
日
二
相
百
性

次
郎
兵
衛
井
同
所
田
中
大
隅

守
百
性
久
七
三
人
連
二
て
船

二
乗
、
鳥
取
二
等
出
候
を
、

三
昧
洲
二
て
伴
作
平
家
來
見

出
シ
、
次
郎
兵
衛
を
召
捕
候

二
付
、
此
者
と
久
七
と
爾
人

伊
奈
半
十
郎
御
代
官
所
東
葛

西
之
内
浮
新
田
え
逃
上
り
候

を
、
所
之
百
性
捕
、
半
十
郎

方
よ
り
差
越
候
、
断
二
付
、

穿
難
之
内
牢
舎

同
日

壼
人
久
七
　
是
ハ
田
中
大
隅
守
知

行
所
右
同
國
同
村
之
百
性
、

右
同
断
二
て
牢
舎
、

右
武
人
之
者
、
戌
二
月
三
日
於
．

佃
嶋
獄
門
、

寛
　
文

六
六
八
　
寛
文
卜
…
年
亥
五
月
卜
一
目

【
一
年

壼
人
作
助
　
是
ハ
小
石
川
餌
指
町

（一

Z
七
こ

清
水
椹
之
助
組
子
二
上
彌
五

右
衛
門
地
借
り
、
藤
兵
衛
出

居
衆
方
々
二
て
犬
を
盗
殺
候

由
、
右
之
作
助
相
出
居
衆
半
右
衛
門
訴
人
申
二
付
、
穿
繋

之
内
籠
舎
、

右
之
者
、
同
亥
十
二
月
十
三
日

薩
摩
え
流
罪
、
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二

六
六
九
同
年
亥
五
月
卜
青
u

武
人
　
三
右
衛
門
　
是
ハ
清
水
権

半
右
衛
門
之
助
組
下
小

石
川
餌
指
町
藤
兵
衛
召
仕
、

今
日
淺
草
田
原
町
三
丁
目
忠

兵
衛
店
吉
兵
衛
井
同
所
門
跡

前
平
兵
衛
店
吉
兵
衛
犬
を
武

疋
理
不
儘
二
突
殺
候
由
、
所

之
者
共
捕
來
ル
付
、
穿
馨
之

内
牢
舎
、

右
之
半
右
衛
門
、
同
亥
六
月
四

日
於
評
定
所
二
赦
免
、

右
之
三
右
衛
門
、
同
亥
十
二
月

十
三
日
薩
摩
流
罪
、

同
年
亥
五
月
十
六
日

戸
右
衛
門
　
是
ハ
小
石
川

金
杉
村
市
左
衛
門
地
借

り
、
加
左
衛
門
出
居

衆
、
右
同
断
、

三
人
　
與
五
右
衛
門
　
是
ハ
餌
指

町
御
鐵
砲
張
渡
部
佐
次

右
衛
門
屋
守
甚
右
衛
門

店
之
者
、
右
同
断
、

與
兵
衛
　
是
ハ
右
與
五

右
衛
門
出
居
衆
、
右
同

断
、

　
延
　
宝
　
元
　
年
（
一
六
七
三
）

六
七
〇
同
士
二
年
丑
五
月
…
百
壼
人
藤
兵
衛
　
是
ハ
小
石
川
清
水
　
　
権
之
助
組
宮
田
市
郎
衛
門
地

借
り
、
此
者
方
々
二
て
犬
を

殺
候
由
、
牢
内
與
兵
衛
訴
人

申
二
付
、
穿
竪
之
内
牢
舎
、

右
之
者
、
寅
七
月
五
日
佐
渡
え

流
罪
、

同
日

壼
人
椹
四
郎
是
ハ
右
之
藤
兵
衛
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↓
四

市
郎
右
衛
門
篭
舎
申
付
候
、

彼
者
之
女
房
成
ル
故
、
上
り

屋
二
入
、

右
之
者
、
申
三
月
廿
一
日
赦
免
、

同
日

壼
人
内
蔵
之
助
　
是
ハ
右
同
人

伜
、
右
同
断
二
て
揚
り
屋
二

入
、

右
之
者
、
右
同
日
赦
免
、

天
　
和

六
七
二
天
和
．
一
年
戌
卜
月
六
日

一一

N

〔
マ
・
〕

（一

Z
八
二
）

壼
人
庄
　
　
　
是
ハ
無
宿
、
此
者

義
、
本
銀
町
四
丁
目
二
て
八

右
衛
門
、
三
郎
兵
衛
爾
人
之

犬
武
疋
夜
前
八
ツ
過
殺
、
か

ま
す
二
入
候
虜
を
捕
え
、
召

連
來
二
付
、
遂
穿
馨
候
庭
、

黒
坊
主
と
申
者
手
合
二
て
、

犬
殺
シ
候
段
白
状
申
二
付
、

篭
舎
、

右
之
者
、
同
戌
十
二
月
廿
五
日

於
牢
屋
二
死
罪
、

貞
　
享

七
四
二
貞
享
元
年
子
三
月
二
日

元
　
年

壼
人
惣
右
衛
門
　
是
ハ
上
総
仕
払

（一

Z
八
四
）

場
村
天
羽
七
右
衛
門
御
代
官

所
之
者
、
此
者
於
御
鷹
場
、

鳥
を
取
候
輪
穴
を
指
候
を
捕

え
來
候
二
付
、
小
栗
長
右
衛

門
方
よ
り
堀
田
封
馬
守
殿
え

申
達
、
封
馬
守
殿
よ
り
御
改

之
由
二
て
、
長
右
衛
門
組
浦

上
喜
助
、
小
宮
山
彌
助
召
連

来
ル
付
、
遂
穿
馨
候
庭
、
右

之
段
無
紛
由
白
状
申
二
付
、

牢
舎
、
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貞
　
享

　
二
　
年

（「

Z
八
五
）

七
九
二一

先
日
申
渡
候
通
、

　
候
斜
道
堀
切
え
、

　
も
百
苦
候
間
、

　
節
も
、

　
厚
恩
無
用
者
也
、

　
　
七
月

四
七
五
　
畳

　
馬
の
筋
の
へ
豊
島
、

　
に
不
宜
、

　
て
、

　
年
よ
り
御
停
止
被

　
と
も
、

　
在
世
由
候
、

　
特
出
者
也
、

四
七
六
　
畳

　
薄
給
貝
類
海
老
、

候
、

上
、

1
　
．
　
1
　
1
　
　
　
　
」
　
r
　
．
　
　
1

右
之
者
、
御
老
中
御
差
図
二

付
、
同
子
四
月
六
日
牢
屋
二
て

斬
罪
、
首
ハ
市
場
村
え
遣
、
獄

門
、

一
丑
年
七
月

六
九
六
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
七
九
き

六
一
三
　
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書

二
七
九
　
十
月
廿
二
日
　
馬
之
筋

七
四
三
　
貞
享
、
一
年
且
二
月
廿
一
日

候
通
、
御
成
被
爲
遊

覚

覚

延
候
儀
停
止
之
事

壼
人
傳
兵
衛
　
是
ハ
富
永
主
膳
卜

え
、
犬
猫
出
申
候
て

一
先
日
申
渡
候
通
、
御
成
被
有
畜
馬
之
筋
の
へ
候
儀
第
一
用
方
二
不

（
略
）

性
、
武
州
羽
生
領
下
之
村
之

間
、
何
方
之
御
成
之

候
御
道
筋
江
、
犬
猫
出
面
候
而

宜
、
其
上
不
仁
な
る
儀
川
付
而
、

者
、
此
者
鳥
取
候
者
二
て
有

ぬ
ね
こ
つ
な
き
候
事

も
不
苫
候
間
、
何
方
之
御
成
之

御
強
に
立
候
御
為
共
先
年
よ
り
御

翌
夕
、
同
心
遣
、
捕
之
、
穿

者
也
、

節
も
、
犬
猫
つ
な
き
早
事
、
可

停
止
被
仰
付
候
得
共
、
今
以
世
上

世
話
内
揚
り
屋
二
丁
、

為
無
用
者
也
、

に
て
ハ
悪
馬
有
之
由
二
候
、
向
後

右
之
者
、
狽
二
鐵
砲
を
打
候
依

（
御
触
書
寛
保
集
成
）

七
月

堅
御
田
禁
総
懸
出
候
者
也

飾
職
、
同
丑
四
月
十
四
日
斬
罪
、

右
は
丑
七
月
十
四
日
御
触
、

九
月
十
八
日

首
ハ
於
品
川
獄
門
、

へ
豊
島
、
第
一
用
方
六
九
七
　
　
　
　
　
　
　
〔
二
九
〇
二
〕

（
後
筆
）

同
二
年
丑
三
月
六
日

其
上
不
仁
な
る
儀
に

覚

「
但
、
貞
享
．
丑
」

壼
人
佐
野
藤
兵
衛
是
ハ
駿
州
富

に
航
候
御
馬
共
、
先

馬
之
筋
の
へ
候
儀
、
第
一
用
方
に

六
一
四
　
　
　
　
北
野
天
満
宮
文
書

士
郡
上
柚
野
村
之
百
性
、
此

停
止
被
　
仰
付
候
え

不
宜
、
其
上
不
仁
成
儀
に
付
而
御

覚

者
武
州
児
玉
郡
羽
生
領
下
之

以
世
上
に
て
ハ
椿
馬

厩
に
立
候
御
馬
共
、
先
年
よ
り
御

馬
之
筋
の
へ
候
儀
、
第
一
用
方
二

村
傳
兵
衛
案
内
二
て
申
合
、

、
向
後
堅
御
制
禁
被

停
止
被
仰
付
候
得
共
、
今
以
世
上

不
宜
、
其
上
不
仁
な
る
儀
二
世
而
、

下
野
村
に
て
鐵
砲
二
て
鶴
二

、

に
て
ハ
持
馬
有
之
由
二
候
、
向
後

御
庶
出
凱
候
御
馬
と
も
先
年
6
御

羽
打
申
候
、
此
者
居
所
知
レ

年
上
九
月
十
八
日

堅
御
制
禁
被
仰
出
候
者
也
、

停
止
二
被
仰
付
言
へ
共
、
今
以
上

不
申
候
故
、
愈
議
之
上
、
脇

御
台
所
張
紙
爲

九
月
十
八
［

二
日
ハ
捲
馬
有
之
由
二
候
、
向
後

よ
り
相
知
レ
候
、
右
之
柚
野

海
老
、
向
後
於
御
台

右
之
通
堅
相
守
、
自
今
以
後
馬
の

御
器
精
血
思
出
候
者
也

村
ハ
井
出
次
郎
左
衛
門
御
代

客
間
敷
旨
被
　
仰
渡

筋
の
へ
申
問
敷
候
、
若
違
背
之
輩

（
貞
享
二
年
）

甲
所
飼
付
、
次
左
衛
門
方
え

公
家
衆
御
馳
走
其
外

於
有
之
ハ
急
度
曲
事
可
申
付
者

十
月
目

申
遣
候
虞
、
久
保
田
平
太
夫

節
は
可
爲
各
別
事
以

也
、

右
之
通
御
公
儀
6
被
早
出
候
間
、

召
連
來
ル
ニ
付
、
牢
舎
、

丑
九
月

左
様
二
御
心
得
固
有
候

右
之
者
、
狸
二
上
砲
を
打
候
依

年
高
十
一
月
七
日

右
は
九
月
廿
一
日
御
触
、
町
中
連

十
月
九
日
　
　
　
　
年
預

科
二
、
同
丑
四
月
十
四
日
斬
罪
、

判
、

首
ハ
於
品
川
獄
門
、

七
四
四
同
一
年
丑
三
月
廿
八
日

壼
人
彌
五
兵
衛
　
是
ハ
蔦
木
次
左

衛
門
知
行
所
西
上
総
國
神
納

村
之
百
性
久
七
と
申
者
之

兄
、
此
者
儀
、
先
年
所
を
被

携
候
慮
、
立
婦
、
久
七
屋
敷

　　

V
内
二
居
住
仕
候
、
此
者
先
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．＿二憎

ノ＼

年
男
立
博
変
を
打
、
御
法
度

之
場
所
二
て
輪
穴
を
指
、
鳥

を
取
、
近
年
鐵
砲
に
て
鳥
を

打
候
由
、
此
者
兄
餌
指
頭
内

藤
與
五
兵
衛
召
遣
候
者
訴
人

二
出
候
二
付
、
小
栗
長
右
衛

門
方
え
申
遣
候
庭
、
長
右
衛

門
方
よ
り
召
仕
二
右
之
訴
人

を
差
添
遣
シ
、
捕
候
由
二

て
、
御
餌
差
頭
内
田
市
郎
右

衛
門
、
篠
崎
新
平
召
連
來
ル

付
、
穿
難
之
内
牢
舎
、

右
之
者
、
同
年
丑
五
月
廿
一
日

於
牢
屋
斬
罪
、
首
ハ
神
納
村
え

遣
シ
、
獄
門
、

同
二
年
丑
五
月
廿
四
日

壼
人
女
だ
け
　
是
ハ
蔦
木
次
左
衛

門
知
行
所
上
纏
二
神
納
村
彌

五
兵
衛
女
房
、
此
者
夫
先
年

所
被
梯
候
所
、
立
隔
り
、
弟

久
七
屋
敷
之
内
二
居
住
候
、

先
年
男
立
博
変
を
打
、
御
法

度
之
場
所
に
て
鳥
を
取
、
近

年
ハ
鐵
砲
に
て
鳥
を
打
候

〔
マ

由
、
彌
五
兵
衛
兄
御
餌
差
内

こ田
與
五
兵
衛
召
仕
訴
人
二
出

候
二
付
、
召
寄
、
遂
倉
議
候

庭
、
右
之
段
無
紛
二
付
、
右

彌
五
兵
衛
儀
ハ
斬
罪
二
申

付
、
在
所
神
納
村
二
首
を

懸
、
右
之
者
女
房
成
ル
故
、

蔦
木
次
左
衛
門
家
來
長
坂
彌

五
右
衛
門
、
同
杢
左
衛
門
召

連
來
り
、
揚
り
屋
二
入
、

右
之
女
、
同
丑
六
月
七
日
埠
二
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渡
ル
、

同
日

壼
人
女
む
く
　
是
ハ
右
彌
五
兵
衛

娘
成
ル
故
、
右
回
断
二
て
揚

り
屋
に
入
、

右
之
女
、
同
丑
六
月
七
日
埣
二

渡
ル
、

七
四
五
　
貞
享
二
年
丑
卜
二
月
卜
六
日

壷
人
三
郎
左
衛
門
　
是
ハ
清
水
権

之
助
組
樫
山
文
右
衛
門
父
、

文
右
衛
門
と
同
居
仕
候
者
、

此
者
新
吉
原
近
所
二
て
度
々

鴨
網
を
張
、
鴨
を
取
候
由
二

て
、
淺
草
田
町
又
左
衛
門
店

之
庄
左
衛
門
預
り
鈴
木
市
郎

右
衛
門
井
宿
庄
左
衛
門
捕

之
、
召
連
來
ル
付
、
遂
穿
馨

候
庭
、
網
を
張
、
鴨
を
取
り

候
之
段
無
紛
二
二
、
揚
り
屋

二
入
、

右
之
者
、
寅
正
月
十
八
日
牢
死
、

死
骸
捨
之
、

　
貞
　
享
　
三
　
年
（
一
六
八
六
）
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生
類
病
み
の
令
関
係
年
表

一
八

今
以
無
主
犬
参
候
而
も
食
事
た
べ
さ
せ
す
、
又
ハ
犬
其
外
生
類
と
り
や
り
致
候
儀
も
、
今
ほ
と
は
不
仕
候
様
に
相
聞
候
、
生
類
あ
わ
れ
み
候
様
に
被
仰
出
候
儀

　
　
四
俵
馬
二
附
、
青
山
宿
青
山
一
論
罪
灘
廼
鵬
鞭
　
　
ハ
、
四
七
小
刀
二
て
馬
之
尾
　
　
脇
を
突
申
、
右
之
小
刀
ハ
土

を
、
心
得
違
二
而
有
之
候
と
相
見
得
候
、
何
事
に
付
而
も
生
類

え
突
立
申
候
付
、
鳴
を
立
申
候
故
、
下
野
守
辻
番
出
合
、

あ
わ
れ
み
の
志
を
肝
要
仕
、
諸
事
か
た
つ
ま
ら
さ
る
様
に
心
得

捕
え
申
候
、
前
方
何
之
口
論
も
不
仕
、
見
知
り
候
者
二
て

可
申
候
、
　
七
月

も
無
御
座
候
由
申
候
、
秋
元
但
馬
守
殿
致
倉
議
、
牢
舎
可

右
之
通
、
今
日
御
番
所
二
而
被
仰
渡
候
間
、
町
中
家
持
ハ
不
及
申
借

申
付
之
由
被
仰
渡
候
由
に
て
、
下
野
守
家
來
太
田
源
内

六
九
五
　
同
三
年
寅
卜
．
一
月
卜
六
日

壼
人
長
助
　
是
ハ
永
井
伊
賀
守
家

來
安
地
新
八
郎
召
此
者
仕
、

儀
、
今
書
酒
二
三
酔
、
長
谷

川
町
罷
通
候
節
、
名
主
三
右

衛
門
店
市
兵
衛
と
申
者
之
畜

犬
を
、
小
刀
に
て
突
殺
候
二

付
、
捕
之
、
召
連
來
ル
付
、
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遂
穿
馨
候
庭
、
右
之
段
無
紛

候
、
酒
二
給
酔
、
不
届
成
仕

形
故
、
穿
馨
之
上
揚
り
屋
二

入
、

右
之
者
、
酒
狂
之
上
怪
我
二
仕

候
儀
二
候
故
、
御
老
中
え
相

伺
、
同
寅
十
二
月
廿
四
日
赦
免
、

貞
　
享

四
七
九
豊

七
＝
二
　
　
　
　
　
　
〔
二
二
五
六
〕

六
一
一
六
　
　
　
　
　
　
塩
屋
町
文
書

一一

∴
黶
@
正
月
　
生
類
煩
重
り
候
七
一
五
貞
享
四
年
卯
三
月
朔
日

四
　
年

惣
て
人
宿
又
ハ
牛
馬
宿
雲
外
に

覚

覚

得
者
捨
二
者
難
事

徳
兵
衛
　
是
ハ
伊
奈
半
十

（
＝
ハ
八
七
）

も
生
類
煩
重
く
候
え
ハ
、
未
死

一
惣
而
人
宿
又
ハ
牛
馬
宿
其
外
二

一
中
而
人
宿
又
ハ
牛
馬
宿
、
鼻
詰

（
略
）

三
人
　
角
兵
衛
郎
御
代
官
所
武

内
に
襲
業
様
粗
相
聞
候
、
右
之

も
、
生
類
煩
重
く
候
得
ハ
、
い

二
も
生
類
雪
濁
り
候
ヘ
ハ
、
い

小
兵
衛
　
州
神
奈
川
領
東

不
届
言
違
有
之
は
、
急
度
可
被

ま
た
不
死
内
二
捨
二
様
二
粗
相

ま
た
不
死
内
二
捨
二
様
二
粗
相

寺
尾
村
之
者
、
右
三
人
之
者

仰
付
候
、
密
々
左
様
成
儀
有

聞
候
、
右
之
外
、
不
届
之
族
有

聞
候
、
右
之
不
届
之
白
癩
有
之

共
捨
馬
之
儀
二
二
、
穿
馨
之

寡
言
ハ
・
、
訴
人
に
出
へ
し
、

之
に
お
み
て
ハ
急
度
可
被
仰
付

ハ
急
度
可
被
仰
付
候
、
描
く
二

内
、
今
日
評
定
所
よ
り
牢

同
類
た
り
と
い
ふ
と
も
、
其
科

候
、
蜜
く
二
而
ケ
様
成
儀
有
之

而
ケ
様
成
儀
有
之
二
者
訴
人
二

舎
、

を
ゆ
る
し
、
御
褒
美
可
被
下
者

候
ハ
・
訴
人
に
出
へ
し
、
同
類

出
へ
し
、
同
類
た
り
と
い
ふ
土
ハ

右
脚
三
人
者
、
同
卯
四
月
十
日

也
、

た
り
と
い
ふ
と
も
、
其
科
を
ゆ

其
科
を
ゆ
る
し
、
御
盛
美
可
被

三
宅
嶋
え
流
罪
、

貞
享
四
唱
言
正
月
日

る
し
御
ほ
う
ひ
可
三
下
候
、
以

下
候
、
以
上

六
七
三
　
貞
享
四
年
卯
三
月
廿
一
日

四
八
○
　
口
上
之
覧

上
、

精
血
趣
今
度
被
仰
言
玉
条
、
京
都

壼
犀
角
右
衛
門
　
是
ハ
小
石
川
御

今
度
書
付
出
叩
上
ハ
、
身
盟
か

正
月

町
中
へ
如
例
可
令
触
知
者
也

殿
番
小
泉
市
兵
衛
下
人
、
此

ろ
き
も
の
ハ
、
は
こ
く
み
か
ね

右
は
正
月
廿
八
日
御
触
、
町
中
連

今
度
書
付
出
営
上
者
、
身
請
か
ろ

者
當
月
十
六
日
之
晩
致
欠
落

可
動
設
問
、
町
人
ハ
町
奉
行
、

判
、

き
者
ハ
は
こ
く
ミ
か
ね
可
申
候

三
一
二
　
二
月
七
日
　
生
類
は
こ

候
、
閣
議
田
儀
有
之
候
二

地
方
ハ
御
代
官
、
道
中
筋
一
高

口
上
之
覚

間
、
町
人
ハ
町
奉
行
、
地
方
ハ
御

く
み
兼
候
者
者
事
由
出

付
、
篭
舎
可
申
付
旨
、
秋
元

木
伊
勢
守
、
給
所
は
地
頭
え
訴

今
度
書
付
出
候
上
ハ
、
身
躰
か
ろ

代
官
、
道
中
筋
ハ
高
木
伊
勢
守
、

之
事
（
略
）

但
馬
守
殿
被
十
二
、
右
小
泉

可
隠
者
也
、

き
も
の
、
は
こ
く
み
か
ね
可
申
候

給
所
方
ハ
地
頭
へ
可
型
幅
、
以
上

市
兵
衛
傍
輩
間
野
庄
左
衛

卯
正
月
日

は
、
町
人
ハ
町
奉
行
、
地
方
ハ
御

貞
享
四
年
卯
二
月
四
日

門
、
石
原
六
郎
左
衛
門
、
山

三
九
三
　
一
失
犬
之
儀
御
鰯

代
官
、
道
中
筋
之
者
ハ
高
木
伊
勢

上
京
町
代

本
平
三
郎
、
田
中
金
兵
衛
、

町
内
に
在
学
犬
を
相
改
、
毛
付

守
、
給
所
は
地
頭
江
訴
可
申
候
、

小
室
藤
七
召
連
來
ル
付
、
篭

な
と
い
た
し
、
若
他
所
え
ま
い

以
上
、

舎
、

り
候
ヘ
ハ
難
儀
か
り
、
方
々
相

正
月

右
之
角
右
衛
門
儀
、
犬
喰
合
候

尋
候
由
相
聞
候
、
不
相
見
候

七
一
四

虜
を
脇
指
を
抜
、
追
懸
可
申
と

ハ
・
、
達
て
尋
候
に
不
及
候
、

覚

い
た
し
、
犬
を
切
申
候
、
其
上

又
主
な
し
の
犬
ハ
何
方
よ
り
町

町
内
二
有
之
犬
を
相
田
、
毛
付
な

致
欠
落
候
、
依
之
同
卯
四
月
十

内
に
参
候
共
、
無
二
其
分
に
い

と
い
た
し
、
若
他
所
江
参
候
得
は

日
八
丈
嶋
え
流
罪
、

た
し
、
差
置
可
申
候
也
、

難
儀
か
り
、
方
く
相
尋
候
由
相
聞

六
七
四
同
四
年
卯
三
月
廿
八
日

卯
二
月
日
　
（
武
家
厳
制
録
）

候
、
不
相
見
候
ハ
・
達
而
相
尋
候

壼
人
奥
平
　
是
ハ
新
銀
町
利
左
衛
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羅
馬
蔵
置
中
市
え
進
物
之
儀
候

七
一
六

を
さ
や
土
ハ
抜
彿
候
ヘ
ハ
、
抜

已
上
、

覚

候
脇
差
當
り
候
由
申
候
、
辻

四
八
二
　
畳
　
爲
食
物
魚
鳥
生
置
以
て
商
責
仕

為
食
物
、
魚
鳥
い
け
置
候
而
売
買
仕
候
儀
、
堅
無
用
二
候
、

番
之
開
申
口
も
犬
七
八
疋
二
て
吠
懸
り
候
間
、
不
構
通
候

儀
、
向
後
堅
無
用
、
鶴
亀
同
前

鶏
（
ケ
）

様
二
と
申
候
、
脇
指
二
て
彿

事
、
　
卯
二
月
廿
七
日

に
わ
鳥
・
亀
同
前
工
事
、
．
一
．
耳
廿
七
日

候
由
申
候
、
辻
番
之
儀
も
犬
吠
懸
り
候
ハ
・
、
早
速
罷

受
壷
御
書
付
出
候
上
は
、
自
今
以
後
、
爲
食
物
生
鳥
生
魚
か
た

如
此
御
書
付
出
候
上
ハ
、
自
今
以
後
、
為
食
物
い
け
魚
い
け
鳥

出
、
追
散
シ
可
申
儀
を
、
左
も
無
之
段
不
届
二
付
、
辻
番

く
自
費
仕
重
罪
候
、
但
爲
慰
飼

商
売
（
ケ
）

忠
右
衛
門
二
も
手
鎖
を
懸
、

鳥
飼
魚
ハ
各
別
候
、
鶴
亀
貝
類
に
至
便
、
爲
食
物
ハ
一
切
不
可

堅
売
買
仕
間
敷
候
、
但
為
慰
飼
鳥
爵
魚
ハ
各
別
也
、
鶏
亀
貝
類

所
流
者
二
預
ケ
遣
、
此
者
儀
右
不
届
二
付
、
揚
り
屋
二

飼
置
候
、
此
旨
於
相
背
は
、
可

二
い
た
る
迄
、
為
食
物
一
切
不

入
、

爲
曲
事
者
也
、

可
飼
置
、
此
旨
於
相
背
ハ
可
為

右
之
者
、
論
議
之
上
、
怪
我
二

四
八
三
　
畳

曲
事
者
也
、

候
間
、
免
シ
可
遣
旨
、
御
老
中

一
生
面
之
類
飼
置
候
儀
可
爲
無
用

卯
二
月

被
仰
渡
候
間
、
同
卯
⊥
ハ
月
四
日

候
、
但
鷲
あ
ひ
る
の
類
其
外
唐

右
は
二
月
廿
七
日
御
触
、
町
中

赦
免
、

鳥
之
類
野
山
に
住
さ
る
鳥
ハ
、

連
判
、

（
四
月
十
四
日
）

六
七
五
同
四
年
卯
四
月
＋
一
目

放
候
て
も
餌
に
か
つ
え
可
申
得

七
一
七

三
一
八
　
同
日
　
上
馬
捨
候
爵
有

壼
人
権
兵
衛
　
是
は
川
町
八
左
衛

間
、
先
其
分
二
て
指
置
可
申

覚

之
、
御
仕
置
申
付
百
事

門
店
三
郎
兵
門
弟
子
二
て
一

候
、
玉
子
う
み
候
内
ハ
、
能
飼

昨
日
御
触
二
付
、
只
今
迄
飼
置

（
略
）

所
罷
金
売
者
、
此
者
儀
、
今

そ
た
て
、
連
々
所
望
之
方
へ
可

候
鳥
、
俄
二
し
め
殺
申
者
可
有

（
四
月
十
四
日
）

日
干
ツ
半
時
分
町
内
二
て
脇

遣
事
、

之
候
、
二
食
卜
い
け
置
候
魚

三
一
九
　
同
日
　
捨
子
之
事
、
井

指
を
抜
、
犬
を
切
付
候
由
二

一
崩
し
め
こ
ろ
し
費
買
可
爲
無
用

鳥
、
俄
二
殺
候
儀
無
用
二
仕
へ

生
類
あ
は
れ
み
の
事

て
、
神
田
鍋
豊
山
者
共
捕
、

事
、

し
、
若
し
め
殺
候
も
の
有
之
候

四
ヶ
條
（
略
）

召
連
來
ル
付
、
遂
愈
議
候

一
亀
尊
志
候
儀
一
切
無
用
之
事
、

ハ
・
曲
事
二
可
被
仰
付
候
、
井

威
、
此
者
罷
工
ハ
、
師
匠
三

一
い
け
す
の
魚
飼
置
費
買
無
用

い
け
鳥
い
け
洲
二
而
無
之
候

郎
兵
衛
昨
日
相
果
、
妻
子
今

事
、

共
、
貝
類
其
外
鯉
鮒
海
老
な
と

日
谷
中
感
碁
子
地
内
妙
行
寺

〔
堅
、
閣
甲
本
外
七
本
に
擦

の
い
き
た
る
を
商
売
不
罷
成
候

え
参
詣
仕
候
二
付
、
供
仕
罷

右
之
趣
、
團
四
相
守
、
於
令
違
て
補
ふ
〕

間
、
右
之
通
町
中
不
残
可
被
相
触
候
、
以
上

越
、
神
田
鍋
町
罷
錦
候
節
、
犬
三
疋
三
郎
兵
衛
女
房
之
乗

背
は
、
可
爲
曲
事
者
也
、

卯
二
月
廿
八
日

物
昇
候
六
尺
二
厳
敷
吠
懸
り

卯
三
月
廿
六
日

右
之
通
、
二
月
廿
八
日
町
く
江

石
間
、
無
是
非
脇
指
を
抜
彿

四
八
四
　
畳

奈
良
屋
6
手
代
相
廻
シ
被
申

候
ヘ
ハ
、
犬
之
耳
え
少
當
り

生
類
あ
ハ
れ
み
の
儀
に
付
、
最

渡
、
尤
帳
面
持
参
、
右
之
趣
槌

疵
付
候
由
申
之
候
、
仕
形
も

前
以
書
付
被
　
仰
出
候
虞
、
今

二
承
届
候
段
、
月
行
事
名
主
判

可
有
之
荷
崩
、
切
付
候
段
不

度
武
州
寺
尾
村
同
國
代
場
村
之

形
被
取
候
、

届
二
付
、
揚
り
屋
二
入
、
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二
二

者
病
戸
〆
之
、
不
届
之
至
候
、

七
「
八

右
之
者
、
同
書
六
月
廿
六
日
日

死
罪
に
も
血
管
　
仰
付
候
え

覚

本
橋
よ
り
拾
里
近
邊
追
放
、

共
、
此
度
竿
先
命
御
た
す
け
、

一
生
鳥
類
飼
置
候
儀
可
為
無
用
、

六
九
七
　
貞
享
四
年
卯
四
月
廿
八
日

流
罪
被
　
仰
付
候
、
向
後
於
相

但
に
わ
鳥
あ
ひ
る
の
た
く
ひ
、

半
右
衛
門
　
　
是
ハ
三
田

背
は
、
急
度
曲
事
可
被
　
仰
付

其
外
唐
鳥
の
類
、
野
山
に
す
ま

三
人
　
徳
兵
衛
　
　
町
四
丁
目

候
條
、
御
料
は
御
代
官
、
私
領

さ
る
鳥
ハ
、
放
候
て
も
餌
に
か

勘
兵
衛
　
吉
兵
衛
下

は
地
頭
よ
り
前
方
被
　
仰
出
候

つ
へ
可
申
候
間
、
先
其
分
ハ
養

人
、
五
月
廿
五
日
芝
田
町
四

趣
彌
堅
相
守
候
様
、
念
入
可
申

置
可
申
候
、
た
ま
こ
う
み
候
内

丁
目
久
兵
衛
屋
敷
よ
り
米
拾

付
者
也
、

ハ
能
飼
そ
た
て
、
夫
く
所
望
之

四
俵
代
八
車
目
積
、
引
通
候

卯
四
月
日

方
江
可
遣
事
、

二
二
、
右
久
兵
衛
屋
敷
之
米

四
八
五
　
畳

一
鶏
ハ
そ
ん
さ
か
し
候
分
ハ
売
買

二
主
な
し
子
犬
壼
疋
車
を
引

一
冊
子
有
之
候
ハ
・
、
早
速
不
及

無
用
之
事
、

懸
、
敷
殺
候
由
に
て
、
右
三

届
、
其
所
溢
者
い
た
ハ
り
置
、

一
亀
飼
置
候
儀
↓
切
無
用
之
事
、

人
之
者
共
を
召
連
來
ル
付
、

直
二
養
候
か
、
又
ハ
望
之
者
有

一
い
け
す
の
魚
仕
置
売
買
無
用
之

穿
馨
候
庭
、
外
二
右
之
段
見

主
翼
ハ
・
、
可
遣
候
、
急
度
不

事
、

申
候
者
も
無
之
間
、
主
人
二

及
付
届
候
事
、

右
之
趣
堅
相
守
可
申
、
於
令
違

預
ケ
置
、
山
城
守
殿
え
窺
候

一
鳥
類
畜
類
人
の
疵
付
候
檬
成

背
ハ
可
為
曲
事
者
也
、

虚
、
牢
舎
申
付
候
様
二
被
仰

ハ
、
唯
今
迄
之
通
可
相
届
候
、

卯
三
月

渡
、
今
日
召
寄
、
牢
舎
、

其
外
友
く
ひ
又
ハ
お
の
れ
と
痛

右
は
卯
三
月
御
触
、

右
之
内
　
徳
兵
衛
儀
ハ
同
卯
六

煩
候
計
に
て
ハ
不
及
届
候
、
随

七
一
九

月
十
日
病
死
、

分
致
養
育
、
主
有
之
候
ハ
・
、

覚

半
右
衛
門
、
勘
兵
衛
儀
ハ
同
卯

返
可
申
事
、

一
捨
子
有
之
候
ハ
・
早
速
不
及

六
月
廿
四
日
赦
免
、

　
無
主
犬
頃
日
ハ
食
物
給
さ
せ
不

届
、
其
所
之
者
い
た
わ
り
置
、

六
七
六
同
四
年
卯
五
月
卜
．
百

申
候
檬
に
相
聞
候
、
畢
寛
食
物

直
二
養
候
欺
、
又
ハ
望
之
者
有

詫
人
角
左
衛
門
　
是
ハ
岡
部
隠
岐

給
さ
せ
候
え
ハ
、
其
人
之
犬
之

之
候
ハ
・
可
遣
候
、
急
度
不
及

守
六
尺
、
業
者
當
五
月
十
一

様
に
二
成
、
以
後
迄
六
ケ
敷
事

付
届
事

日
西
窪
二
て
犬
を
切
殺
シ
候

と
存
、
い
た
ハ
り
不
申
と
相

一
鳥
類
畜
類
、
人
之
疵
付
候
様
成

付
、
仙
石
越
前
守
、
畠
山
民

聞
、
不
届
候
、
向
後
左
様
無
之

儀
ハ
、
只
今
迄
之
通
可
相
届

部
太
輔
、
本
多
半
之
允
、
能

様
諸
相
心
得
事
、

候
、
其
外
と
も
く
い
、
又
ハ
お

勢
十
次
郎
、
遠
山
庄
次
郎
相

一
幅
罷
工
犬
死
候
え
ハ
、
支
配
方

の
れ
と
痛
煩
候
斗
二
而
ハ
不
及

組
辻
番
人
員
候
二
丁
、
稲
垣

え
届
母
様
相
聞
候
、
於
無
別
條

届
、
随
分
致
養
育
、
主
有
之
候

安
藝
守
殿
致
愈
議
、
牢
舎
申

は
、
向
後
ケ
様
之
届
無
用
事
、

ハ
・
返
可
申
事
、

付
へ
き
旨
被
仰
渡
、
越
前
守

一
犬
計
に
不
発
、
惣
て
生
類
人
々

一
無
主
犬
、
頃
日
ハ
食
物
給
さ
せ

家
來
加
納
新
五
兵
衛
、
原
彦

慈
悲
の
心
を
本
と
い
た
し
、
あ

不
申
候
様
二
相
聞
候
、
畢
寛
食

左
衛
門
召
連
來
ル
付
、
篭

ハ
れ
ミ
候
儀
肝
要
事
、

物
給
さ
せ
候
得
は
、
其
人
之
犬

舎
、

以
上

之
様
二
罷
成
、
以
後
迄
も
六
ケ

右
之
者
、
同
卯
十
月
廿
日
牢
死
、

卯
2
9
月
口

六
九
八
同
四
年
卯
五
月
卜
九
目
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四
八
六
　
口
上
之
畳

二
（
ケ
キ
）

六
三
三
　
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書

市
右
衛
門
　
是
ハ
青
物
町

↓
於
町
中
所
々
、
大
八
車
井
牛
車

敷
事
と
存
、
い
た
わ
り
不
申
候

覚

市
左
衛
門
店
之
者
、

に
て
も
、
度
々
犬
な
と
引
損

と
相
聞
不
届
二
候
、
向
後
左
様

（
マ
マ
）

三
人
　
伊
左
衛
門
　
是
ハ
南
茅
場

候
、
鹿
野
成
い
た
し
か
た
依
不

二
無
之
様
二
可
相
心
得
事
、

一
拾
子
有
之
候
ハ
・
早
速
不
及

町
三
右
衛
門
店
之
者
、

届
、
車
引
贋
者
段
々
御
仕
置
被

一
飼
置
候
犬
死
候
得
ハ
、
支
配
方

届
、
其
所
之
も
の
い
た
煎
り
置

清
八
郎
　
是
ハ
右
同
人

仰
横
田
、
自
今
以
後
左
様
無

江
届
候
様
二
相
聞
候
、
重
富
別

直
に
養
ひ
候
欺
、
又
ハ
望
之
者

店
之
者
、

之
、
宰
領
に
て
も
っ
け
、
車
引

条
ハ
、
向
後
左
様
之
届
無
用
二

有
之
候
ハ
・
可
遣
候
、
急
度
不

此
三
人
之
者
、
代
八
車
二
材

懸
不
申
様
に
い
た
す
へ
し
、
勿

可
仕
候
事
、

及
付
届
事

木
を
積
、
本
甲
町
三
丁
目
引

論
其
所
之
者
井
辻
番
人
随
分
念

一
犬
斗
に
か
き
ら
す
、
惣
而
生
類

一
鳥
類
畜
類
人
之
疵
付
候
様
成
瀬

通
候
節
、
町
内
勘
左
衛
門
と

入
心
付
、
あ
や
ま
ち
不
仕
様
に
い
た
す
へ
き
事
、

人
く
慈
悲
之
心
を
元
と
い
た
し
、
あ
わ
れ
み
候
儀
、
肝
要
候

掃
手
今
迄
之
昼
下
相
届
候
、
其
外
と
も
く
ひ
虚
日
を
の
れ
と
痛

申
者
之
畜
置
候
犬
之
子
居
申
考
方
、
材
木
を
取
落
、
犬
之

一
最
前
も
委
細
申
渡
候
え
共
、
今

事
、

煩
活
計
に
て
ハ
不
及
届
、
随
分

子
二
言
り
、
死
申
二
付
、
此

以
無
主
犬
参
候
て
も
、
食
事
給

以
上

致
養
育
主
有
之
候
ハ
・
返
可
申

三
人
呈
露
を
留
置
、
訴
來
ル

さ
せ
す
、
又
ハ
犬
其
外
生
類
と

卯
四
月

事

二
付
、
令
愈
議
候
虜
、
三
人

り
や
り
い
た
す
儀
も
今
程
は
不

右
之
通
被
仰
出
候
間
、
堅
可
相

一
無
主
犬
頃
日
者
食
物
給
さ
せ
不

之
者
申
候
ハ
、
材
木
を
積
直

仕
様
相
聞
候
、
生
類
憐
候
様
に

守
者
也
、

申
様
に
相
聞
候
、
畢
寛
食
物
給

し
候
と
て
、
取
落
シ
、
犬
之

と
被
　
仰
出
候
儀
を
心
得
違
有

卯
四
月
日

さ
せ
候
得
者
其
人
之
犬
の
や
う

子
山
肥
り
死
申
候
由
申
之
、

之
と
相
見
へ
候
、
何
事
に
付
候

右
は
四
月
十
一
日
御
触
、
町
中

に
熟
成
、
以
後
迄
六
ヶ
敷
事
と

鹿
末
之
仕
形
不
届
二
付
、
牢

て
も
、
生
類
あ
ハ
れ
み
の
志
を

連
判
、

存
い
た
は
り
不
申
と
相
聞
不
届

舎
、

肝
要
に
仕
、
諸
事
か
た
つ
ま
ら

七
二
〇

候
、
向
後
左
様
に
無
之
様
に
可

右
之
者
共
、
同
旨
六
月
廿
四
日

さ
る
様
に
心
得
可
申
候
已
上
、

覚

相
心
得
事

赦
免
、

卯
七
月
廿
日

一
生
類
あ
わ
れ
み
候
儀
二
付
、
最

一
幅
置
候
犬
死
候
得
者
支
配
方
涯

六
九
九
　
貞
享
四
年
卯
五
月
廿
四
日

四
八
七
　
豊

前
以
書
付
被
仰
出
候
所
、
今
度

測
候
様
に
相
聞
候
、
於
無
別
条

試
人
　
七
兵
衛
　
是
ハ
堀
江
町
三

山
行
導
者
生
類
疵
付
候
様
成
儀

武
州
寺
尾
村
同
国
丁
場
村
之

者
向
後
ヶ
様
之
届
無
用
朝
事

五
兵
衛
　
丁
目
伊
左
衛
門

於
有
之
ハ
、
辻
番
出
合
、
其
者

者
、
病
馬
捨
之
不
届
之
至
候
、

一
犬
計
に
不
限
惣
而
生
類
人
く
慈

店
之
者
、
今
日
七
ツ
半
時

之
住
所
下
描
、
人
指
添
つ
か
ハ

死
罪
に
も
可
被
仰
付
候
得
共
、

悲
幸
心
を
元
と
い
た
し
、
あ
ハ

過
、
此
者
共
武
人
代
八
車
二

し
、
重
て
御
目
付
衆
よ
り
被
相

今
度
ハ
先
命
御
た
す
け
、
流
罪

れ
ミ
候
儀
肝
要
候
事

大
豆
を
積
、
鐵
砲
洲
を
罷
通

蘭
語
於
有
之
は
、
可
申
遣
候
之

二
被
仰
付
候
、
向
後
於
相
背
ハ

卯
四
月
　
日

候
節
、
町
内
無
主
犬
之
子
壼

間
、
其
者
外
へ
不
罷
出
様
に
可

急
度
曲
事
二
可
被
仰
付
候
、
御

（
後
筆
）

疋
車
之
下
え
門
島
候
を
不
存

仕
置
候
由
申
つ
か
ハ
し
、
彼
者

料
ハ
御
代
官
私
領
ハ
領
主
地
頭

「
但
、
貞
享
四
年
」

引
山
間
、
犬
之
子
死
申
二

番
所
に
不
及
留
置
、
其
以
後
御

よ
り
、
前
方
被
仰
出
候
趣
、
弥

六
三
四
　
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書

付
、
所
之
者
共
召
連
來
候
、

目
付
衆
へ
可
相
届
候
、
不
及
申

堅
相
守
候
様
二
急
度
可
申
付
者

覚

鹿
末
之
仕
形
不
届
成
二
付
、

候
え
土
ハ
、
喧
嘩
口
論
は
唯
今
迄

也
、

生
類
あ
は
れ
ミ
の
儀
に
付
最
前
以

牢
舎
、

之
通
、
蔓
方
留
置
晶
相
届
候
已

四
月

書
付
被
吊
出
候
処
、
今
度
武
州
寺

黄
落
者
、
同
卯
六
月
廿
四
日
赦

上
、

右
之
趣
、
御
料
私
領
江
も
被
仰

尾
村
、
同
国
代
場
村
之
者
騒
々
捨

免

卯
九
月
三
日

出
候
間
、
町
方
二
も
此
旨
急
度

之
不
届
之
至
に
候
、
死
罪
に
も
可

七
日
目
同
四
年
卯
六
月
八
日

可
相
守
者
也
、

被
仰
付
落
得
共
、
此
度
者
先
命
御

吉
右
衛
門
　
是
ハ
鐵
砲
洲
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二
四

四
八
八
　
口
上
之
豊

卯
四
月

た
す
け
流
罪
被
仰
付
候
、
向
後
於

船
松
町
武
丁
目
勘
右
衛

何
方
に
よ
ら
す
、
生
類
人
の
疵

右
は
四
月
十
一
日
御
触
、
町
中

相
背
面
急
度
曲
事
可
掌
中
付
候
、

門
店
肩
骨
、

付
候
様
子
有
之
に
お
み
て
ハ
、

連
判
、

御
領
者
御
代
官
、
私
領
者
地
頭
よ

三
人
　
又
兵
衛
　
是
ハ
右
同
町
四

其
所
之
屋
敷
主
の
方
に
て
随
分

七
一
一
二

り
前
方
被
仰
出
前
趣
、
弥
堅
相
守

昇
兵
衛
店
之
者
、

自
画
馨
、
様
子
し
れ
可
申
手
筋

卯
四
月
甘
↓
日

候
様
二
念
を
入
可
申
付
者
也

十
兵
衛
　
是
ハ
右
同
町
船

も
候
ハ
・
、
可
相
国
候
、
一
圓

一
犬
猫
死
候
ハ
・
、
捨
候
儀
無
用

卯
四
月

大
工
町
四
郎
兵
衛
店
之

手
か
＼
り
も
無
之
候
ハ
・
、
先

二
仕
、
埋
可
申
旨
、
奈
良
屋
二

（
後
筆
）

者
、

か
た
つ
け
、
不
及
相
届
、
連
々

而
町
く
名
主
月
行
事
汀
被
申
渡

「
但
、
貞
享
四
年
」

右
三
人
之
者
、
昨
日
八
丁
堀

其
筋
し
れ
単
二
に
心
か
け
、
兎

候
、

六
四
一
　
　
　
北
野
天
満
宮
文
書

三
三
三
　
十
二
月
晦
日
　
弓
馬
致

よ
り
赤
坂
千
福
謡
え
車
材
木

角
捨
置
層
間
敷
候
、
程
過
し
れ

七
二
三

口
上
之
覚

候
者
有
之
、
御
仕
置
之

を
積
、
昨
七
ツ
半
時
稲
葉
右

候
と
も
、
可
申
出
之
、
外
へ

覚

一
極
馬
不
仕
候
遠
目
被
仰
出
候
へ

事
書
付
武
通
（
略
）

京
亮
辻
番
之
近
所
罷
通
候

か
＼
り
候
儀
に
て
、
手
前
之
愈

一
町
中
二
而
い
き
た
る
い
も
り
、

と
も
、
相
背
者
有
之
、
最
前
遠

節
、
犬
之
子
車
に
て
引
殺
候

議
に
及
か
た
く
候
ハ
・
、
可
申

又
ハ
黒
焼
に
い
た
し
、
商
売
仕

島
伝
仰
掃
溜
く
御
仕
置
之
処
、

二
言
、
辻
番
人
出
合
、
留
置

出
、
生
類
疵
付
い
ま
た
い
き
候

候
よ
し
相
聞
候
、
向
後
堅
無
用

丁
今
西
霞
四
王
有
之
、
不
届
至

之
、
御
目
付
能
勢
惣
十
郎
方

て
有
之
候
ハ
・
、
其
所
之
屋
敷

た
る
へ
く
候
、
若
上
背
商
売
仕

極
に
候
得
共
、
御
慈
悲
を
以
今

え
被
相
達
、
稲
葉
安
藝
守
殿

遠
近
に
よ
ら
す
、
見
出
し
候
方

候
者
ハ
御
捕
被
成
、
急
度
曲
事

度
も
右
同
罪
被
仰
付
候
、
御
領

御
断
二
て
、
左
京
亮
家
來
種

へ
早
速
引
取
、
可
致
養
育
候
、

二
可
被
仰
付
候
間
、
此
旨
町
中

私
領
共
二
急
度
申
付
、
畢
寛
生

田
庄
左
衛
門
召
連
來
ル
付
、

と
か
く
介
抱
之
儀
延
引
不
罷
成

家
持
ハ
不
及
申
裏
く
迄
可
被
相

類
あ
は
れ
ミ
候
之
所
専
一
二
可

牢
舎
、

様
可
相
心
得
候
、
其
外
痛
又
ハ

触
候
、
已
上
、

仕
候
、
此
已
後
捨
馬
い
た
し
候

右
之
者
共
、
倉
議
之
上
、
怪
我

煩
有
之
夏
山
・
、
是
又
同
前
に

四
月
廿
三
日

単
二
わ
け
二
よ
り
御
代
官
地
頭

之
儀
二
等
間
、
今
日
免
シ
可
遣

早
々
引
取
、
随
分
い
た
ハ
り
可

町
年
寄
三
人

可
為
越
度
候
、
以
上

旨
、
御
老
中
被
早
渡
候
付
、
同

申
候
、
放
し
遣
候
て
も
不
苦
程

七
二
五

（
貞
享
四
年
目

卯
六
月
廿
四
日
赦
免
、
家
主
共

に
候
ハ
・
、
よ
き
場
所
へ
は
な

覚

十
二
月
日

二
君
シ
遣
ス
、

し
可
申
候
、
乍
去
快
髄
二
て

↓
於
町
中
所
く
、
大
八
車
井
牛
車
右
潮
通
今
度
着
姿
付
三
条
、
異
例

七
二
九
貞
享
四
年
卯
六
月
＋
日

も
、
外
へ
参
候
事
不
罷
成
候

に
て
度
く
犬
な
と
引
損
シ
候
、

可
令
触
知
者
也

武
人
　
喜
兵
衛
　
是
ハ
淺
草
駒

ハ
・
、
警
守
や
し
な
ひ
置
可
申

鹿
末
成
い
た
し
か
た
不
届
に
よ

六
四
二
　
　
　
　
　
妙
心
寺
文
書

三
郎
兵
衛
　
形
町
彦
左
衛

候
已
上
、

つ
て
、
車
引
候
者
、
段
く
御
仕

覚

門
召
仕
、
此
者
共
代
八
車
二

卯
十
一
月
十
五
日

置
被
仰
付
候
、
自
今
以
後
、
左

雌
馬
之
儀
付
導
く
被
仰
出
処
、
頃

味
噌
を
積
、
麻
生
町
七
郎
兵

四
八
九
　
畳

様
二
無
之
様
二
宰
領
二
而
も

日
も
羅
馬
仕
適
者
有
之
候
、
急
度

衛
え
遣
候
付
、
宇
田
川
町
を

捨
馬
之
瘤
付
、
段
々
被
　
仰
出

付
、
車
引
懸
不
申
様
可
致
、
勿

御
仕
置
可
被
仰
付
候
里
謡
、
先
此

牽
通
坪
庭
、
吉
兵
衛
店
六
兵

候
庭
、
頃
日
も
す
て
馬
仕
候
も

論
其
所
之
者
井
辻
番
人
随
分
念

度
も
流
罪
被
仰
付
落
、
向
後
捨
馬

衛
措
置
候
驚
を
車
二
て
引
殺

の
有
之
候
、
急
度
御
仕
置
可
被

を
入
心
付
、
あ
や
ま
ち
不
仕
様

仕
置
者
於
有
之
者
可
耳
擦
重
科
者

候
由
二
て
、
右
爾
人
之
者
共

仰
付
候
え
共
、
先
此
度
も
流

二
い
た
す
へ
き
事
、

也

を
召
連
、
驚
主
訴
來
ル
付
、

罪
被
　
仰
影
壁
、
向
後
捨
馬
仕

一
最
前
も
委
細
申
渡
候
得
共
、
今

（
貞
享
四
年
目

遂
愈
議
候
威
、
鹿
末
仕
形
二

候
も
の
於
有
之
は
、
可
被
行
重

以
無
主
犬
参
候
而
も
食
事
も
給

十
二
月
日

て
引
殺
多
段
不
届
成
故
、
牢

科
者
也
、

さ
せ
す
、
又
ハ
犬
其
外
生
類
取

舎
、

卯
十
二
月
日

や
り
い
た
す
儀
も
、
今
程
ハ
不

右
爾
人
工
者
、
同
月
廿
四
日
赦
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四
九
〇
　
口
上
之
畳

仕
様
二
相
聞
江
候
、
生
類
あ
わ

免
、

捨
馬
不
四
号
様
被
　
仰
出
候
え

れ
み
候
様
被
仰
出
候
儀
を
心
得

七
〇
一
同
四
年
卯
六
月
＋
三
日

共
、
相
背
子
有
之
て
、
最
前
遠

違
有
之
と
相
見
江
候
、
何
事
に

六
右
衛
門
　
是
ハ
松
平
出

嶋
被
　
仰
付
、
段
々
御
仕
置
之

付
而
も
、
生
類
あ
わ
れ
み
の
志

七
兵
衛
　
羽
守
中
間
、

庭
、
今
以
右
之
族
有
之
、
重
々

を
肝
要
に
仕
、
諸
事
か
た
つ
ま

五
人
　
吉
兵
衛
　
三
十
間
堀
四

不
届
至
極
候
え
共
、
御
慈
悲
を

ら
さ
る
様
に
心
得
可
申
候
、
以

三
　
　
助
　
丁
目
や
ね
屋

以
此
度
も
右
同
罪
被
　
仰
付

上
、

市
兵
衛
　
九
郎
右
衛
門

候
、
御
料
私
領
共
に
急
度
申
付

七
月
日

方
よ
り
代
八
車
二
材
木
を
積
、

之
、
畢
寛
生
類
あ
ハ
れ
み
候
所

右
之
通
、
今
日
御
番
所
二
而
被

引
通
馬
節
、
無
主
犬
之
子
壼
疋

専
一
に
可
仕
候
、
此
已
後
致
捨

仰
渡
候
間
、
町
中
家
持
ハ
不
及

車
戸
て
畳
敷
候
哉
、
見
届
不
申

馬
候
ハ
・
、
品
わ
け
に
よ
り
御

申
借
屋
店
か
り
地
か
り
召
仕
等

候
、
喝
聲
承
驚
、
車
を
留
、
犬

井
所
く
辻
番
二
為
申
聞
、
堅
相
守
可
申
候
、
若
相
二
者
於
在
之

二
水
な
と
給
さ
せ
候
へ
共
、
間
も
な
く
死
申
候
由
、
此
者
共
も

十
．
一
月
日

ハ
急
度
可
被
仰
付
候
間
、
此
旨

申
候
二
見
、
揚
り
屋
二
入
、

二
五
一
一
五
　
貞
享
四
卯
年
十
二
月

可
被
相
心
得
候
、
以
上
、

右
五
人
之
者
共
、
内
議
之
上
、

（一

j

七
月
十
九
日

怪
我
武
儀
二
候
間
、
免
シ
可
遣

中
華
何
郡
何
村
用
心
鐵
炮

町
年
寄
三
人

旨
、
御
老
中
仰
渡
二
二
付
、
卯

右
、
拙
者
領
分
何
村
は
、
所
か

七
二
六

六
月
四
日
松
平
出
羽
守
家
來
岡

ら
物
窓
御
座
候
踏
付
、
百
姓
難

口
上
二
而
名
主
月
行

野
市
右
衛
門
渡
シ
遣
ス
、

儀
産
卵
、
就
夫
、
爲
用
心
、
鐡

事
江
申
渡
之
覚

七
二
〇
　
貞
享
四
年
卯
六
月
廿
三
目

炮
何
挺
、
百
姓
預
ケ
置
申
度
旨

一
生
類
憐
之
儀
被
仰
出
候
得
ハ
悪

業
人
文
四
郎
　
是
ハ
宇
田
川
町
次

奉
書
候
虜
、
願
之
通
被
　
仰
付

敷
心
得
、
互
二
生
類
取
や
り
仕
候

左
衛
門
店
撰
者
、
今
日
伊
奈

候
、
此
鐡
炮
を
以
盗
賊
人
に
ご

儀
も
不
自
由
成
様
二
仕
候
、
惣
而

半
十
郎
御
代
官
所
神
奈
川
領

と
よ
せ
、
意
趣
遺
恨
有
之
物
杯

そ
く
才
な
る
犬
来
候
得
ハ
、
食
物

下
こ
も
岡
村
六
左
衛
門
と
申

打
殺
申
言
か
、
其
外
に
も
悪
事

も
た
へ
さ
せ
、
煩
候
犬
な
と
来
候

百
性
之
伜
七
兵
衛
と
申
者
、

仕
出
し
候
に
お
み
て
ハ
、
本
人

得
ハ
、
聯
爾
二
食
物
な
と
た
へ
さ

小
傳
馬
高
津
駄
賃
二
参
、
町

ハ
不
及
申
、
名
主
、
五
人
組
迄

せ
不
申
様
二
仕
候
、
此
段
何
れ
も

人
髄
之
者
を
蹄
り
馬
二
來

可
爲
曲
事
旨
急
度
申
付
置
候
、

心
得
違
二
而
候
、
上
よ
り
被
仰
出

せ
、
八
ツ
時
芝
久
右
衛
門
町

且
又
右
之
鐡
炮
に
て
殺
生
一
切

候
ハ
、
人
く
仁
心
も
出
来
候
様
二

武
丁
目
又
候
虜
、
酒
二
給

仕
間
敷
候
、
此
鐡
炮
之
儀
、
他

と
被
思
召
候
而
之
儀
二
候
所
二
、

酔
、
馬
二
行
當
り
、
脇
指
を

人
目
不
及
申
、
縦
親
子
兄
弟
二

う
わ
へ
斗
守
候
様
二
二
候
而
、
内

抜
、
七
兵
衛
脚
壼
ケ
所
切

て
御
座
候
と
も
、
鐡
炮
預
り
主

心
に
憐
慰
之
志
う
す
き
仕
形
二
而

付
、
馬
之
さ
ん
と
骨
よ
り
尾

量
地
余
人
え
借
シ
申
儀
、
曾
以

不
届
二
候
、
た
ま
く
生
類
あ
わ

筒
え
懸
ヶ
切
付
候
付
、
月
行

器
皿
台
南
堅
申
付
候
、
右
之
趣

れ
み
候
者
も
有
之
候
得
ハ
、
却
而

持
出
合
、
双
方
留
置
、
訴
來

相
帯
申
候
は
、
何
様
之
曲
事
二

末
く
（
ケ
）

り
植
付
、
楡
使
遣
、
召
寄
、

も
隠
隠
　
仰
付
旨
、
名
主
、
五
人
組
、
需
給
預
り
主
方
よ
り
手

出
来
し
た
て
仕
、
す
へ
く
町
所
之
や
つ
か
い
に
い
た
す
へ
き
な

獄
則
議
響
岩
、
酒
に
給
酔
、
脇
指
を
諸
候
迄
ハ
畳
申
候
え
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ノ＼

形
取
置
申
候
、
爲
其
如
此
御
座

と
、
申
輩
も
有
之
候
様
二
相
聞

共
、
七
兵
衛
駅
馬
切
候
義
會

候
以
上
、

候
、
度
く
申
渡
候
趣
を
相
守
、
人

て
畳
字
申
候
、
此
者
も
す
ね

（
二
）

く
よ
り
慈
悲
之
志
の
お
こ
り
候
様

壼
ケ
所
少
疵
付
候
へ
共
、
此

申
立
何
郡
何
村
　
月
き
り
鐡
炮

に
仕
へ
し
、

義
も
畳
不
同
候
由
申
候
、
馬

右
、
拙
者
領
分
之
内
、
鹿
猪
多

右
之
趣
急
度
可
相
守
之
、
若
相

方
七
兵
衛
儀
ハ
丸
腰
之
儀
二

出
、
作
毛
荒
し
、
百
姓
迷
惑
仕

背
輩
於
有
之
は
町
所
之
者
可
訴

候
ヘ
ハ
、
此
者
を
切
付
可
申

候
、
雲
立
、
玉
込
不
申
候
鐡
炮

之
、
隠
置
脇
よ
り
於
相
知
ハ
、

様
無
之
、
然
は
酒
狂
二
て
仕

に
て
お
と
し
申
度
存
、
鐵
炮
何

名
主
月
行
事
迄
可
為
不
届
候
以

実
習
無
税
、
不
届
二
付
、
上

挺
何
月
よ
り
四
月
迄
、
百
姓
二

上
、

り
屋
肝
入
、

預
ケ
申
度
分
書
願
候
庭
、
願
之

卯
十
月

右
書
文
四
郎
、
相
手
手
前
井
馬

通
男
　
仰
付
勢
、
若
右
之
鐡
炮

右
之
趣
、
今
朝
安
房
守
様
御
番
所

之
疵
も
愈
候
由
二
て
、
双
方
訴

二
玉
を
込
、
悪
事
仕
出
し
申
候

二
而
被
仰
渡
、
則
御
書
付
被
下
置

訟
申
二
付
、
御
老
中
え
相
伺
、

か
、
又
は
殺
生
杯
仕
候
は
、
本
候
、

卯
七
月
十
六
日
赦
免
、

人
山
不
及
申
、
名
主
、
五
人
組

貞
享
四
年
卯
十
月
十
一
日

七
二
六
　
貞
享
四
年
卯
六
月
廿
六
日

迄
可
算
曲
事
旨
急
度
申
付
置
七
一
一
＝

番
人
山
本
兵
助
　
是
ハ
秋
田
淡
路

候
、
此
鐡
炮
之
儀
、
他
人
は
不

覚

守
家
來
、
此
者
傍
輩
只
越
甚

及
申
、
縦
親
子
兄
弟
に
て
御
座

一
捨
馬
之
儀
二
付
、
段
く
被
仰
出

太
夫
當
月
八
日
燕
を
吹
矢
二

候
と
も
、
鐡
炮
預
り
主
之
外
余

候
所
、
頃
日
も
捨
馬
仕
候
者
有

て
吹
候
節
、
指
加
り
候
、
生

諾
え
借
シ
難
儀
、
曾
以
仕
間
敷

之
候
、
急
度
御
仕
置
二
可
被
仰

類
憐
之
義
前
方
よ
り
度
々
被

段
堅
申
付
候
、
右
之
趣
相
背
申

は
（
キ
）

仰
出
世
、
殊
二
八
日
二
吹
由

候
は
、
何
様
之
曲
事
二
も
可
被
仰
付
旨
、
名
主
、
五
人
組
、
鐡

付
候
得
共
、
先
此
度
も
流
罪
二
被
仰
付
候
、
向
後
捨
馬
仕
候
者

重
々
不
届
付
、
甚
太
夫
父
子
は
死
罪
二
、
此
者
儀
ハ
命
を

炮
預
り
主
方
よ
り
手
形
取
置
申

於
有
之
ハ
、
可
被
行
重
科
者

助
、
八
丈
濯
え
流
罪
、

候
、
爲
其
其
此
御
座
候
以
上
、

也
、

右
之
兵
助
、
同
卯
十
二
月
廿
九

（
三
）

十
二
月
日

日
八
丈
嶋
え
流
罪
、

篇
章
何
郡
何
村
噺
鐡
炮

右
卯
十
二
月
十
二
日
御
触
、
町

七
〇
二
貞
享
四
年
卯
七
月
．
百

右
、
拙
者
領
分
鐵
炮
相
改
候

中
連
判
、

壼
人
三
助
　
是
ハ
桧
物
町
ト
南
大

所
、
何
村
は
山
方
二
て
畜
類
多

工
町
之
間
雨
町
之
廣
小
路
二

出
、
作
毛
荒
し
申
付
て
、
先
規

罷
季
候
者
、
此
者
昨
日
暮
六

よ
り
御
噺
申
上
、
お
と
し
の
た

ツ
過
、
桧
物
町
武
丁
目
長
右

め
鐡
炮
何
挺
百
姓
所
持
仕
候
、

衛
門
井
戸
之
樋
を
取
退
申
候

玉
込
不
申
候
鐡
炮
二
て
お
と
し

と
て
、
こ
ろ
び
候
て
落
シ
、

申
壁
高
候
、
若
畜
類
防
に
こ
と

無
主
犬
二
坐
り
候
て
、
當
座

よ
せ
、
悪
事
仕
出
し
申
候
か
、

二
死
申
言
由
、
所
之
者
と
も

又
は
、
殺
生
杯
仕
候
二
お
み
て

訴
権
ル
付
、
令
倉
議
候
庭
、

ハ
、
本
人
ハ
不
及
申
、
名
主
、

半
者
上
半
ハ
、
戸
樋
溝
除
二

五
人
組
謬
言
爲
曲
事
旨
急
度
申

有
之
、
無
用
心
二
存
、
其
身
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付
置
候
、
此
鐡
炮
之
儀
、
他
人

居
申
候
庭
え
運
候
節
、
け
つ

ハ
不
及
申
、
縦
親
子
兄
弟
二
て

ま
っ
き
こ
ろ
ひ
、
持
申
候
戸

御
座
候
土
鳩
、
鐡
炮
持
主
之
外
余

樋
を
心
な
ら
ず
投
申
候
庭
、

人
え
借
シ
申
儀
、
曾
以
仕
間
敷

犬
曳
直
り
死
候
、
怪
我
之
由

段
堅
申
付
候
、
右
之
趣
相
背
申

感
材
、
兼
て
大
切
二
可
仕
旨

候
は
、
何
様
之
曲
事
二
も
可
被

申
付
候
威
、
鹿
末
成
ル
仕
形

仰
付
旨
、
名
主
、
五
人
組
、
鐡

不
届
口
付
、
牢
舎
、

炮
持
主
よ
り
手
形
取
置
申
候
、

里
言
者
、
怪
我
二
て
戸
樋
取
落

爲
導
出
是
御
座
候
以
上
、

シ
候
由
申
二
付
、
同
月
六
日
赦

（
四
）

免
、

何
再
呈
郡
何
村
噺
鐡
炮

七
三
〇
貞
享
四
年
卯
七
月
三
日

右
、
拙
者
領
分
鐡
炮
相
改
候

壼
人
久
兵
衛
　
是
ハ
小
傳
馬
町
三

所
、
何
村
は
山
方
二
て
先
規
よ

丁
目
甚
右
衛
門
店
馬
持
長
左

り
御
玉
申
上
、
猟
師
鐡
炮
何
挺

衛
門
下
人
、
二
者
今
日
九
ツ

致
所
持
、
狩
仕
、
渡
世
を
迭
申

時
小
網
町
壼
丁
目
迄
駄
賃
馬

候
、
若
此
鐡
炮
二
て
狩
之
外
悪

を
牽
参
り
候
庭
二
、
下
船
町

事
仕
出
シ
申
候
二
お
み
て
ハ
、

出
て
善
兵
衛
と
申
者
之
鶏
蹴

本
人
ハ
不
及
申
、
名
主
、
五
人

合
候
庭
二
、
馬
を
引
懸
候

組
墨
譜
爲
曲
事
旨
急
度
申
付
置

故
、
鶏
を
踏
殺
候
由
に
て
、

候
、
右
之
鐡
炮
他
人
ハ
不
及

鳥
主
善
兵
衛
訴
來
ル
付
、
双

申
、
縦
親
子
兄
弟
二
て
御
座
候

方
召
出
シ
、
遂
余
議
候
庭
、

土
ハ
、
鐡
炮
持
主
之
外
余
人
え
借

右
之
段
無
紛
、
鹿
末
成
ル
仕

し
申
儀
、
無
目
仕
間
敷
段
堅
申

形
不
届
成
故
、
牢
舎
、

雲
脚
、
右
之
趣
相
背
申
候

右
余
者
、
御
老
中
え
相
伺
、
卯

ハ
・
、
何
様
之
曲
事
二
も
可
被

八
月
十
五
日
赦
免
、

仰
付
旨
、
名
主
、
五
人
組
、
鐡

七
〇
三
貞
享
四
年
卯
七
月
六
日

炮
持
主
方
よ
り
手
形
取
置
申

久
兵
衛
　
是
ハ
池
田
庄

μ
恢
、
　
再
星
雨
六
三
日
疋
伽
三
座
候
以
L
⊥
、

三
人
　
市
右
衛
門
　
左
衛
門
中
間
、

右
、
私
領
分
寺
杜
共
鐡
炮
相
改
候

八
兵
衛
此
者
共
地
車

所
、
右
書
瓦
之
通
り
、
何
ケ
村
は

二
て
薪
を
積
、
今
日
四
ツ
半

爲
用
心
墨
書
何
挺
、
何
ケ
村
ハ
畜

時
分
南
鍋
町
を
通
候
節
、
主

類
お
と
し
の
た
め
、
玉
込
不
申
候

な
し
犬
之
子
を
敷
殺
候
由
二

鐡
炮
何
挺
百
姓
所
持
仕
候
、
何
ケ
村
は
鐡
炮
何
挺
猟
師
所
持
仕
候
、

て
、
所
之
町
人
捕
召
連
來
候
間
、
細
謹
繋
候
庭
、
右
三
人

何
ケ
苗
圃
山
家
所
持
之
者
無
御
座
候
、
彌
自
今
以
後
、
無
漸
鐡
炮
所

之
中
間
申
候
ハ
、
主
人
入
用
之
薪
を
買
、
地
車
二
積
、
南

持
仕
引
敷
旨
堅
申
付
、
村
切
二
名

鍋
町
を
堤
通
怪
光
、
拙
者
共
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二
八

主
、
五
人
組
方
よ
り
手
形
取
置
申
候
、
爲
其
如
是
御
座
候
以
上
、
　
　
年
號
月
日
　
誰
購
L
　
　
　
　
　
宛
所
　
　
　
　
　
（
御
触
書
寛
保
集
成
）

犬
之
子
を
敷
殺
候
由
、
町
人
共
聲
を
懸
ケ
申
候
故
、
立
蹄
り
、
見
申
候
ヘ
ハ
、
犬
之
子
死
候
て
有
之
候
、
人
込
故
、
犬
之
子
居
候
を
會
て
見
付
不
申
候
、
主
人
庄
左
衛
門
申
付

候
も
、
路
次
等
あ
る
き
申
候

時
分
、
犬
な
と
二
少
も
當
り

申
間
敷
旨
厳
敷
申
付
候
慮
二
、
犬
之
子
を
見
付
不
申
、
不
斗
怪
我
二
て
敷
殺
、
迷
惑

仕
候
由
申
之
候
へ
土
ハ
、
麓
末
成
仕
形
不
届
二
丁
、
揚
り
屋

二
入
、

右
三
人
之
者
、
倉
議
之
上
、
怪
我
之
儀
二
候
間
、
免
可
遣
旨
、

御
老
中
被
仰
渡
候
間
、
同
卯
七

月
十
三
日
赦
免
、
池
田
庄
左
衛

門
家
來
松
原
治
部
右
衛
門
二
渡

シ
遣
ス
、

七
〇
四
　
貞
享
四
年
卯
七
月
十
九
日
　
　
　
庄
兵
衛
是
ハ
市
谷
田
町

四
人
　
勘
兵
衛
　
萱
丁
目
五
左
衛

市
兵
衛
門
召
仕
、
右
四
長
吉
人
之
者
昨
十
一

日
暮
時
分
代
八
車
二
壁
土
を

積
、
牛
込
御
堀
端
松
平
所
左

衛
門
屋
敷
前
を
引
通
り
過
候
慮
、
跡
よ
り
小
栗
五
太
夫
、
中
根
又
兵
衛
組
合
辻
番
之
者
犬
之
子
引
殺
二
間
、
相
待
候

’

様
二
と
申
二
付
、
驚
立
錦
、
見
候
ヘ
ハ
、
犬
之
子
死
有
之

候
、
何
方
よ
り
犬
之
子
出
、

車
二
被
敷
候
哉
不
見
付
、
怪
我
之
由
申
候
、
右
之
者
秋
元

但
馬
守
殿
致
倉
議
、
牢
舎
可
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犬
壼
疋
車
二
て
敷
殺
候
二

付
、
所
之
者
土
ハ
留
置
、
召
連

来
ル
付
、
遂
余
議
候
庭
、
雇

候
甚
左
衛
門
申
候
ハ
、
荷
物

輕
ク
有
之
候
問
、
長
兵
衛
儀

ハ
車
を
引
、
此
者
儀
ハ
宰
領

二
付
候
様
二
と
申
付
遣
候
由

申
之
、
長
兵
衛
儀
ハ
車
を
引

参
候
慮
、
手
こ
ゴ
へ
、
こ
ろ

ひ
候
故
、
車
脇
え
な
ぎ
れ
、

犬
之
子
に
當
り
、
敷
殺
候
由

申
之
、
此
者
儀
宰
領
二
申
付

遺
候
虜
、
碇
と
車
二
も
付
不

申
と
相
見
え
、
不
届
二
候
、

兼
て
念
ヲ
入
候
様
二
相
触
燭

候
庭
、
不
届
二
幅
、
長
兵
衛

儀
ハ
手
鎖
を
懸
、
家
主
二
預

ケ
遣
、
此
者
儀
ハ
牢
舎
、

右
之
者
、
車
引
手
こ
ゴ
へ
こ
ろ

ひ
候
故
、
車
脇
え
な
き
れ
、
子

犬
敷
殺
候
由
、
畢
意
怪
我
之
儀

二
候
間
、
免
可
遣
旨
、
阿
部
豊

後
守
殿
御
指
圖
二
付
、
同
月
廿

九
日
赦
免
、
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三
二

　
と
も
に
其
晶
出
通
、
是
又
巣
か

　
け
さ
せ
不
言
様
に
可
仕
候
、

一
御
朱
印
寺
杜
森
林
に
、
鳶
烏
巣

　
を
掛
候
卑
見
及
候
は
、
是
又
名

主
方
よ
り
右
之
段
申
通
、
巣
と

　
ら
せ
可
申
候
、
御
朱
印
在
之
寺

　
杜
え
は
、
右
申
鰯
候
わ
け
爲
申

　
聞
、
相
野
候
様
に
可
仕
候
、
右

　
は
從
公
儀
急
度
被
仰
渡
に

　
て
ハ
無
器
候
え
と
も
、
右
之
段

　
村
々
に
て
、
百
姓
井
召
仕
等
迄

相
守
候
様
に
可
申
付
候
、
乍
然

　
鳶
烏
鳶
取
候
に
こ
と
よ
せ
、
諸

鳥
之
巣
下
し
、
子
土
ハ
取
捨
候
儀

　
早
道
之
雪
間
、
其
段
入
念
、
鳶

　
烏
の
巣
之
外
一
切
と
ら
せ
申
問

　
敷
候
、

　
　
　
以
上

　
　
貞
享
五
年
戊
辰
二
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
（
武
家
厳
制
録
）

四
〇
〇
　
　
一
生
類
憐
出
御
燭
條
々

　
　
　
　
畳

一
二
て
被
　
仰
出
候
通
、
生
類
あ

　
わ
れ
み
の
志
彌
専
要
に
可
仕

　
候
、
今
度
被
　
仰
出
候
意
趣

　
ハ
、
猪
鹿
あ
れ
、
田
畑
を
損
さ

　
し
、
狼
ハ
人
馬
犬
等
を
も
そ
ん

　
さ
し
語
呂
、
あ
れ
候
時
計
、
鐡

　
炮
に
て
う
た
せ
候
檬
に
被
仰

　
出
面
、
然
虜
に
萬
一
存
た
か

　
ひ
、
生
類
あ
わ
れ
ミ
の
志
を
わ

　
す
れ
、
む
さ
と
打
候
者
在
之
候

　
は
、
急
度
曲
事
可
申
付
候
事
、

一
御
領
私
領
に
て
猪
鹿
あ
れ
、
田

　
畑
を
損
さ
し
、
或
ハ
狼
あ
れ
、

　
人
馬
官
等
損
さ
し
候
節
ハ
、

　
前
々
通
随
分
追
ち
ら
し
、
そ
れ

二
て
殺
生
一
切
仕
間
鋪
候
、
此
鉄

炮
之
儀
他
人
ハ
不
及
申
、
縦
親
子

兄
弟
二
輪
御
座
候
と
も
、
鉄
炮
預

主
ノ
外
余
人
江
借
申
儀
曽
以
仕
間

石
段
堅
申
付
候
、
右
筆
趣
相
背
申

二
者
何
様
之
曲
事
二
も
可
被
仰
付

旨
名
主
、
五
人
組
、
鉄
炮
預
り
主

方
よ
り
手
形
取
置
申
候
、
為
其
如

此
御
座
候
、
已
上

　
何
個
何
郡
何
村
　
月
き
り
鉄
炮

右
拙
者
領
分
之
内
端
猪
多
出
作
毛

荒
シ
百
姓
迷
惑
仕
候
、
就
夫
玉
込

不
義
候
鉄
炮
二
て
お
と
し
申
度

存
、
鉄
炮
何
薄
野
月
よ
り
何
月
迄

百
姓
山
霊
ケ
申
露
営
奉
願
候
処
、

願
感
通
被
仰
付
帯
、
若
右
之
鉄
炮

玉
込
悪
事
仕
出
シ
申
欺
、
又
ハ
殺

生
杯
仕
候
者
、
本
人
ハ
不
及
申
名

主
五
人
組
迄
可
為
曲
事
旨
急
度
申

付
置
候
、
此
鉄
炮
之
義
他
人
ハ
不

三
韓
、
親
子
兄
弟
二
て
御
座
候

共
、
鉄
炮
預
り
主
訴
外
余
入
江
借

シ
申
地
口
以
半
間
全
段
堅
申
付

候
、
右
ノ
野
相
背
幅
学
者
何
様
ノ

曲
事
に
も
可
宮
詣
付
上
名
主
、
五

人
組
、
鉄
炮
預
り
等
方
よ
り
手
形

取
置
申
候
、
為
百
骸
此
御
座
候
、

已
上

　
何
国
師
郡
何
村
　
　
　
断
鉄
炮

右
拙
者
領
分
鉄
炮
相
改
候
処
、
何

村
者
山
方
二
て
畜
類
多
出
作
毛
荒

シ
申
中
言
、
先
規
よ
り
御
断
申

上
、
お
と
し
の
た
あ
鉄
炮
何
挺
百

姓
所
持
仕
置
、
玉
込
具
申
候
鉄
炮

に
て
お
と
し
申
七
宮
候
、
若
畜
類

防
に
こ
と
よ
せ
悪
事
仕
出
シ
申

欺
、
又
者
殺
生
杯
仕
候
に
お
み
て

　
　
爾
人
に
て
森
川
宿
下
屋
敷
え

　
　
棒
端
今
月
、
須
田
町
武
丁
目

　
　
二
大
名
衆
御
通
被
成
候
二

　
　
付
、
懐
え
車
を
引
退
候
へ

　
　
ハ
、
子
犬
壼
歩
車
之
下
え
走

　
　
懸
り
候
二
付
、
車
を
留
可
申

　
　
と
存
候
へ
共
、
間
も
無
く
車

　
　
を
引
懸
、
犬
を
引
殺
シ
申

　
　
候
、
権
六
溝
口
右
之
段
為
知

　
　
二
屋
敷
え
参
、
其
儘
立
蹄
申

　
　
候
、
怪
我
之
儀
二
て
迷
惑
仕

　
　
候
由
申
候
へ
と
も
、
鹿
末
成

　
　
仕
形
不
届
二
子
、
牢
舎
、

　
右
下
人
達
者
、
怪
我
二
仕
候

　
故
、
令
赦
免
、
追
放
二
可
申
付

　
候
由
、
戸
田
山
城
守
殿
被
仰
渡

　
候
問
、
辰
二
月
八
日
出
牢
、

七
三
五
　
貞
享
五
年
辰
正
月
廿
日

武
人
　
與
四
兵
衛
　
是
ハ
増
上
寺

　
　
　
伊
右
衛
門
　
門
前
平
左
衛

　
　
門
店
之
者
、
右
與
四
兵
衛

　
　
義
、
鶏
を
し
め
工
費
仕
候
を

　
　
承
回
転
由
二
て
、
び
ん
つ
る

　
　
三
平
井
彦
兵
衛
、
四
郎
左
衛

　
　
門
、
孫
助
訴
出
候
付
、
召
寄
、

　
　
電
極
議
候
庭
、
與
四
兵
衛
申

　
　
候
ハ
、
新
堀
同
朋
町
家
主
ハ

　
　
不
知
與
兵
衛
と
国
者
二
無
櫨

　
　
被
丙
申
候
二
付
、
伊
右
衛
門

　
　
義
脚
芝
神
明
社
内
え
飴
責
二

　
　
罷
藩
候
間
、
伊
右
衛
門
を
頼

　
　
候
ヘ
ハ
、
耳
芝
鶏
を
二
羽
持

　
　
参
申
候
故
、
右
之
與
兵
衛
二

　
　
相
渡
候
ヘ
ハ
、
銭
壼
貫
文
く

　
　
れ
候
故
、
内
野
百
文
伊
右
衛

　
　
門
差
遣
候
由
申
候
、
伊
右
衛

　
　
門
義
ハ
與
四
兵
衛
二
被
頼
、
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に
て
も
止
不
申
候
は
、
御
領
に

て
は
御
代
官
手
代
役
人
、
私
領

に
て
は
地
頭
よ
り
、
役
人
井
目

付
を
申
付
、
小
給
所
に
て
は
其

頭
々
え
相
断
、
役
人
を
申
付
、

右
之
者
共
に
急
度
誓
詞
を
致
さ

せ
、
猪
子
あ
れ
候
時
計
日
切
を

定
、
鐡
炮
に
て
打
せ
、
其
わ
け

帳
面
に
注
置
之
、
其
支
配
々
々

え
急
度
可
申
達
候
、
猪
鹿
狼
あ

れ
不
申
候
節
、
ま
き
ら
ハ
敷
殺

生
不
仕
候
様
に
、
堅
可
申
付

候
、
若
相
背
者
在
之
は
、
早
速

申
出
候
檬
に
、
其
所
々
之
百
姓

等
に
申
付
、
ミ
た
り
か
ま
し
き

儀
候
は
、
訴
人
に
罷
出
候
様
に

と
、
兼
々
可
申
付
置
候
、
自
然

か
く
し
置
、
跡
よ
り
相
知
候

は
、
當
人
工
不
及
申
、
其
所
之

御
代
官
、
地
頭
可
爲
越
度
候

事
、右

之
通
堅
相
守
可
申
者
也

　
〔
一
雪
田
墜
雪
年
〕

　
二
六
月
日

　
　
　
　
　
　
（
武
家
厳
制
録
）

ハ
、
本
人
ハ
不
及
申
名
主
五
人
組

尊
号
為
曲
事
之
旨
急
度
申
付
候
、

此
鉄
炮
之
義
他
人
者
不
及
申
、
縦

親
子
兄
弟
魚
苗
御
座
候
共
、
鉄
炮

持
主
ノ
外
余
人
主
構
シ
申
儀
曽
以

仕
間
中
段
段
申
付
候
、
右
之
趣
相

即
事
撰
者
何
様
之
曲
事
二
も
可
被

仰
付
候
ノ
旨
名
主
、
五
人
組
、
鉄

炮
持
主
方
よ
り
手
形
取
置
申
候
、

為
其
如
此
二
御
座
候
、
已
上

　
何
国
何
郡
田
村
　
　
　
断
鉄
炮

右
拙
者
領
分
鉄
炮
相
改
候
処
、
山

方
二
て
先
規
よ
り
御
断
申
上
、
猟

師
鉄
炮
何
挺
致
所
持
狩
仕
渡
世
ヲ

送
り
申
候
、
若
此
鉄
炮
二
て
狩
之

外
外
悪
事
仕
出
シ
申
候
者
、
本
人

不
及
申
名
主
五
人
組
迄
可
為
曲
事

旨
急
度
申
付
置
候
、
右
之
鉄
炮
持

主
ノ
外
余
人
江
借
シ
申
儀
曽
以
仕

間
敷
段
車
申
付
候
、
右
之
趣
相
背

申
候
者
何
様
ノ
曲
事
二
も
可
被
仰

付
旨
名
主
、
五
人
組
、
鉄
砲
持
主

方
よ
り
手
形
取
置
申
候
、
為
其
如

此
二
御
座
候
、
已
上

戸
井
領
分
寺
社
土
耐
量
鉄
炮
相
改
候

処
、
右
之
書
面
之
軸
元
ケ
村
ハ
為

用
心
鉄
炮
何
挺
、
何
ケ
村
ハ
畜
類

お
と
し
ノ
た
め
玉
込
不
申
鉄
炮
何

挺
百
姓
所
持
仕
草
、
何
ケ
村
ハ
鉄

炮
何
挺
猟
師
所
持
仕
候
、
何
ケ
村

者
鉄
炮
所
持
相
者
無
御
座
候
、
弥

自
今
已
後
無
断
鉄
炮
所
持
仕
間
敷

旨
堅
申
付
、
車
切
二
名
主
五
人
組

方
よ
り
手
形
取
置
申
候
、
為
其
如

此
御
座
候

　
　
年
号
月
日
　
　
　
誰
喀
糊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F
F
半

　
　
神
明
社
内
二
発
候
鶏
二
羽
取

　
　
参
候
て
、
與
四
兵
衛
に
相
渡

　
　
し
候
由
玉
髄
、
依
之
與
兵
衛

　
　
義
明
日
章
連
罷
出
候
様
二
申

　
　
付
、
此
略
儀
兼
て
殺
候
鶏
商

　
　
宰
領
間
敷
旨
相
鯛
候
慮
、
商

　
　
架
樋
候
之
段
不
届
二
付
、
爾

　
　
人
共
二
牢
舎
、

　
右
武
人
之
内
、
與
四
兵
衛
儀
ハ

　
同
辰
四
月
八
日
牢
死
仕
候
付
、

　
戸
田
山
城
守
殿
へ
相
伺
、
死
骸

　
捨
之
、
伊
右
衛
門
義
ハ
御
老
中

　
被
仰
渡
、
同
辰
五
月
廿
九
日
於

　
品
川
獄
門
、

同
五
年
返
正
月
廿
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
朋
〕

壼
人
與
兵
衛
　
是
ハ
芝
新
堀
同
胴

　
　
町
地
主
ハ
不
知
加
兵
衛
店
傳

　
　
兵
衛
出
居
衆
、
十
月
十
九
日

　
　
壇
上
寺
脇
門
前
平
左
衛
門
店

　
　
與
四
兵
衛
と
申
者
鶏
之
し
め

　
　
雌
蕊
、
商
費
仕
候
由
、
浪
人

　
　
内
藤
四
郎
左
衛
門
承
、
此
者

　
　
を
頼
候
二
付
、
鶏
し
め
鳥
相

　
　
調
候
由
、
び
ん
つ
る
三
平
、

　
　
彦
兵
衛
、
孫
助
、
四
郎
左
衛

　
　
門
訴
候
二
付
、
召
寄
、
遂
穿

　
　
馨
候
腱
、
右
與
兵
衛
申
候

　
　
ハ
、
此
者
二
無
捺
被
頼
候
二

　
　
付
、
相
店
伊
右
衛
門
を
頼
候

　
　
ヘ
ハ
、
発
候
鶏
を
二
羽
持
参

　
　
仕
候
間
、
請
取
、
與
兵
衛
二

　
　
相
渡
候
ヘ
ハ
、
鑓
壼
貫
文
遣

　
　
候
間
、
請
取
候
由
申
二
付
、

　
　
此
者
召
連
罷
出
田
様
二
と
、

　
　
芝
次
郎
左
衛
門
町
七
兵
衛
店

　
　
長
兵
衛
方
え
申
遣
候
え
ハ
、
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生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

三
六

七
〇
九
貞
享
五
年
辰
二
月
三
日

小
柳
軍
平
　
是
ハ
内
藤
能

四
人
　
　
　
又
助
　
登
守
家
来
小

徳
助
　
野
三
十
郎

勘
三
郎
　
召
仕
之
者
、

尤
軍
平
宰
領
二
て
今
日
麻
生

六
本
木
能
登
守
下
屋
敷
よ
り

木
挽
町
え
薪
を
取
二
代
八
車

を
引
せ
、
櫻
田
善
右
衛
門
町

を
罷
通
候
節
、
主
な
し
子
犬

車
二
當
り
、
手
を
負
せ
候
由

二
て
、
此
者
共
留
置
、
町
人

共
訴
来
ル
付
、
検
使
遣
シ
、

召
寄
、
遂
最
議
候
虜
、
軍
平

申
候
ハ
、
道
中
念
を
入
候
様

二
と
申
付
候
間
、
車
之
先
え

立
彿
候
て
罷
通
候
庭
、
跡
二

て
犬
之
鳴
聲
仕
候
付
、
立
錦

り
、
見
候
ヘ
ハ
、
犬
之
子
二

疵
付
申
候
由
申
之
候
、
町
人

共
も
様
々
薬
な
と
給
さ
せ
、

養
生
仕
候
え
共
、
同
夜
艶
候

由
申
候
、
兼
て
念
ヲ
入
車
を

引
候
様
二
被
仰
出
候
庭
、
不

届
成
仕
形
二
付
、
四
人
共
に

揚
り
屋
二
入
、

右
四
人
之
者
、
怪
我
之
事
二
候

間
、
免
候
様
二
、
土
屋
相
模
守

殿
被
仰
渡
候
間
、
同
月
十
一
日

赦
免
、

七
一
〇

武
人
　
久
三
郎
　
是
ハ
芝
車
町
二

九
兵
衛
　
丁
目
徳
右
衛
門

召
仕
、
此
爾
人
之
者
、
芝
よ

り
本
材
木
町
え
か
ら
車
引
、

京
橋
之
橋
台
よ
り
引
落
候

節
、
町
内
主
な
し
犬
木
戸
之
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生
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憐
み
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令
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係
年
表

四
〇

右
之
者
共
、
鹿
末
成
仕
形
二
候

え
共
、
怪
我
之
儀
二
丁
間
、
同

月
五
日
出
牢
申
付
、
手
鎖
を

懸
、
家
主
二
預
ケ
置
、
其
後
手

鎖
赦
免
、

七
三
一
　
貞
享
五
年
辰
八
月
廿
四
日

壼
人
源
四
郎
　
是
ハ
西
山
八
兵
衛

御
代
官
所
下
練
間
村
五
郎
左

衛
門
召
仕
、
此
者
昨
日
須
田

町
横
町
久
右
衛
門
方
え
茄
子

を
附
参
り
、
昨
八
ツ
時
分
水

道
橋
伊
東
信
濃
守
、
神
保
主

膳
組
合
辻
番
之
前
を
罷
蹄
候

節
、
風
雨
強
ク
有
之
候
二

付
、
笠
を
か
た
む
け
、
馬
を

牽
罷
通
候
虜
に
、
鳩
居
候
を

會
て
不
存
、
馬
を
索
懸
ケ
、

為
踏
殺
候
二
付
、
信
濃
守
方

よ
り
御
目
付
伊
東
九
郎
左
衛

門
方
え
相
達
、
秋
元
但
馬
守

殿
御
断
二
て
、
信
濃
守
家
来

稲
葉
武
右
衛
門
召
連
来
ル

付
、
愈
議
之
内
上
り
屋
二

入
、

右
之
者
、
倉
議
之
上
、
怪
我
之

義
二
候
間
、
免
候
様
二
、
秋
元

但
馬
守
殿
被
仰
渡
候
間
、
同
月

廿
八
日
赦
免
、

六
八
四
　
元
禄
元
年
辰
十
二
月
十
六
日

壷
人
七
兵
衛
　
是
ハ
北
新
堀
家

持
、
此
者
儀
、
名
主
又
右
衛

門
其
外
町
中
訴
訟
申
二
付
、

今
日
双
方
召
出
シ
、
令
愈
議

候
虜
、
名
主
又
右
衛
門
町
中

之
者
共
書
付
を
以
申
候
ハ
、

北
新
堀
之
儀
は
川
通
二
て
御

座
候
二
付
、
毎
月
船
不
滞
候
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生
類
縮
み
の
令
関
係
年
表

四
二

ル
付
、
牢
舎
、

右
之
者
、
秋
元
但
馬
守
殿
被
仰

渡
、
巳
二
月
廿
七
日
神
津
嶋
え

流
罪
、

元
　
緑

四
七
一
盟

七
五
三
　
　
　
　
　
　
〔
＊
二
四
〇
七
〕

六
五
六
　
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書

七
三
六
元
禄
二
年
巳
正
月
九
日

　
二
　
年
（
一
六
八
九
）

其
所
之
百
姓
等
に
申
付
、
狸
か

も
の
有
之
候
ハ
・
急
度
曲
事
二

申
付
、
み
た
り
か
ま
し
き
儀
候

飼
旨
々
犬
を
、
同
店
法
光
院

117



「
　
ハ
し
き
儀
候
ハ
・
、
訴
人
に
罷

　
至
愚
様
に
と
、
兼
々
可
申
付
置

　
候
、
自
然
隠
匿
、
脇
よ
り
相
知

　
候
ハ
・
、
當
人
ハ
不
及
申
、
其

　
所
之
御
代
官
、
地
頭
可
爲
越
度

　
事
、
右
岸
通
、
堅
相
守
、
可
申

　
付
届
也
、

　
　
元
豫
二
也
巳
六
月
日

四
七
二
　
口
上
之
畳

　
猪
冬
草
打
候
ハ
・
、
其
所
に
槌

　
庭
竃
之
、
一
切
商
責
食
物
に
不

　
仕
候
様
可
被
申
付
候
、
右
ハ
猟

　
師
之
外
之
事
候
以
上
、

　
　
六
月
日

四
七
三
　
鐡
炮
改
帳
面
仕
立
案
文

　
　
何
中
畑
郡
二
村
　
用
心
鐵
炮

　
右
拙
者
領
分
何
村
は
所
か
ら
物

　
惹
に
御
座
候
付
、
難
儀
仕
候
、

　
就
夫
爲
用
心
、
鐵
炮
何
挺
百
姓

　
預
ケ
置
感
度
旨
奉
願
候
庭
、
願

　
之
通
被
　
仰
付
候
、
此
以
鐡
炮

　
盗
賊
人
に
こ
と
よ
せ
、
意
趣
遺

　
恨
在
之
者
な
と
打
殺
申
か
、
其

　
外
に
も
悪
事
仕
出
シ
候
に
お
み

　
て
ハ
、
本
人
ハ
不
及
申
、
名
主
、

　
五
人
組
迄
爲
曲
事
旨
、
急
度
申

　
付
置
候
、
且
亦
右
之
鐵
炮
に
て

　
殺
生
一
切
仕
間
敷
候
、
此
鐡
炮

　
之
儀
他
人
は
不
及
申
、
縦
親
子

　
兄
弟
継
て
御
座
候
土
ハ
、
鐡
炮
預

　
り
主
補
外
、
余
人
え
借
申
儀
、

　
曾
以
仕
間
敷
段
堅
申
付
候
、
右

　
之
趣
相
之
申
候
ハ
・
、
何
様
之

　
曲
事
に
も
可
被
　
仰
付
旨
、
名

　
主
、
五
人
組
、
鐡
炮
預
り
主
方

　
よ
り
手
形
取
置
申
候
、
爲
其
如

　
斯
御
座
候
以
上
、

可
申
付
候
事
、

ハ
・
、
訴
人
に
罷
出
候
様
に
と

と
申
山
伏
、
其
身
所
え
右
之

一
御
料
私
領
二
而
猪
鹿
あ
れ
田
畑

置
く
可
申
付
置
酒
、
自
然
か
く

犬
二
疋
今
七
ッ
半
過
呼
候
て

を
損
さ
し
、
或
狼
あ
れ
、
人
馬

し
置
脇
よ
り
相
知
候
ハ
・
、
当

食
物
を
給
さ
せ
候
へ
は
、
奪

犬
を
損
さ
し
候
節
ハ
、
前
く
之

人
者
不
及
申
、
其
所
く
御
代
官

鼻
下
所
を
、
刀
を
抜
、
了
玄

通
随
分
追
ち
ら
し
、
そ
れ
二
而

地
頭
可
為
越
度
即
事

犬
之
脊
壼
ケ
所
、
春
鐵
犬
之

も
や
み
不
申
候
ハ
・
、
御
料
二
而
ハ
御
代
官
手
代
役
人
、
私
領

右
寄
通
堅
相
器
可
申
二
士
　
　
巳
六
月
　
日

首
よ
り
争
え
懸
ニ
ケ
所
切
候
を
、
則
捕
虜
ヘ
ハ
、
殊
之
外

二
而
ハ
地
頭
6
役
人
井
目
付
を

（
後
筆
）

酒
半
酔
候
二
二
在
之
、
犬
ハ

申
付
、
小
給
所
二
而
は
其
頭
二

「
但
、
元
禄
二
年
」

死
不
日
候
へ
共
、
鯨
程
之
手

相
断
、
役
人
を
申
付
、
右
思
者

六
五
七
　
　
　
　
北
野
天
満
宮
文
書

二
て
有
之
候
由
、
右
之
通

と
も
急
度
誓
詞
致
さ
せ
、
猪
鹿

口
上
之
覚

故
、
法
堂
院
を
召
連
参
候
由

狼
あ
れ
候
時
分
斗
、
日
切
を

今
度
被
仰
出
嫌
御
書
付
鼻
通
肩
遂

申
候
、
法
光
早
戸
候
ハ
、
切

定
、
鉄
炮
二
而
う
た
せ
、
其
わ

吟
味
、
当
分
う
た
せ
候
鉄
炮
者
、

可
申
と
存
候
心
は
無
之
候
え

け
帳
面
二
注
置
之
、
其
支
配
く

最
前
被
直
球
候
猟
師
鉄
炮
又
者
お

共
、
方
々
之
旦
那
方
え
参
、

江
急
度
可
申
達
候
、
猪
鹿
狼
あ

と
し
鉄
炮
に
て
、
先
う
た
セ
候
様

酒
癖
、
殊
外
点
申
候
て
、
犬

れ
不
申
候
節
、
ま
き
ら
ハ
し
き

可
然
候

を
切
潮
候
断
畳
不
申
、
被

殺
生
不
仕
候
様
二
堅
可
申
付

一
猪
、
鹿
、
狼
打
殺
害
ハ
・
槌
二

捕
、
髪
和
え
参
候
も
覧
え
不

候
、
若
相
背
も
の
有
之
候

堅
剛
、
一
切
商
売
食
物
に
不

継
馬
、
只
と
何
も
犬
を
切
候

ハ
・
、
早
速
申
出
候
様
二
其
所

仕
、
打
殺
候
員
数
者
鉄
炮
打
候

故
、
召
連
候
由
申
候
間
、
驚

之
百
姓
等
二
申
付
、
狸
か
わ
し

日
切
三
二
其
わ
け
急
度
相
記

申
候
、
前
後
費
不
申
、
此
外

き
儀
候
ハ
・
、
訴
人
二
罷
出
雲

之
、
支
配
所
へ
可
被
差
出
候
、

申
上
盛
儀
無
御
座
候
由
、
不

様
二
と
兼
く
可
申
付
置
、
自
然

右
者
猟
師
之
外
之
事
候
、
已
上

届
之
仕
形
二
付
、
牢
舎
、

隠
置
脇
6
相
知
候
ハ
・
当
人
は

七
月
九
日

右
占
者
、
同
属
二
月
六
日
於
評

不
及
申
、
其
所
之
御
代
官
地
頭

右
両
通
御
触
書
之
盲
従
御
公
儀
被

定
所
二
追
放
、

迄
可
為
越
度
事
、

仰
出
田
間
、
所
く
二
二
写
置
弥
御

六
八
五
元
禄
二
年
巳
三
月
六
日

右
之
通
堅
相
守
可
申
者
也
、

触
書
之
通
相
違
無
之
様
二
御
心
得

小
左
衛
門
是
ハ
湯
嶋
廣

巳
六
月

可
土
成
候
、
以
上

三
人
　
左
次
兵
衛
　
小
路
南
方
辻

右
之
趣
、
御
料
私
領
江
被
仰
出

元
禄
二
年
巳
七
月
十
一
日

十
兵
衛
　
番
、
此
者
共

候
間
、
町
中
家
持
借
屋
店
か
り

五
十
嵐
市
郎
兵
衛
判

申
候
ハ
、
巳
二
月
朔
日
朝
五

下
く
等
迄
此
旨
為
申
聞
、
急
度

六
五
八
　
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書

ツ
過
嶋
田
十
兵
衛
様
御
内
山

心
得
置
、
生
類
あ
わ
れ
み
候
様

今
度
被
仰
出
候
通
、
田
畑
、
人
馬
、

本
藤
四
郎
殿
被
申
聞
候
ハ
、

二
可
仕
候
、
若
相
背
者
有
之
候

犬
槙
損
さ
し
候
猪
、
鹿
、
耳
打
せ

屋
敷
之
脇
水
道
之
内
二
犬
死

ハ
　
、
曲
事
二
可
被
仰
付
候
間
、

候
鉄
炮
之
儀
、
最
前
被
改
置
候
猟

有
之
候
、
私
な
と
も
廻
り
番

少
も
違
背
有
間
敷
写
、
以
上
、

師
鉄
炮
又
又
威
鉄
炮
二
刀
先
当
分

二
て
候
間
、
下
穿
喰
セ
不
申

七
月
十
二
日

打
せ
辻
堂
旨
先
頃
申
達
候
得
共
、

候
様
二
、
番
仕
候
様
二
御
申

町
年
寄
ゴ
．
人

此
度
鉄
炮
改
奉
行
衆
6
申
来
候

候
に
付
、
其
邊
立
廻
り
罷
在

ハ
、
お
と
し
鉄
炮
、
猟
師
鉄
炮
外

候
慮
、
下
水
を
水
上
二
て
堰
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四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
國
欝
欝
何
村
　
月
切
鐡
炮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
七
五
五

之
二
二
而
有
之
由
二
候
間
、
猪
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
板
抜
候
哉
、
俄
に
水
増
押
流

右
拙
者
領
分
之
内
、
鹿
猪
類

同
日
申
渡

鹿
、
狼
あ
れ
候
而
難
差
置
、
打
せ

候
と
相
見
え
、
彼
犬
見
え
不

出
、
作
毛
荒
し
、
百
姓
迷
惑
仕

一
猪
鹿
狼
打
候
ハ
・
其
所
二
半
埋
可
被
申
子
ハ
・
、
吟
味
之
上
先
前

臨
幸
二
付
、
其
段
十
兵
衛
様

候
、
亜
聖
玉
込
不
申
候
鐡
炮
二

置
、
一
切
商
売
食
物
二
不
仕
候

方
江
怪
漢
相
達
候
、
以
上

御
家
志
野
え
も
辻
番
請
合
人

様
可
申
付
候
、
右
ハ
猟
師
之
外
之
事
二
而
、
猟
師
之
分
ハ
不
苦
候
旨
、
奈
良
屋
市
右
衛
門
殿
被
申
渡
候
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
（
＋
月
士
百
）
（
達
）
四
　
同
日
　
生
類
憐
之
事
（
閾
）
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え
借
シ
申
儀
、
黒
星
仕
間
敷
候

同
日

段
堅
申
付
候
、
右
之
趣
相
背
申
面
明
・
、
何
様
之
曲
事
に
も
可
被
　
仰
付
之
旨
、
名
主
、
五
人
組
、
鐡
炮
持
主
方
よ
り
手
形
取
置
申
候
、
爲
其
如
斯
御
座
候
以

　
　
　
善
右
衛
門
　
是
ハ
伊
奈
半
三
人
　
三
郎
兵
衛
　
十
郎
支
配
所
　
　
　
利
兵
衛
　
銀
村
之
百
　
　
姓
、
右
端
者
共
二
月
二
日
銀
　
　
二
て
短
冊
切
殺
候
出
入
二

上
、
　
二
曹
何
郡
里
村
　
　
断
鐡
炮
右
拙
者
領
分
鐡
予
習
改
候
虞
、
何
村
は
山
方
二
て
從
先
規
御
断
申
上
、
猟
師
鐡
炮
何
挺
所
持
、

、
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生
類
営
み
の
令
関
係
年
表

四
六

年
三
月
　
　
何
某
潮

責
申
候
、
わ
け
口
三
貫
文
鯨
取
申
候
、
十
五
年
以
前
よ
り

七
八
年
以
前
迄
、
仁
左
衛
門

手
合
二
て
参
候
え
土
ハ
、
金
銀

ハ
す
く
な
く
取
申
候
、
其
後

ハ
不
参
候
、
地
引
網
計
二
て

御
座
候
、
右
之
外
同
類
無
御

座
候
、

右
之
者
、
中
根
主
税
時
分
捕
、

為
致
牢
舎
候
、
加
藤
平
八
郎
方

よ
り
相
渡
り
候
二
付
、
遂
愈
議

候
虜
、
右
之
通
二
候
故
、
同
巳

五
月
十
↓
日
於
牢
屋
死
罪
、

右
之
清
兵
衛
女
房
、
同
巳
五
月

十
一
日
清
兵
衛
家
主
増
上
寺
嘉

門
前
源
兵
衛
、
五
人
組
吉
右
衛

門
、
利
兵
衛
二
預
ケ
置
、
同
月

十
三
日
赦
免
、
御
構
無
之
旨
申

渡
之
、
清
兵
衛
道
具
之
分
ハ
欠

所
、

同
二
年
巳
四
月
十
二
日

壼
人
荒
物
屋
五
郎
左
衛
門
　
是
ハ

櫻
田
久
保
町
太
兵
衛
店
之

者
、
右
之
五
郎
左
衛
門
申
候

ハ
、
私
義
十
七
八
年
以
前
よ

り
八
九
年
以
前
迄
、
虎
之
御

門
よ
り
幸
橋
、
溜
池
、
赤
坂

御
門
之
外
御
堀
二
て
、
唐
網

二
て
鯉
鮒
取
申
候
、
壼
尺
弐

三
寸
よ
り
七
八
寸
迄
取
申

候
、
商
費
ニ
ハ
不
仕
、
致
音

信
二
、
或
ハ
手
前
二
て
料
理

二
仕
候
、

一
　
日
比
谷
御
門
よ
り
和
田
倉
御

門
迄
之
内
唐
網
打
申
候
、
八

重
洲
河
岸
御
堀
深
ク
、
底
二

杭
多
御
座
候
故
、
魚
懸
り
不
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　　　一

ﾀ申衛衛

　　　一

¥其堀合 取

一
’
前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　壼同
撃兼??ｶlll二三御可左左　取’御手　をて以　取’私’喜　　’衛御”衛共郎罪同倉郎捕候果と’　　　　　　　　　　　　　　申十儀右左

門構同五門’助’巳議方”申申市
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四
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　　　　　　一

ﾆ　’り鯉同溜二
岦･市鮒道池参
ﾂハ郎取”候

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　士　　一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豆兀

ﾅ撫霧鑓縫灘耀韓垂鞭簿躯鷺蕪鞠難害候
��ﾚ1講雛二三lll講難1鱗1哉由よ’致’引聖議購製監詳欲日ハ無士組主同養’同遂平時　　　　　　　　し御門’置私付を御衛公八之官　　　　　　　　水門と捨申脇’下堀門致歳善町

人禄成渡人門門十郎右十庭よ為右

@　　欠之二勘暑巳子
@　　所旨日右左五市
@　　二申爾衛衛月三

巳倉八分
ﾜ議郎捕
詞�禔f
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不素鯉箕買

一 一　　　　　　　　　　　　　　　　壼同
@　　　　　　　　　　　　　　　人二赦衛衛一右五倉郎捕右
l鮒和申・い〔前安買前市度手義右衛人年免門門日善月議方’之外て艘義池石ハ候候
蛯遠蛯P饗ll麟lll難1り’候ハ’噸騎蠣転璽ζ読響’暦謎盆変蝉騙翻

一
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生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

五
〇

　　　一
q門　　ハ合久　　’仕兵　市’

q　郎御’　兵堀

п@衛二、　　、て・八写仁鯉

lこ、左鮒

　　　　　　一

�閨fよ由分坂之
@　　り二よ二仁
@　　之御り髪左
@　　儀座御結衛
@　　二候堀仕門
@　　て’二罷ハ
@　　六四て歩出
@　　有十鯉候キ
@　　御年鮒’時
@　　座以取其分

　　　　　　　　　　　　　　　　　壼同
@　　　　　　　　　　　　　　　　人二欠申爾衛門兵此右罪同愈郎捕右
謗ъ�O候時赤鮒候無商よ郎仁一三安町安年所渡人門　’衛者八
@　　　　　　　之費り兵左年年左源左巳二之共二五家共兵@　　　　　　　購塾粥輪際瀦鎌霧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衛”左衛五井　　　　　　　　候’鯉代出り戸候店是一　　　　　　　　間只鮒三合市えハ之ハ日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道御同衛門月娘　　　　　　　　　’今を拾申団参　’寸寸　　　具六月門町十き　　　　　　　　同迄取年候兵候私’田　　之無十’九一い　　　　　　　　葎転嵜舌阿繕蜷　貧音青鴇尺葦

’巳議方’之申
｣譲萱候十’相牢中

O
二
盤
牢
候
付
藤
時
屋
故
’
平
分
死
’
遂
八
二
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　　　　　　一

ｺ人輕夜之之衛畳
q付膿網方東’申

　　　一

s申十仁
Q候左左

と之上え石私候四候間衛衛八りニハに岸赤奇網　一申責ハ兵網てた網ハニ爾候之二
ﾖ鷹灘織1繰羅1　　　　　　　　二由　’方　　ツさ引右重溜よ　候残網’候’座門細’大分郎’よ久番足翌口門兵と　　　　　　　　　　　　　宛し網之洲池り　　　　　　　　　　　　　懸網二分河’数

　　　　　一

f三代鯉’市候なクさキ之兵網り
?ｪと鮒残郎’らいし成儀衛置網
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生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

五
二

郎捕右

q八え 御 衛

　武同

V町

　　　　　　　　　人二道構房儀置衛冶月郎右二月威り為右
?撃訣f灘需嚢三二蓬轄’ぞ誰麟傭鰍興盤鶴話畷鶏畿躯雛慰途　　　　　　　　　　　　門御女郎預兵鍛五太　川五候よ’

　　　　　　一

ﾞ人知衛張’張
、
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議
候
虚
、
右
之
通
二
候
故
、
同

巳
五
月
十
一
日
於
牢
屋
死
罪
、

品
川
獄
門
、札

文
言

此
安
左
衛
門
、
仁
左
衛
門
、
久

兵
衛
、
四
年
以
前
十
…
月
大
手

之
方
之
石
垣
出
先
よ
り
平
川
口

之
方
御
堀
え
さ
し
あ
ミ
を
は

り
、
魚
を
取
申
候
、
其
前
夜
仁

左
衛
門
、
久
兵
衛
つ
れ
立
参
、

内
櫻
田
御
門
き
わ
御
堀
御
馬
屋

之
方
え
魚
を
取
可
申
と
、
さ
し

あ
ミ
を
は
り
候
科
に
よ
っ
て
、

三
人
之
者
共
こ
く
も
ん
に
お
こ

の
ふ
者
也
、

F

五
月

右
仁
左
衛
門
女
房
＃
伜
小
兵

衛
、
内
蔵
之
助
、
長
太
郎
、
彌

八
、
此
者
共
之
内
、
小
兵
衛
二

ハ
手
鎖
を
懸
、
同
巳
五
月
十
日

仁
左
衛
門
家
主
木
挽
町
七
丁
目

清
左
衛
門
、
五
人
組
太
左
衛

門
、
傅
左
衛
門
、
九
郎
兵
衛
二

預
ケ
置
、
同
月
十
三
日
右
之
伜

共
四
人
ハ
江
戸
十
里
四
方
追

放
、
女
房
之
儀
ハ
赦
免
、
御
構

無
之
旨
、
右
同
日
申
渡
之
、
仁

左
衛
門
道
具
之
分
ハ
欠
所
二
成

ル
、右

久
兵
衛
女
房
、
同
巳
五
月
久

兵
衛
家
主
彌
左
衛
門
町
與
兵

衛
、
五
人
組
甚
右
衛
門
、
善
右

衛
門
、
源
右
衛
門
二
預
ケ
置
、

同
月
十
三
日
赦
免
、
御
構
無
之

旨
申
渡
之
候
虚
、
二
女
當
正
月

よ
り
懐
胎
之
由
申
二
付
、
男
子

出
生
候
ハ
・
、
江
戸
十
里
四
方
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生
類
辛
み
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関
係
年
表

五
四

右形只候付二・之聞候記段とハ滞拙よ之二候今月候八候木申一右月名二右二候之構追
ｯ成今’”事え故無訴御子仕者り庭付’不之付日　’挽出日之十を日久成’わ無放
?P灘1雛1聾灘1鱗1右儀之仕無候次用二儀面え候”候何御尋審、年訴月罷程家月　’酉助月　欠付男’衛ハ仕’紛二て事相ニニ其哉然遅’方尋候二只九出十在ハ主十　九ト十　所之女御
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一　國

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　萱七ｵ三月七右罪無分二右　　　　　　　　　　　人五二右二儀免訴之右同跡與ケケ此門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一’丁十’勘’紛明付之牢候堀方り二以御申目勘　付之付”訟者之日屋兵”三’

P目一娘兵　故候’者舎’二え之被前普候次兵同’屋’町右申共名牢守衛家町人善

覧ﾄ要痴劉’歪哺糊難惰衛粥鱈聾識詐詰塑鵠
@　　　　　轄1講撫講轡勢1峯ll鱗三縄難衛五主へ子門企網毒崖雛芒符鰻奮候聚夫餓竺驚高嚢喜合酬符陸雛寓同勘町五善　死義不口　　’存御門饒様年池者丁　　’断　申之赦々内　　’其主預懸’
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生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

五
六

町
次
郎
兵
衛
店
五
兵
衛
、
是
ハ

右
之
つ
う
夫
、
家
主
次
郎
兵

衛
、
五
人
組
清
右
衛
門
、
郷
左

衛
門
、
次
左
衛
門
二
預
ケ
置
、

同
月
十
三
日
三
人
害
者
赦
免
、

御
構
無
之
旨
申
渡
之
、
勘
兵
衛

道
具
ハ
欠
所
二
成
ル
、

七
三
二
　
元
線
二
年
巳
五
月
十
三
日

武
人
　
槽
兵
衛
是
ハ
南
小
田
原

源
兵
衛
　
町
壼
丁
目
七
郎

右
衛
門
店
之
者
、
此
者
共
當

月
九
日
同
町
七
右
衛
門
店
喜

右
衛
門
二
被
雇
、
南
鍋
町
権

兵
衛
方
え
代
八
車
二
薪
を

積
、
引
届
候
て
薪
相
渡
シ
、

明
キ
車
を
引
錦
候
庭
二
、
木

挽
町
五
丁
目
松
平
周
防
守
屋

敷
際
二
鳩
居
を
車
引
懸
候

て
、
敷
殺
候
由
無
紛
由
申

候
、
兼
々
生
類
い
た
は
り
可

申
段
度
々
相
鰯
候
、
其
上
明

キ
車
二
て
自
由
二
可
罷
成
義

を
、
鳩
敷
候
段
不
届
成
ゆ

へ
、
其
節
爾
人
共
二
手
鎖
を

懸
、
家
主
二
預
ケ
置
候
え

共
、
秋
元
但
馬
守
殿
御
差
圖

二
付
、
今
日
召
出
シ
、
右
之

雇
之
喜
左
衛
門
儀
宰
領
を
付

不
申
、
鹿
末
之
仕
形
故
、
手

鎖
を
懸
、
家
主
二
預
ケ
、
此

者
共
儀
ハ
手
鎖
を
外
シ
、
牢

舎
、

右
爾
人
之
者
共
、
同
巳
六
月
八

日
赦
免

六
七
九
元
蔵
二
年
巳
六
月
八
日

壼
人
傳
内
　
是
ハ
松
平
薩
摩
守
家

來
大
迫
市
之
助
中
間
、
此
者
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」

　　　　　　　四　元
@　　　　　　人　禄追月右
ﾆ代慮衛門　　　　　二放廿之故へ候右ハ私通私共之を故候之を虜申出付女代日ハ主
高P輩’織鱗ll幾ll購羅難継雛舅異叢籔譲糞渠裏繋呈奎覆慧訟灘睾馨璽轄
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生
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五
八

「

　　　　　　　六
@　　交　合皐髄舎候不慮怪候共一當候引合六えを七主四來守老寄共宰た

･撫糠1’舞難難1灘灘ll鱗麟墜

ｳ治鞭犠灘1灘1灘
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　　　　　　　　　　　　　　　五　　　六
@　　　　　　　　　　　　　　人　　　八日携和日堺里但ス付人右　　　　　　　　　　　　　　　　　　一揚走遂八断候近二荷敷屋共を　　　　　　　　追之歌光　’四馬　”ハ之上心元り節右り懸穿郎ニニ所て物え敷荷昇九仁長角茂元放旨山海伏方守残翌’内り遣但屋’六

c譲講1三舞鑓灘
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生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

六
〇

右
之
五
人
者
、
阿
部
豊
後
守
殿

御
噺
二
て
、
江
戸
十
里
四
方

京
　
大
坂
　
奈
良
　
堺
　
大
津

東
海
道
　
日
光
海
道
　
甲
府

名
護
屋
　
和
歌
山
水
戸
　
右

之
所
々
御
構
之
旨
申
渡
シ
、
同

月
晦
日
追
放
、

七
一
八
　
同
．
一
年
丑
卜
月
廿
二
日
（
注
2
）

壷
人
八
兵
衛
是
ハ
青
山
原
宿
村

（
注
2
）

伊
賀
衆
知
行
所
百
性
市
郎
兵

七
一
七
番
が
元
禄
三
年
な
の

衛
下
人
、
此
者
當
月
十
八
日

で
、
こ
れ
も
元
禄
か
。
し
か
し
、

主
人
駄
賃
馬
二
竹
を
附
、
上

二
年
で
あ
れ
ば
巳
年
。
丑
年
は

目
黒
之
先
太
子
堂
よ
り
牽
参

貞
享
二
年
に
な
る
が
、
赦
免
の

候
え
ば
、
瀬
田
谷
村
之
百
性

午
年
と
あ
わ
な
い
。

権
助
と
申
者
、
馬
二
乗
罷
通

候
慮
、
目
黒
橋
之
上
二
て
此

者
馬
二
附
候
竹
、
権
助
馬
二

當
り
候
故
、
致
落
馬
、
左
右

之
肩
先
を
打
、
痛
候
、
馬
ハ

川
え
落
、
死
候
由
二
て
、
右

之
場
所
ハ
伊
奈
半
十
郎
御
代

官
所
二
て
有
之
十
二
付
、
其

場
所
よ
り
支
配
方
え
訴
出
候

由
二
て
、
半
十
郎
方
よ
り
断

有
之
候
二
付
、
今
日
双
方
召

出
シ
、
令
魚
議
候
威
、
此
者

申
候
は
、
権
助
馬
目
見
え
不

申
候
て
、
此
者
十
二
當
り
、

川
え
落
、
怪
我
二
て
馬
死
候

由
申
候
へ
共
、
馬
を
殺
候
段

無
紛
、
不
届
二
十
、
評
定
所

よ
り
牢
舎
、

右
之
者
、
午
二
月
四
日
赦
免
、

七
一
七
　
元
豫
三
年
午
四
月
十
八
日

壼
人
平
兵
衛
　
是
ハ
内
藤
上
野
介

組
服
部
又
次
郎
知
行
所
常
陸
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元
　
緑
　
三
　
年
（
一
六
九
〇
）

四
九
一
畳
一
在
々
森
林
或
海
道
通
並
木
或
屋
　
敷
猶
予
山
に
、
鳶
烏
丁
掛
ケ
不

作
屋
村
之
酒
屋
、
此
者
馬
を
打
殺
候
平
付
、
可
爲
致
牢
舎
之
旨
、
大
久
保
加
賀
守
殿
被

申
候
様
、
兼
々
見
廻
り
、
若
巣

仰
渡
、
上
野
介
家
來
荏
田
藤

掛
悪
様
見
王
子
候
ハ
・
、
巣
を
破
自
差
候
、
遅
見
付
、
玉
子
な

太
夫
、
又
次
郎
家
來
稻
川
角
左
衛
門
召
連
來
ル
付
、
牢

と
う
み
候
を
、
巣
を
は
や
ふ
り
、
玉
子
損
候
え
ハ
、
如
何
に

　
舎
、
右
之
者
、
同
午
五
月
六
日
江
戸

可
有
之
候
間
、
随
分
無
油
噺
見

十
里
四
方
井
在
所
共
二
、
於
評

廻
り
、
押
掛
候
ハ
・
、
早
速
取

定
所
二
追
放
、

捨
候
在
高
仕
事
、

七
三
三
同
量
年
配
六
月
二
日

一
御
年
貢
地
之
分
、
武
士
屋
敷
寺
杜
共
に
其
趣
申
通
、
是
又
同
前

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
塗
の
下
、
壼
人
長
三
郎
　
是
ハ
南
塗
町
八
郎

芬
驤
�
n
理
寺
肚
森
林
に
鳶
烏

「
師
」
脱
か
〕
兵
衛
世
吉
左
衛
門
召
仕
、
此

耳
掛
候
を
見
及
候
ハ
・
、
名
主

者
儀
、
當
四
月
廿
六
日
備
前

方
よ
り
右
之
趣
申
達
、
巣
と
ら

町
二
て
割
竹
に
も
ち
を
付
、

せ
可
申
事
、

鳩
を
さ
し
候
由
二
て
、
所
之

右
導
通
、
御
代
官
所
中
え
可
相
害
毒
旨
、
御
勘
定
御
奉
行
衆
よ

者
共
召
連
來
ル
付
、
遂
倉
議
候
虜
、
此
者
申
候
ハ
、
南
傳

り
被
　
三
鼎
候
間
、
得
其
意
、

馬
町
二
て
子
共
魏
を
板
二
ぬ

無
油
断
見
廻
り
、
巣
掛
さ
せ
不

り
黒
鳥
候
を
貰
、
武
尺
齢
り

申
皆
様
、
村
々
百
姓
井
地
借
店

之
割
竹
に
塗
、
鳩
二
付
候
へ

借
召
仕
損
迄
可
申
聞
候
、
不
及

ハ
、
鳩
羽
少
々
ぬ
け
申
候
、

申
候
え
共
、
黒
鳥
之
巣
に
事
よ

所
之
衆
二
階
捕
候
由
申
候
、

せ
、
外
之
越
鳥
之
巣
子
な
と

右
仕
形
不
届
成
故
、
牢
舎
、

下
々
唱
道
取
捨
も
可
有
之
候

右
泳
者
、
阿
部
豊
後
守
殿
え
相

間
、
此
段
念
入
爲
申
聞
、
鳶
烏
巣
在
外
一
切
綺
申
間
敷
候
己

　
伺
、
同
月
八
日
赦
免
、
七
一
四
元
緑
三
年
午
八
月
二
日

上
、

壼
人
大
工
次
郎
兵
衛
　
是
ハ
難
波

元
緑
三
年
午
三
月
十
六
目

町
武
兵
衛
店
之
者
、
此
者

右
ハ
、
御
代
官
衆
中
よ
り
支
配

儀
、
當
月
十
七
日
新
材
木
町

喰
え
配
賦
書
写
、

長
右
衛
門
方
二
て
材
木
を

四
九
一
一
畳

買
、
同
所
久
左
衛
門
店
六
兵

鳥
も
ち
商
法
之
儀
、
問
屋
中
買

衛
代
八
車
を
借
り
、
右
六
兵

之
内
に
て
人
敷
定
置
、
餌
差
又

衛
井
上
者
弟
子
次
郎
助
爾
人

ハ
在
郷
得
て
も
餌
差
猟
師
之
分

二
て
材
木
を
引
、
住
吉
町
佐
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六
、

想
望
、
明
文
取
之
、
費
渡
可
申
候
、
右
言
外
向
後
商
責
仕
間
敷
盤
、
単
相
背
者
有
之
は
、
急
度

右
衛
門
前
を
通
候
節
、
犬
之
子
道
二
半
在
候
を
脇
え
退
申
候
内
、
右
之
材
木
重
り
、
跡

　
曲
事
可
申
付
者
也
、
　
　
午
六
月
五
日
四
九
三
　
畳
一
町
中
二
て
牛
車
大
八
車
共
に
宰
　
領
付
候
爵
に
と
、
前
方
相
鰯
候
　
虞
、
頃
日
宰
領
付
不
申
候
事
有
　
之
由
相
聞
候
、
向
後
彌
荷
物
積
　
候
牛
車
大
八
車
は
不
及
申
、
た

七
七
四
　
　
　
　
　
覚
一
町
中
二
而
牛
車
大
八
車
共
二
、
　
宰
領
付
候
様
二
と
前
方
相
触
候
　
所
、
此
頃
宰
領
付
不
申
候
車
有
　
之
由
相
聞
候
、
向
後
弥
荷
物
積

え
下
り
候
節
、
右
佐
右
衛
門
畜
置
月
猫
欠
出
シ
、
車
二
被
敷
、
死
申
烏
鳶
訴
出
候
二
付
、
一
巻
之
者
土
ハ
召
出
シ
、
下
穿
整
候
虜
、
怪
我
二
相
聞
候
間
、
爾
人
之
車
引
候
者
共
ハ
預
ケ
置
、
此
者
儀
ハ
手
鎖
申
付
、
此
者
儀
御
老
中
え
相

と
ひ
あ
き
車
二
て
も
、
宰
領
付
可
耕
候
、
尤
生
類
引
殺
不
申
様
彌
可
仕
事
、
一
田
尻
牛
車
大
八
車
宰
領
付
不
申
候
ハ
・
、
穿
馨
之
上
、
や
と
ひ
候
も
の
も
、
や
と
ハ
れ
候
も
の
も
、
急
度
可
申
付
事
、
一
宰
領
付
不
申
、
車
引
通
候

候
牛
車
大
八
車
ハ
不
及
申
、
た
と
へ
あ
き
車
二
而
も
宰
領
付
可
申
候
、
弥
生
類
引
殺
不
申
候
様
二
可
仕
候
事
、
＝
雇
候
牛
車
大
八
車
二
宰
領
付
不
申
候
ハ
・
、
穿
馨
之
上
、
や
と
い
候
も
の
も
、
や
と
わ
れ
候
者
も
、
急
度
曲
箏
二
可
申
付
候

と
申
爾
人
、
代
八
六
二
屋
根

板
井
竹
を
積
、
昨
十
四
日
七

ツ
過
室
町
三
丁
目
之
表
河
岸

よ
り
本
所
石
原
え
参
候
二

付
、
十
兵
衛
、
角
兵
衛
爾
人

車
之
先
方
二
立
、
伊
勢
町
八

右
衛
門
表
を
引
通
候
節
、
犬

之
聲
仕
候
故
、
立
蹄
見
申
候
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ヘ
ハ
、
犬
之
子
二
二
被
敷
候

二
付
、
早
々
取
上
ケ
候
へ

共
、
死
申
、
河
岸
土
藏
之
間

よ
り
車
之
下
え
犬
欠
込
申

候
、
怪
我
二
て
仕
候
由
申

候
、
伊
勢
町
八
右
衛
門
召
使

九
兵
衛
申
候
ハ
、
河
岸
之
土

藏
之
間
井
戸
之
矢
來
之
間
よ

り
欠
出
シ
、
車
之
下
え
欠
込

申
候
、
そ
れ
く
と
申
内

二
、
車
二
被
敷
申
候
、
怪
我

二
て
死
候
由
申
候
、
十
兵

衛
、
角
兵
衛
儀
ハ
車
之
先
え

立
、
引
候
故
、
犬
横
よ
り
欠

込
候
を
會
て
見
付
不
申
候
由

申
候
、
宰
領
二
二
候
者
之
儀

ハ
、
諸
事
爲
致
怪
我
間
敷
た

め
に
候
故
、
犬
欠
込
候
を
不

見
届
、
不
念
之
仕
形
に
て
爲

引
候
故
、
牢
舎
、

右
之
長
兵
衛
、
大
久
保
加
賀
守

殿
え
相
伺
、
同
午
九
月
八
日
赦

免
、

九
五
畳
頃
日
町
中
田
野
蛇
を
つ
か
ひ
候

七
八
三
　
　
　
　
　
覚

七
二
一
　
元
豫
四
年
未
三
月
卜
五
日
罪
人
船
田
新
六
　
前
方
丹
羽
若
狭

も
の
有
之
、
篭
舎
被
　
仰
付

一
頃
日
町
中
二
而
薬
売
、
　
へ
び
を

守
方
二
足
輕
奉
公
罷
在
、
只

候
、
へ
ひ
に
か
き
ら
す
、
た
と

つ
か
い
候
者
有
之
、
牢
舎
二
被

今
浪
人
二
て
、
赤
坂
裏
傳
馬

へ
犬
猫
鼠
等
に
至
迄
、
生
類
に
藝
を
仕
付
、
見
せ
物
に
致
候
儀
可
爲
無
用
、
生
類
を
く
る
し

仰
付
候
、
へ
び
二
不
限
、
た
と
へ
犬
猫
鼠
等
二
至
る
迄
、
生
類
二
芸
を
仕
付
、
見
せ
物
等
二
致

町
馬
丁
目
万
屋
傳
兵
衛
店
太
左
衛
門
方
二
當
分
罷
在
候
者
、
盛
者
儀
、
昨
十
四
日
八

め
、
不
届
候
、
若
相
背
者
有
之
は
、
急
度
可
爲
曲
事
之
旨
被
　
仰
渡
野
間
、
此
旨
堅
可
相
守

候
儀
無
用
た
る
へ
し
、
生
類
く
る
し
め
不
届
二
候
、
若
相
背
も
の
有
之
候
ハ
・
、
急
度
曲
事
た

ツ
時
能
勢
新
兵
衛
、
山
菅
甚
右
衛
門
組
違
植
木
同
心
屋
敷
天
野
彌
五
右
衛
門
屋
敷
裏
門

者
也
、

る
へ
き
由
被
仰
渡
候
間
、
此
旨

側
二
て
、
酒
二
酔
、
脇
指
を

堅
相
守
へ
し
、
　
未
十
月
廿
四
［

ぬ
き
、
武
州
と
し
た
村
三
郎
兵
衛
下
人
、
二
四
郎
と
申
者
牽
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六
四

謎
謎
四
年
未
十
月
廿
四
日

右
ハ
同
日
御
触
、
町
中
連
判
、

通
落
馬
壁
跡
雨
足
切
付
、
近

四
九
六
　
畳

七
八
四

所
二
罷
在
候
御
植
木
同
心
臼

一
江
戸
近
翌
翌
里
程
之
内
知
行
有

覚

井
九
右
衛
門
娘
五
歳
に
罷
成

之
面
々
、
其
所
二
鳶
烏
巣
掛
候

一
前
く
も
相
触
候
通
、
町
中
大
八

里
民
之
上
里
単
方
え
三
寸
程

ハ
・
、
玉
子
無
之
内
、
早
々
取

車
、
生
類
江
引
懸
申
間
敷
候
、

切
付
、
欠
出
シ
候
を
、
組
屋

せ
可
興
国
、
自
然
玉
子
井
子
在

弥
宰
領
を
つ
け
曳
可
申
候
、
若

耳
芝
門
前
打
倒
候
へ
は
、
右

之
候
ハ
・
、
其
儘
可
指
置
事
、

宰
領
付
さ
る
車
有
之
候
ハ
・
御

之
馬
口
付
聲
を
立
候
二
付
、

一
牛
車
地
車
挽
回
節
、
宰
領
を

捕
、
車
曳
ハ
不
及
申
、
車
主
迄

御
植
木
同
心
何
も
出
合
、
捕

付
、
生
類
に
あ
た
ら
す
、
入
念

可
為
曲
事
由
被
仰
渡
候
間
、
此

候
之
由
二
て
、
支
配
方
え
被

候
檬
急
度
可
申
付
事
、

旨
相
守
可
申
候
、
以
上
、

用
達
候
、
加
藤
佐
渡
守
殿
よ

右
心
通
、
御
老
中
被
仰
渡
候

十
一
月

り
御
断
二
て
、
御
植
木
同
心

間
、
得
其
意
、
江
戸
近
邊
地
方

右
は
未
十
一
月
十
四
日
御
触
、

海
老
原
文
右
衛
門
、
磯
貝
庄

有
之
面
々
、
堅
可
申
付
者
也
、

左
衛
門
、
小
山
椹
右
衛
門
、

未
十
一
月
日

藤
井
平
右
衛
門
、
宇
野
宇
兵

衛
召
連
來
候
二
付
、
牢
舎
、

右
之
新
六
、
未
六
月
十
九
日
日

本
橋
よ
り
江
戸
十
里
四
方
追

放
、

七
四
九
　
元
様
四
年
未
六
月
廿
三
日

壼
人
権
左
衛
門
　
是
ハ
甲
州
郡
内

村
秋
元
撮
津
守
殿
百
性
、
此

者
深
見
村
六
右
衛
門
方
を
宿

二
い
た
し
、
爾
度
鐵
抱
二
て

鳥
を
打
候
由
致
白
状
候
、
秋

元
撮
津
守
殿
家
來
福
井
長
左

衛
門
召
連
乗
り
、
七
年
以
前

丑
二
月
廿
八
日
二
揚
り
屋
二

入
置
候
虚
、
牢
内
二
て
相
煩

候
二
付
、
此
者
伯
父
同
村
半

三
郎
井
宿
木
所
相
生
町
武
丁

目
清
右
衛
門
店
源
六
家
主
五

人
組
二
、
養
生
之
内
、
當
五

月
二
日
預
ケ
遣
候
庭
、
氣
分

快
氣
仕
候
由
二
て
召
連
來
ル

付
、
上
り
屋
二
入
、

右
之
者
、
未
閏
八
月
十
三
日
薩

摩
嶋
え
流
罪
、
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右
之
者
、
同
未
十
一
月
十
六
日

牢
死
、
死
骸
捨
之
、

七
二
七
　
元
緑
四
年
未
十
一
月
十
一
日

三
　
　
助
　
是
ハ
鳥
居
久

三
人
　
六
郎
兵
衛
　
大
夫
召
仕
、

平
右
衛
門
　
右
三
助
義
、

主
人
久
大
夫
門
前
に
鷺
居
候

を
殺
候
ヘ
ハ
、
六
郎
兵
衛
、

平
右
衛
門
料
理
候
て
給
候
よ

し
、
大
久
保
加
賀
守
殿
御
断

二
て
、
久
大
夫
家
來
召
連
來

ル
付
、
牢
舎
、

右
三
人
之
者
共
、
同
月
廿
二
日

死
罪
、

元
　
線
五
　
年

四
九
七
覧
　
子
犬
道
筋
へ
出
、
鹿
相
に
見
へ

七
三
九
元
稼
五
年
申
二
月
六
日
武
人
　
又
兵
衛
　
是
ハ
橘
町
三
丁

（一

Z
九
二
）

二
間
、
母
犬
を
附
、
道
筋
障
無
印
様
可
指
置
旨
、
度
々
御
燭
之

　
次
兵
衛
　
目
勘
右
衛
門
店
之
者
、
南
小
田
原
町
武
丁
目

庭
不
用
之
、
大
犬
共
に
無
沙
汰

尾
張
屋
半
兵
衛
店
藤
兵
衛
蛇

に
相
見
へ
候
間
、
御
見
分
御
廻

を
つ
か
い
、
人
集
候
二
付
、

暮
相
背
は
、
急
度
曲
事
可
被

可
致
県
議
旨
、
柳
澤
出
羽
守

仰
付
之
條
、
此
旨
堅
相
守
、
名

〔
マ
・
〕

主
、
月
行
事
彌
無
油
断
、
町
中
井
番
人
共
二
堅
可
申
付
候
、
少

殿
家
來
山
嶋
郷
左
衛
門
、
安
藤
新
五
右
衛
門
召
連
來
ル

も
油
噺
有
間
敷
者
也
、

付
、
愈
議
之
上
、
此
者
義
も

元
禄
五
年
也
申
正
月
廿
日

蛇
を
つ
か
い
、
渡
世
送
り
候

四
九
八
　
覧

由
二
付
、
召
寄
、
様
子
相
尋

飼
鳥
に
て
も
、
脇
よ
り
も
ら
ひ

候
え
ば
、
又
兵
衛
申
候
ハ
、

置
候
鳥
に
て
も
、
又
ハ
羽
足
な

私
義
去
年
二
月
迄
蛇
を
つ
か

と
損
し
、
放
候
儀
難
成
鳥
に
て

い
、
渡
世
送
り
弓
庭
、
家
主

も
、
遣
候
方
無
之
、
迷
惑
に
存

叱
り
申
候
二
三
、
二
月
中
旬

候
も
の
有
之
候
ハ
・
、
書
付
可

よ
り
相
止
申
候
、
次
兵
衛
申

重
出
候
、
庭
回
所
持
候
と
て
、

候
は
、
家
主
去
年
叱
り
申
候

少
も
科
に
ハ
不
二
　
仰
付
候

え
土
目
、
家
主
二
隠
応
シ
、
畳
田
閏

間
、
氣
遣
に
不
存
、
有
禮
に
書

八
月
過
三
つ
か
い
、
渡
世
送

付
上
可
出
血
、
若
隠
置
、
脇
よ

り
申
候
慮
、
三
月
中
旬
よ
り
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六
八

り
相
知
候
ハ
・
、
急
度
曲
事
可

心
止
申
浦
賀
申
候
間
、
倉
議

被
　
仰
付
者
也
、

之
内
、
去
年
十
月
廿
二
日
牢

申
二
月
五
日

舎
申
付
候
、
然
庭
牢
内
二
て

一
一
六
三
　
元
禄
五
申
年
九
月

相
二
三
口
付
、
同
年
十
一
月

一
今
度
淺
草
川
、
南
は
諏
訪
町
よ

七
八
八
　
　
　
　
　
　
　
〔
二
六
三
〕

十
八
日
養
生
之
内
預
ケ
遣
、

り
北
ハ
聖
天
町
迄
、
此
内
二
て

覚

今
日
召
寄
、
牢
舎
、

殺
生
仕
候
義
御
法
度
被
　
仰

今
度
浅
草
川
、
南
ハ
諏
訪
町
6

右
両
人
之
者
、
丁
丁
申
六
月
六

付
、
札
押
立
候
間
、
自
今
以
後
、

北
ハ
聖
天
町
迄
、
此
内
二
而
殺

日
江
戸
追
放
、

右
翼
於
場
所
堅
殺
生
仕
間
敷

生
仕
候
儀
、
御
法
度
二
被
仰

六
八
二
　
元
虚
誕
年
申
五
月
卜
五
日

候
、
円
相
背
も
の
於
有
之
は
、

付
、
札
相
立
候
間
、
自
今
以
後

壼
人
梶
平
　
凸
面
井
上
大
和
守
家

急
度
曲
事
可
申
付
者
也
、

右
之
於
場
所
、
堅
殺
生
仕
間
敷

來
櫻
井
藤
兵
衛
下
人
、
此
者

九
月

候
、
若
相
背
も
の
於
有
之
ハ
急

儀
、
昨
暮
六
ツ
時
通
四
丁
目

（
御
触
書
寛
保
集
成
）

度
曲
事
可
申
付
者
也
、

利
兵
衛
と
申
者
之
畜
置
候
犬

四
九
九
　
覧

申
九
月

を
切
殺
候
二
付
、
所
之
者
出

一
小
犬
之
儀
不
沙
汰
に
仕
間
敷

右
は
九
月
廿
七
日
御
触
、

合
、
留
置
、
訴
來
ル
付
、
検

候
、
度
々
相
野
候
虜
、
頃
日
町

七
九
〇

使
遣
、
召
寄
、
遂
倉
議
候
庭
、

中
往
還
筋
小
犬
相
見
へ
、
不
届

覚

此
前
昨
日
當
座
之
暇
二
て
罷

候
、
彌
小
犬
こ
ろ
た
ち
候
迄
ハ

一
町
中
二
而
艶
候
四
足
之
類
商
売

出
、
方
々
二
て
酒
を
被
振

小
屋
に
入
置
、
人
馬
に
踏
せ
不

之
儀
、
停
止
二
候
間
、
向
後
一

廻
、
給
酔
、
通
四
丁
目
を
通

申
様
可
仕
事
、

切
商
売
仕
間
敷
候
、
若
相
背
者

候
節
、
犬
吠
懸
り
候
迄
ハ
畳

一
町
中
に
人
喰
候
犬
有
之
、
其
町

於
有
之
ハ
急
度
曲
事
可
申
付
者

藩
候
へ
共
、
脇
差
を
抜
、
切

往
還
盛
者
よ
け
候
由
相
聞
候
、

也
、

早
良
段
豊
不
申
候
之
由
申

左
様
之
犬
有
之
候
ハ
・
、
つ
な

申
十
二
月

之
、
右
之
段
仕
形
不
届
二

き
可
申
事
、

右
御
触
町
中
連
判
、

付
、
牢
舎
、

右
之
通
、
堅
石
相
守
之
、
近
日

右
記
者
、
土
屋
相
模
守
殿
御
差

人
廻
し
、
見
せ
候
て
、
小
犬
不

警
守
付
、
同
申
六
月
朔
日
日
本

沙
汰
に
言
挙
か
、
又
ハ
人
喰
犬

橋
よ
り
十
里
四
方
追
放
、

つ
な
き
不
申
言
有
之
候
ハ
・
、

六
八
三
　
元
腺
五
年
申
八
月
十
七
日

急
度
曲
事
可
申
付
者
也
、

壼
人
市
郎
左
衛
門
　
是
ハ
築
地
南

申
十
月
三
日

部
信
濃
守
、
近
藤
彦
兵
衛
其

外
七
人
、
以
上
九
人
之
寄
合

辻
番
之
者
、
此
者
畜
置
候
犬

損
候
庭
二
、
當
月
十
二
日
晩

前
之
堀
え
捨
候
付
、
其
段
信

濃
守
方
よ
り
御
目
付
中
え
相

達
、
加
藤
佐
渡
守
殿
御
断
二

て
、
家
來
石
井
市
右
衛
門
召
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連
來
ル
付
、
牢
舎
、

右
之
者
、
加
藤
佐
渡
守
殿
え
相

伺
、
同
申
九
月
十
七
日
追
放
、

　
元
　
線
　
六
　
年
（
一
六
九
三
）

生
類
あ
ハ
れ
み
の
儀
、
度
々
相

鯛
候
え
共
、
今
以
犬
を
い
た
あ

90
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生
類
望
み
の
令
関
係
年
表

七
〇

候
も
の
相
見
へ
、
不
届
候
、
御

普
請
御
小
屋
場
又
ハ
ご
み
船
な

と
に
て
、
む
こ
く
あ
た
り
申
候

由
相
聞
へ
候
、
他
所
之
無
主
犬

成
共
、
打
た
＼
き
申
も
の
於
有

之
は
、
召
搦
可
罷
出
候
、
勿
論

御
普
請
小
屋
な
と
へ
日
傭
に
出

候
も
の
に
も
、
大
屋
よ
り
入
念

可
申
付
候
、
此
以
後
於
相
背

は
、
人
を
廻
し
、
召
半
可
申
之

間
、
此
旨
急
度
可
申
付
者
也
、

西
十
月

元
　
緑

五
〇
二

八
〇
一
　
　
　
　
　
　
　
〔
二
八
四
〇
〕

五
五
　
〔
古
〕
　
　
　
　
〔
寛
保
．
茜
O
〕

四
六
五
　
閏
五
月
五
日
半
生
類
を

七
二
一
一
元
腺
七
年
戌
三
月
卜
．
一
目

七
　
年

御
成
先
二
て
犬
喰
あ
ひ
三
士
、

浪
人

（
築
紫
）

商
売
二
致
候
儀
停
止
之

壼
人
巳
之
助
　
是
ハ
松
平
右
京
亮

（一

Z
九
四
）

御
供
先
日
て
も
無
遠
慮
、
早
々

築
紫
園
右
衛
門

浪
人
築
柴
園
右
衛
門

事

家
來
長
谷
川
八
郎
大
夫
中

取
わ
け
可
申
候
、
惣
艦
犬
や
せ

此
者
之
儀
、
去
年
夏
中
馬
も
の

此
者
之
儀
、
去
年
夏
中
馬
煙
を
申

覚

間
、
切
者
儀
、
昨
暮
六
ツ
時

候
様
相
見
へ
候
、
い
た
ハ
り
う

を
申
よ
し
虚
説
申
出
し
、
其
上

由
虚
説
申
出
し
、
其
上
は
や
り
煩
．

一
生
類
を
商
売
仕
候
儀
堅
停
止
之

酒
二
給
酔
、
三
河
町
三
丁
目

　
　
　
　
〔
候
、
閣
甲
本
外
七
本
に
櫨
す
き
様
に
國
ま
、
、
彌
あ
ハ
れ

は
や
り
煩
よ
け
の
札
井
薬
之
法
組
を
作
り
、
実
な
き
事
を
書

よ
け
の
札
井
薬
之
方
矩
を
作
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
実
な
き
事
を
書
付
流
布
い
た
し
、

旨
、
前
年
於
江
戸
表
被
仰
付
候
、
当
地
二
て
も
右
之
通
急
度

罷
通
候
節
、
武
州
熊
谷
吉
見
領
樋
野
口
村
角
右
衛
門
と
申

て
補
ふ
〕

付
、
流
布
い
た
し
、
重
く
不
届

重
く
不
届
二
四
而
江
戸
中
引
渡
し
一

相
守
候
聖
壇
可
申
付
旨
今
度
自

者
之
馬
に
、
雲
平
と
申
者
を

み
候
檬
可
申
付
事

マ
マ

斬
罪
に
申
付
南
榎

一
　
江
戸
被
仰
付
候
、
向
後
、
い
き

爲
乗
切
、
右
三
丁
目
小
左
衛

元
旦
七
年
戌
正
月
廿
八
日

に
付
置
、
江
戸
中
引
渡
シ
斬
罪

戌
三
月
　
日

一
　
鳥
い
き
魚
堕
し
て
い
き
物
日
類

門
店
長
右
衛
門
方
え
荷
物
お

　
右
ハ
於
　
御
忌
御
目
付
衆
演
達
　
之
、
五
〇
三
　
畳

に
申
付
昏
怠
、
　
戌
三
月
右
之
通
、
虚
説
申
出
し
斬
罪
二

右
之
御
書
付
従
江
戸
到
来
候
間
、
可
令
触
知
之
者
也
　
　
戌
三
月
廿
＝
．
［
　
　
　
　
　
一

一
　
を
か
こ
ひ
置
、
商
売
い
た
し
候
　
も
の
有
之
ハ
、
急
度
可
申
付
候
　
條
、
三
郷
町
中
へ
可
触
知
者

う
し
候
虜
を
、
此
者
脇
差
を
抜
、
馬
之
跡
足
股
五
寸
程
壼
ケ
所
切
付
言
付
、
同
町
之
辻

頃
日
端
々
に
て
疵
付
候
犬
相
見

被
仰
付
候
間
、
向
後
ケ
様
之
虚

両
御
役
人
方
御
出
し
土
成
候
　
一

也
、

番
人
清
右
衛
門
と
申
者
出
合

へ
候
、
禰
入
念
人
な
と
疵
付
置

説
不
申
出
王
様
二
、
町
中
家
持

軽
軽
五
月
　
　
　
　
（
幕
無
）

候
庭
を
、
右
之
肩
先
壼
ケ
所

事
有
之
庭
回
・
、
見
の
が
し
に

ハ
不
及
申
、
借
屋
店
か
り
地
か
六
七
　
［
占
］

切
付
候
間
、
町
人
捕
え
候
由

不
仕
、
其
者
を
搦
捕
、
早
々
爾
番
所
え
可
申
出
候
、
若
見
遁
に

り
下
く
召
仕
等
迄
、
銘
く
委
細
、
其
町
く
名
主
月
行
事
随
分

　
　
　
　
覚
一
生
た
る
も
の
売
買
∠
儀
御
停
止

訴
來
ル
付
、
検
使
遣
、
召
寄
、
和
倉
議
候
庭
、
昨
日
主
人
傍

仕
候
ハ
・
、
急
度
曲
事
可
申
付

入
念
可
触
聞
候
、
以
上
、

二
被
極
出
候
間
、
堅
う
り
か
い

輩
市
田
忠
宜
召
遣
之
請
状
取
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之
間
、
此
旨
堅
可
相
守
者
也
、

三
月

仕
間
曲
事

日
参
、
神
田
多
町
武
丁
目
與

戌
四
月
廿
七
日

右
は
戌
三
月
十
一
日
御
触
、
町

一
禁
裏
、
院
議
、
宮
方
御
所
方
ハ

左
衛
門
店
六
兵
衛
方
え
請
状

五
〇
四
　
畳

中
連
判
、

御
作
法
入
申
候
二
十
、
生
類
売

（
閏
五
月
五
口
）

取
直
参
、
酒
二
子
酔
、
右
之

頃
日
端
々
犬
の
子
捨
候
所
有
之

八
〇
四

買
之
儀
各
別
に
被
仰
出
候
間
、

四
六
六
　
同
日
　
生
類
あ
は
れ
み

楽
章
て
畳
不
申
候
由
申
之
、

候
、
人
も
ひ
ろ
ひ
、
養
育
可
仕

覚

此
御
方
々
江
売
買
不
苦
候
事

之
事

手
負
清
右
衛
門
井
馬
之
儀
ハ

と
存
知
捨
候
哉
、
其
内
か
つ
え

「
町
中
に
て
犬
わ
け
水
と
草
堂
書

「
右
之
御
用
に
か
こ
つ
け
末
々
之

「
生
類
を
あ
は
れ
む
へ
き
儀
、

馬
主
共
二
下
之
者
共
預
ケ

痛
可
申
候
條
、
捨
子
申
様
堅
可

付
い
た
し
、
ひ
し
ゃ
く
に
も
書

も
の
狽
に
無
之
、
ゆ
る
ミ
不
申

度
々
被
仰
出
域
、
弥
諸
事
心
を

置
、
手
前
致
養
生
候
様
二
と

申
付
候
、
若
捨
置
候
を
見
付
候

付
有
之
由
、
又
ハ
番
人
二
対
之

候
様
、
堅
相
槌
可
申
者
也

（
類
脱
力
）

申
付
、
此
者
儀
ハ
右
之
仕
形

ハ
・
、
其
所
之
者
養
育
可
致

羽
織
を
着
せ
、
犬
と
云
字
を
紋

戌
閏
五
月

付
、
生
を
め
く
む
志
を
専
二
可

不
届
二
付
、
牢
舎
、

候
、
尤
捨
候
も
の
於
相
知
は
、

所
二
日
差
桜
江
由
相
聞
候
、
桶

右
之
通
町
中
江
可
石
工
知
者
也

仕
候
、
自
然
畜
類
や
み
な
や
む

右
之
者
、
相
手
清
右
衛
門
右
手

情
話
早
速
可
有
注
進
事
、

ひ
し
ゃ
く
の
書
付
、
対
の
羽
織

町
代

を
見
付
候
者
、
随
分
保
養
可
仕

疵
二
て
相
果
耳
付
、
戌
閏
五
月

戌
四
月
廿
八
日

き
せ
候
儀
、
早
く
無
用
二
什
、

牛
馬
つ
か
ひ
料
二
売
買
ハ
各
別
之

候
、
若
生
類
を
そ
こ
な
ひ
く
る

十
日
解
死
人
二
申
付
之
、

右
ハ
、
土
屋
等
量
守
殿
御
目
付

水
差
置
、
番
人
付
候
儀
も
、
目

事

し
め
候
も
の
相
知
候
ハ
・
、
越

六
九
〇
　
元
轍
七
年
戌
七
月
朔
目
〔
厳
糖

　
衆
え
演
達
之
、
五
〇
五
　
畳

二
不
立
様
二
可
仕
候
、
右
之
通
相
心
得
可
用
候
、
併
犬

七
一
　
［
占
］

{
類
に
芸
を
付
も
て
あ
そ
ひ
候

第
一
五
四
号
参
照
〕
　
　
勝
兵
衛
　
是
ハ
佐
野
内

生
類
憐
懸
之
儀
、
前
々
よ
り
被
　
仰
出
候
虜
、
下
々
に
て
左
様

之
儀
そ
ま
つ
二
不
仕
、
諸
事
心
を
付
い
た
わ
り
可
二
条
、
此
際

　
　
　
　
口
上
之
覚
一
生
た
る
も
の
商
売
被
停
止
之

儀
ハ
法
度
之
事
二
士
間
、
向
後
見
せ
も
の
再
臨
至
迄
、
左
様
之

藏
允
知
行
所
相
州
上
飯
田
村
百
姓
、
名
主

無
之
、
頃
日
疵
付
候
犬
共
度
々
有
之
、
不
届
之
至
候
、
向
後
疵

事
、
先
月
二
七
日
書
付
を
以
被
仰
渡
候
通
、
禁
裏
、
院
中
御
用

儀
一
切
仕
閤
敷
写
、
直
訴
候
ハ
・
越
度
二
可
申
付
事
、

與
五
兵
衛
　
是
ハ
右
同
人
　
知
行
所
同
國
柳
妙
村
百

付
弓
手
負
犬
手
筋
極
量
て
、
脇

閏
五
月
三
日

者
各
別
潮
間
、
弥
ロ
ハ
今
迄
之
通

「
漁
者
猟
師
之
外
之
も
の
殺
生
か

姓
、
組
頭
、

よ
り
空
音
顯
候
ハ
・
、
一
町
之

町
年
寄
三
人

二
可
仕
候
、
其
外
長
く
者
み
た

ま
し
き
遊
興
い
た
し
候
儀
、
向

甚
五
兵
衛
　
是
ハ
右
同
人

越
度
た
る
へ
し
、
井
辻
番
人
之

八
＝
二

り
二
無
塩
、
江
戸
二
而
之
わ
け

後
一
切
停
止
に
申
付
候
問
、
若

知
行
所
同
國
下
村
之
百

内
隠
置
、
あ
ら
は
る
、
に
お
ゐ

以
書
付
申
上
製

と
相
違
無
之
様
二
、
急
度
可
相

相
富
者
候
ハ
・
越
度
二
可
申
付

姓
、
組
頭
、

て
ハ
、
相
組
中
可
爲
越
度
事
、
　
戌
五
月
廿
三
日

一
町
中
二
而
病
犬
井
二
月
二
而
艶
候
犬
三
儀
ハ
、
御
番
所
江
御
訴

候
事
、
右
之
通
三
郷
町
中
へ
可
触
知
者

六
人
組
新
右
衛
門
　
是
ハ
右
同
人
　
　
　
　
知
行
所
同
國
中
村
之
百

右
ハ
支
配
所
町
屋
之
分
へ
可
相

申
上
候
に
不
及
候
由
、
前
方
御

戌
六
月

也
、

姓
、
組
頭
、

燭
之
旨
、
寺
杜
奉
行
、
町
奉
行
、

触
御
座
候
事
、

右
掻
取
被
仰
出
家
、
已
上

戌
閏
五
月
　
　
　
　
（
幕
令
）

三
郎
兵
衛
是
ハ
右
同
人

御
勘
定
奉
行
中
へ
被
　
仰
渡

一
捨
子
有
之
は
養
育
仕
置
、
養
了

右
脚
口
上
触
十
三
日
二
飯
室
重

知
行
所
同
國
中
屋
敷
村

之
、

二
望
申
者
御
座
候
ハ
・
遣
し
可

右
衛
門
崩
御
出
し
、
町
中
相
触

百
姓
、
山
廻
り
、

五
〇
六
　
畳

申
候
、
是
又
御
訴
申
上
候
二
不

申
候

（
十
月
廿
一
日
）

彌
次
兵
衛
　
是
ハ
右
同
人

犬
喰
合
疵
付
候
ハ
・
、
早
速
其

及
候
由
、
前
方
御
触
御
座
候

七
一
一
　
［
古
］

四
八
0
　
同
日
　
生
類
あ
は
れ
み

知
行
所
同
國
中
村
之
百

中
之
毛
色
疵
之
様
子
委
細
書

事
、
右
両
様
之
儀
、
御
訴
申
上

覚

之
事
（
閾
）

姓
、
山
廻
り
、

付
、
切
通
之
犬
讐
師
五
郎
兵
衛

候
町
く
も
御
座
候
七
情
、
御
検

蹴
鞠
之
義
、
犬
皮
二
而
く
＼
り
候

右
之
者
共
、
相
州
上
飯
田
村

押
え
申
達
、
藥
も
ら
ひ
、
念
入

使
被
下
置
候
、
前
方
御
触
も
御

事
相
止
候
様
二
と
此
度
申
付
候
、

二
て
猪
狩
仕
候
二
付
、
爲
愈

養
育
可
仕
候
、
尤
相
慮
に
藥
代

座
候
所
二
、
御
訴
申
上
候
儀
も

鹿
皮
者
御
構
皇
臣
候
、
惣
而
革
細

議
、
地
頭
内
藏
十
方
よ
り
人

輩
出
聖
者
也
、

相
背
申
候
様
二
奉
上
、
頃
日
犬

工
之
類
犬
皮
一
切
令
停
止
候
、
急

遣
候
節
、
先
達
て
在
所
を
立

戌
七
月

之
御
吟
味
も
御
座
土
間
、
向
後

銅
盤
守
此
旨
、
若
相
背
族
於
有
之

退
候
、
致
頭
取
十
二
付
、
評
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七

可
申
上
候
哉
所
く
申
上
ル
町
も
御
座
候
所
二
、
御
回
不
申
上
儀
も
如
何
奉
存
候
間
、
御
差
図
を
請
、
町
中
一
同
二
仕
度
奉
藩
候
、
尤
犬
之
儀
、
打
疵
切
疵
其
外
品
か
わ
り
候
儀
井
捨
子
も
病

ハ
吋
為
曲
川
事
ク
羅
臼
、
　
町
中
江
．
円
A
π
触
知
者
也
　
　
戌
八
月
　
其
後
触
状
町
中
6
取
戻
シ
候
様
　
二
と
被
仰
付
、
則
取
返
シ
面
癖

　
定
所
え
召
寄
、
穿
竪
之
上
牢
　
舎
、
右
之
内
、
勝
兵
衛
ハ
同
戌
十
二
　
　
　
　
月
八
日
牢
舎
、
　
　
　
　
五
人
目
亥
七
月
廿
七
　
　
　
　
日
隠
岐
嶋
流
罪
、

五
〇
八

身
或
品
替
候
事
御
座
候
ハ
・
、

元
緑
七
年
戌
七
月
廿
八
日

生
類
憐
之
儀
、
御
慈
悲
一
通
之

早
く
御
訴
可
申
上
候
、
以
上
、

壼
人
酒
井
傳
左
衛
門
　
是
ハ
佐
野

様
何
も
相
心
得
候
、
尤
御
慈
悲

戌
十
一
月
　
町
中

内
藏
允
家
職
、
三
者
主
人
知

之
謂
ふ
か
き
思
食
在
之
事
候
、
縦
憐
之
儀
不
被
　
仰
出
候
と
て
も
、
實
に
仁
心
に
二
成
、
人
々
志
す
な
を
に
成
候
様
、
面
々
相
心
得
、
支
配
之
者
組
中
へ
も
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
　
　
　
町
三
人
　
　
　
　
　
年
寄
衆
中
右
之
趣
、
先
月
廿
九
日
二
名
主
共
6
書
付
差
出
候
二
付
、
町
年

行
所
相
州
上
飯
田
村
二
て
、
主
人
二
も
不
爲
相
知
、
私
二
百
姓
共
二
申
付
、
猪
狩
い
た
さ
せ
、
猪
武
ツ
爲
取
候
由
二
て
、
評
定
所
え
召
出
し
、
遂

内
申
聞
、
至
下
々
迄
相
知
候
様

寄
衆
御
伺
之
所
、
先
年
は
弐
ケ

穿
平
面
虜
、
右
之
段
無
紛
申

可
申
渡
事
、

条
之
儀
御
触
御
座
三
共
、
兎
角

付
、
牢
舎
、

戌
十
月
十
日

只
今
ハ
如
何
様
之
儀
二
而
相
果

右
之
者
、
戌
八
月
六
日
於
品
川

右
ハ
、
殿
中
在
合
候
諸
役
人
、
諸
奉
行
へ
被
　
仰
渡
之
、

候
犬
二
而
も
、
又
ハ
捨
子
も
如
何
様
之
委
細
無
之
三
共
、
向
後

　
死
罪
、
獄
門
、
六
九
三
同
七
年
戌
七
月
四
日

五
日
目
　
賢

何
事
に
よ
ら
す
、
少
し
之
儀
二

壼
人
七
左
衛
門
　
是
ハ
璽
岸
嶋
銀

金
魚
銀
魚
之
事
、
藤
澤
道
場
え

而
も
御
訴
申
上
候
二
二
と
被
仰

町
三
丁
目
兵
左
衛
門
店
者
、

御
壁
被
成
候
、
面
々
致
所
持
候

渡
候
旨
、
町
矩
寄
衆
被
申
渡

此
者
儀
、
昨
三
日
八
ツ
時
分

も
の
共
放
申
度
存
候
え
共
、
見

候
、

鶏
之
子
二
羽
貰
参
、
畜
置
候

合
有
之
骨
壷
、
無
遠
慮
遊
行
寺

戌
十
二
月
二
日

虚
、
其
瑚
家
主
兵
左
衛
門
畜

へ
遣
様
申
候
、
但
放
候
節
其
数
書
付
、
可
申
達
候
、
此
趣
組
々

八
一
四
　
　
　
　
　
覚

置
申
得
猫
参
予
て
、
鶏
之
子
↓
羽
喰
候
て
、
又
候
哉
一
羽

え
も
組
頭
よ
り
被
申
鯛
、
放
候

一
町
中
二
而
犬
商
売
仕
丁
儀
、
向

を
も
喰
可
申
と
仕
候
虜
を
、

届
は
其
頭
々
よ
り
、
書
付
御
目

後
堅
可
為
停
止
候
、
附
、
生
れ

七
左
衛
門
猫
を
捕
え
、
打

付
語
え
三
哲
次
第
指
出
可
申

付
之
悪
敷
犬
を
捲
直
シ
、
或
ハ

付
、
重
重
候
目
付
、
家
主
兵

候
、
尤
金
魚
所
持
無
之
分
ハ
、

犬
之
毛
色
杯
仕
替
候
由
相
聞

左
衛
門
参
、
如
何
様
之
子
細

不
及
届
事
、

候
、
若
左
様
之
儀
仕
候
者
於
有

二
て
猫
を
殺
十
二
と
、
七
左

戌
十
一
月
十
六
日

之
ハ
、
不
隠
置
早
ミ
可
申
出
、

衛
門
二
組
付
申
二
付
、
店
中

至
論
、
大
御
目
付
衆
え
御
老
中

脇
6
於
相
知
候
ニ
ハ
、
本
人
ハ

出
合
、
取
分
ケ
申
候
由
訴
來

被
　
仰
渡
之
、

不
及
申
家
主
五
人
組
迄
可
為
曲

ル
付
、
検
使
遣
、
相
改
候
虜
、

事
者
也
、

右
之
猫
を
此
者
地
へ
打
付
、

戌
十
二
月

殺
申
候
義
無
紛
候
、
兼
て
よ

り
生
類
之
儀
憐
候
檬
二
と
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（
宍八元{
年
線
）

一　　　　　　　一五

芦瓢艦崖δ
廻事へ不候敷畳
百’り上県寺
姓　候候・杜
地　ハ様’方
右　　・可早早
同　　’仕速筆
断　言言取に
’　儘’彿鳶

但　無理’烏
玉　置玉巣巣

一　　八

り有自ろ鳶　一
候之然し烏　五
ハ候只’巣
・昨今かを
”巣けか覚

鹿又をさけ
立ハかせ候
候たけ申ハ
迄ま　’間・

ハこた敷早
其かま詳覧
儘へこ　’お

景仰の犬　八
吸付於之　四

亥洛中有子

繍露舞覧
十中老’油日
こへ中景に
日可被度い触

令仰御た
触渡仕し
知盗品殺
者間可塑
也’被も

一　　四
而江置候犬　　　　　　杢も戸二も之右二可の子之被被物不殺二通仰仰之沙間月極出付候汰鋪＋相翠煙ハニ之八

騨山盛靭
�枕沒xし　犬　地度御’　　　　　　之此二尊仕殺　子

壼六 萱七
　　　　　人塾
��V衛金八ハ
謖閨f三田兵元

諡
ｿ
豊
海
麗
講
蠣
良
　
　
　
　
四
式
目
鮫
十
相
子
五
仕
此
郎
部

放之候右　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人＝追戌右’助二之申候え廻存喰犬日庭連之平舎支付権人助加二放七之背度

P羅譲灘講ll購
犬間廻者兵’ 追豊渡　由申柱振と　”九候召豊松牢り切夜下之　　　方同　相
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四

一
厄
圏
1
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　　　　　　五
@　方候ハ飼一
?@え　’・置三
¥已放知’塁

ﾇ
　
　
　
ハ
放
と
　
　
　
’
可
存
　
　
　
遠
申
候

　　一　　　　　　　　　　一　　八　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　八
ﾉ或犬候先様ハ鳥のに熊　　二中右　　度右　　　敷江次　　置玉をを江可玉巣巣侍　一
lハ猫事キニ・獣養喰猪　一連は二可之二　候戸第　　’子か作戸申子をを屋　九　　　　　　　　　　　　　判亥月相通月に友　”あ可追を置か狼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御かけり廻事か掛作敷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事愛二

P灘ll縮葦1鷲1二二＝’・さ　ハ候し躰なもと　　　触　　此　　　　払事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’七並払鳶　儘候取二　’し　不節不二と　’へ　　　　’　　旨　　　　仕’　回廊”烏　差’払鳶　不’　苦　’申候の人人　　　　町　　　急　　　　間　　　図差若巣巣　置若’鳥

　　　　也右　　　　　　　　　　一　一
芍E　　　　之て之そ趣あ度不嚢子　一様
o之　亥　趣童子ま　’難曲届日子　二様シ通　十　　　　　洛南なつ触れ事二茂之　　　　　　　　　　　　　　　　露

ｫ貢鯉濃智あ黒蝿羅覚置畿　弐　朔　外事取間候義付若い前　　　候

|艦撃墜　　　　　　　町勿守仰而ハの之　　　　　触　く町　之代　　知　　内論之出生・有処　通　　　　者　　に犬’候類急之’

二右
t之付もえ儀候候共著て秋よ相二付

撃撃撃兼?P灘
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七
六

以
上

亥
五
月
廿
六
日

右
御
触
町
中
連
判
、

八
一
一
二

覚

一
町
中
二
有
之
人
に
荒
き
犬
、
今

度
四
谷
新
囲
江
被
遣
候
、
就
夫

向
後
も
人
に
荒
き
犬
出
来
候

ハ
・
、
両
番
所
江
以
書
付
早
く

可
訴
出
者
也
、

六
月

右
之
御
触
之
通
、
町
中
不
残
為

申
聞
、
向
後
人
に
あ
ら
き
犬
出

来
候
ハ
・
、
早
く
書
付
を
以
両

御
番
所
江
可
申
上
候
、
井
其
趣

喜
多
村
所
江
可
被
申
断
候
、
以

上
、

六
月
三
日

町
年
寄
三
人

八
一
一
四

宇
田
川
町
浅
草
田
原
町
両
所
二

子
犬
捨
候
も
の
井
下
高
輪
町
上

野
六
間
町
浅
草
寺
領
市
谷
田
町

右
四
ケ
所
二
お
い
て
、
去
ル
頃

犬
切
或
ハ
切
殺
捨
候
者
有
之

候
、
右
之
様
子
存
知
肖
者
ハ
勿

論
、
及
見
及
聞
候
ハ
・
、
早
く

支
配
方
江
可
申
出
候
、
急
度
御

褒
美
可
被
下
候
、
其
上
あ
た
を

な
さ
＼
る
様
に
可
申
付
候
、

九
月

右
は
亥
九
月
三
日
御
触
、
町
中

連
判
、

八
二
六

覚

一
寺
社
侍
屋
敷
等
、
鳶
鳥
巣
を
か

け
候
ハ
・
早
速
取
払
、
常
く
も

83



無
油
断
入
念
巣
か
け
さ
せ
不
申

候
様
二
可
仕
事
、

一
江
戸
廻
リ
御
鳥
見
支
配
之
地
二

有
之
候
鳶
烏
の
巣
ハ
其
儘
か
け

さ
せ
置
、
其
所
之
百
姓
よ
り
御

鳥
見
江
早
く
致
注
進
、
御
鳥
見

6
山
本
藤
右
衛
門
佐
原
十
左
衛

門
方
江
巣
有
之
分
可
申
越
候
、

尤
巣
懸
初
よ
り
御
鳥
見
江
百
姓

方
6
注
進
可
仕
候
事
、

以
上

十
月
七
日

右
御
触
町
中
連
判
、

末
ツ元

禄
十
丑
年
二
月
十
三
日

同
　
十
一
寅
年
二
月
三
日

同
　
士
、
一
辰
年
正
月
廿
八
日

同
　
十
四
巳
年
正
月
晦
日

同
　
十
五
午
年
正
月

同
　
十
六
未
年
正
月
廿
八
日

同
　
十
七
申
年
正
月
廿
九
日

宝
永
二
酉
年
正
月
晦
日

同
　
三
戌
年
正
月

右
年
く
同
断
御
触
有
之

八
二
八

亥
十
一
月
十
一
日

一
中
野
御
犬
御
用
二
付
、
大
八
車

出
可
申
旨
、
先
達
而
御
触
有
之
、

当
十
月
廿
七
日
6
今
日
迄
、
町

く
6
指
出
候
車
賃
銭
壱
輌
二
付

代
五
百
文
宛
被
下
穿
、
－
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1

1
　
　
－
　
I
　
　
i
　
　
　
脚
　
…
　
元
　
緑

五
一
四
覧

八
三
四

六
八
七
元
線
九
年
目
二
月
七
目

　
九
　
年
（
一
六
九
六
）

當
五
月
十
九
日
小
石
川
御
門
外
堀
血
道
に
、
的
矢
負
候
鴨
飛
來
落
丁
、
右
之
鴨
射
候
者
有
禮
に
可
申
出
候
、
若
見
及
申
候
も
の

子
五
月
十
八
日
一
能
勢
出
雲
守
様
御
番
所
江
稲
生
　
下
野
守
様
御
立
合
被
成
、
御
犬
　
囲
江
納
候
二
付
、
町
く
6
御
犬

武
人
　
彦
太
郎
　
此
国
大
桂
馬
町
　
　
　
與
兵
衛
　
壼
丁
目
孫
右
衛
　
　
門
手
代
、
先
月
晦
日
之
夜
本
　
　
町
武
丁
目
九
郎
兵
衛
表
店
下
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七
八

有
之
ハ

度
候
、

入
、

五
一
五

遣
度
候
土

用
罷
職
伺
、

五
一
六

殺
生
不
仕
、

類
有
之
ハ

出
費
、

ハ
・
、

　
子
十
月
日

右
之
通
言
間
、

行
有
之
面
々
ハ

候
以
上
、

、
可
申
出
候
、
隠
置
、
相
知
候
ハ
・
、
可
爲
越
家
書
等
迄
急
度
念
を

　
上
ケ
金
可
仕
旨
被
仰
渡
候
、
八
三
八

　
え
捨
犬
蜜
蜂
付
、
穿
墾
之
　
内
、
評
定
所
よ
り
牢
舎
、
右
之
者
、
評
定
所
穿
馨
之
上
、

被
営
倉
議
候
以
上
、

覚

子
二
月
十
日
赦
免
、

九
年
子
六
月
廿
三
日

一
今
度
町
く
6
差
上
候
御
犬
之
出

元
禄
九
年
子
二
月
七
日

畳
言
置
候
犬
、
知
行
所
え

金
割
付
之
儀
、
其
町
く
浩
券
平
均
、
通
壱
町
目
木
原
屋
敷
6
南

壼
人
半
兵
衛
　
是
ハ
材
木
町
清
兵
　
　
衛
店
之
者
、
右
同
噺
二
て
、

ハ
・
、
無
遠
慮
指
越
、

新
堀
拝
借
屋
敷
迄
ハ
、
小
間
壱

評
定
所
よ
り
上
り
屋
二
入
、

育
可
申
付
事
、

A
［
（
ケ
）

右
聖
者
、
吉
倉
議
候
慮
、
大
傳

　
　
　
　
　
　
　
〔
御
犬
、
面
々
書
置
候
犬
、
御
囚
七
本
に
託
て
補
ふ
〕

間
二
付
金
三
分
宛
割
付
二
而
、
壱
町
之
上
ケ
金
高
相
極
、
壱
ケ
年
両
度
二
差
上
候
筈
二
被
仰
付

馬
町
壼
丁
目
孫
右
衛
門
二
意
趣
有
之
、
子
犬
を
し
あ
殺
、
其
上
犬
之
首
二
孫
右
衛
門
手
代
爾
人

遣
度
存
知
候
ハ
・
、
支

候
間
、
此
旨
相
心
得
、
右
之
小

之
論
判
有
之
書
付
を
張
付
、
捨

伺
、
可
任
指
圖
事
、

間
割
之
通
二
可
仕
候
、
井
町
人

候
儀
面
懸
候
由
白
状
申
二
付
、

月
廿
二
日

自
分
之
了
簡
二
而
角
屋
敷
中
屋

御
老
中
え
電
工
、
子
二
月
廿
六

畳

敷
之
高
下
を
立
、
割
付
金
子
出

日
於
淺
草
礫
、

向
後
輪
止
候
え
共
、
唯
御
留
場
前
々
之
通
鳥
類
仕
、
勿
論
他
所
之
者
に

シ
候
町
く
有
之
由
相
聞
候
、
左
様
之
割
付
二
付
候
町
く
有
之
候
ハ
・
、
角
屋
敷
中
屋
敷
（
歩
）

同
九
年
遅
二
月
十
四
日
壼
人
庄
兵
衛
　
是
ハ
庄
助
屋
敷
之
　
　
者
、
此
者
御
丁
半
之
儀
有

い
た
さ
せ
申
間
敷
候
、
と
有
之
節
ハ
、
於
其
所
吊
雲
武
平
、
度
々
に
其
不
及
相
達
候
、
若
人
之
候
て
痛
疵
付
候
髄
の
鳥
ハ
、
当
課
委
細
書
付
、
御
代
官
井
地
頭
へ
可
申
隠
置
、
脇
よ
り
相
知
候

　
之
、
評
定
所
よ
り
上
り
屋
二
　
入
、
右
之
庄
兵
衛
儀
、
畜
置
候
女
犬
、
子
犬
を
八
疋
産
候
を
、
番
所
帳
面
二
七
疋
と
書
上
ケ
置
、
薄
身
付
落
シ
候
子
犬
を
、
新
材
木
町
清
兵
衛
店
半
兵
衛
盗
取
、
甲
高
を
し
め
殺
、
本
町
武
丁
目
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1
」

右
市
兵
衛
犬
切
殺
候
由
、
本
所

六
八
八
　
元
豫
九
年
f
五
月
卜
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
加
（
ウ
）
相
生
町
弐
町
目
左
官
嘉
兵
衛
と
申
者
之
娘
し
も
と
申
小
女
申
候

壼
人
仁
助
　
是
ハ
本
多
下
総
守
中
　
　
間
、
此
者
儀
、
昨
十
二
日
下
　
　
総
守
登
城
之
節
、
供
替
り
二

二
付
、
御
倉
議
相
知
候
間
、
為

参
、
内
櫻
田
御
門
外
腰
掛
二

御
褒
美
金
子
五
拾
両
し
も
に
被
下
候
、
　
子
八
月
右
之
通
被
仰
付
候
間
、
町
中
家

罷
在
候
虜
、
書
七
ツ
半
過
何
方
よ
り
欺
鼠
参
、
足
之
元
え
寄
り
候
二
付
、
よ
け
申
候
と
て
、
損
有
之
候
を
、
御
門
番

持
ハ
不
及
申
、
借
屋
店
か
り
出

板
倉
周
防
守
足
輕
小
松
崎
藤

居
衆
召
仕
等
迄
、
不
残
可
申
聞

八
見
付
、
様
子
相
尋
候
虜
、

候
、
以
上
、
　
子
八
月
六
日

右
之
通
申
候
二
二
、
周
防
守
方
よ
り
御
目
付
衆
え
被
相
窺

右
は
同
日
御
触
、

候
虜
、
加
藤
佐
渡
守
殿
御
差

圖
之
由
二
て
、
周
防
守
家
來

依
田
淺
右
衛
門
召
連
來
ル

付
、
遂
愈
議
候
庭
、
昨
書
七

ツ
半
過
外
腰
掛
二
ね
ふ
り
罷

在
候
ヘ
ハ
、
何
方
よ
り
か
鼠

足
之
上
え
あ
が
り
候
二
付
、

驚
よ
け
申
候
虜
、
右
之
鼠
損

候
由
申
之
二
付
、
倉
議
之
内

上
り
屋
二
入
、

右
之
者
、
戸
田
山
城
守
殿
御
差

圖
二
て
、
子
五
月
十
九
日
本
多

下
総
守
方
え
遣
ス
、

七
一
＝
二
　
元
緑
九
年
f
汽
月
卜
五
日

壼
人
藤
牧
彌
一
兵
衛
　
是
ハ
松
平

下
野
守
足
輕
、
此
者
儀
、
當

分
暇
二
て
、
昨
十
四
日
屋
敷

を
罷
出
、
神
田
佐
久
間
町
藤

堂
和
泉
守
屋
敷
二
二
て
、
七

ツ
半
時
下
板
橋
清
左
衛
門
と

申
者
駄
賃
馬
を
牽
通
候
庭
、

右
馬
之
し
り
か
い
壷
ケ
所
内

股
壷
ケ
所
刀
二
て
切
付
候
二

付
、
和
泉
守
辻
番
人
双
方
留
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八
○

置
、
和
泉
守
方
よ
り
支
配
方

え
被
相
達
候
虚
、
右
之
者
請

取
、
可
遂
倉
議
旨
、
加
藤
佐

渡
守
殿
御
差
圖
二
て
、
和
泉

守
家
來
柴
田
平
兵
衛
、
三
輪

文
太
夫
、
玉
置
藤
八
召
連
來

ル
付
、
遂
穿
馨
候
庭
、
此
者

申
候
ハ
、
酒
二
三
酔
、
馬
を

切
付
候
も
、
前
後
畳
不
申
候

由
、
馬
方
清
左
衛
門
申
候

ハ
、
下
板
橋
よ
り
荷
物
を

附
、
横
山
町
え
参
、
罷
蹄
候

節
、
和
泉
橋
二
て
、
酒
酔
馬

二
付
添
、
口
を
取
参
候
て
、

藤
堂
和
泉
守
殿
御
屋
敷
之
前

辻
番
之
根
え
無
二
二
牽
・
込
候

を
、
番
人
往
還
之
妨
二
成
候

間
、
引
通
候
様
に
と
回
申
候

ヘ
ハ
、
佐
久
間
町
之
方
え
口

に
す
か
り
参
り
、
木
戸
口

く
ゴ
り
通
り
可
申
と
仕
候

威
、
右
之
酒
酔
刀
を
抜
、
馬

之
尻
が
い
を
切
付
候
付
、
早

速
和
泉
守
殿
御
屋
敷
え
馬
を

牽
入
候
由
申
候
、
右
之
仕
形

不
届
に
付
、
上
り
屋
入
、

右
之
者
、
御
老
中
え
相
伺
、
子

五
月
廿
五
日
追
放
、

　
元
　
禄
十
　
年
（
一
六
九
七
）

八
五
四
丑
四
月
廿
五
日
迄
書
上
高
＝
二
年
以
前
元
禄
八
年
亥
五
月
廿
　
五
日
6
四
谷
御
囲
江
人
二
荒
キ

七
二
八
　
元
緑
卜
年
丑
二
月
廿
四
日
壼
人
折
茂
小
兵
衛
　
是
ハ
秋
田
淡
　
　
路
守
組
渥
美
九
郎
兵
衛
召
　
　
仕
、
此
者
御
愈
前
之
義
有

犬
納
ル
、
同
年
十
一
月
廿
四
日

脳
候
ハ
・
可
致
養
育
之

之
、
評
定
所
よ
り
揚
り
座
敷

ｬ
方
犬
、
中
野
大
久
保
両
御
囲

　
　
事
、
（
略
）

　
二
入
、
右
之
小
兵
衛
、
同
月
廿
六
日
揚

江
納
候
里
数
、
同
亥
十
月
書
上

一
牛
馬
其
外
生
類
相
悩
候
躰
二
候

り
屋
二
入
、
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高
四
万
弐
千
百
八
疋
、
其
外
出

ハ
・
、
日
疋
又
於
其
所
い
た
は
り

右
之
者
、
於
評
定
所
、
段
々
御

生
書
落
、

て
可
致
養
育
事
、
以
上
、

金
議
之
上
、
主
人
屋
敷
之
内
二

↓
同
新
御
支
配
御
囲
江
納
高
、
去

丑
正
月
　
　
　
　
　
（
幕
令
）

て
其
身
鳩
を
射
候
段
、
有
膿
二

子
六
月
書
上
高
千
九
百
疋
、

致
白
状
候
二
付
、
戸
田
山
城
守

右
之
外
出
生
犬
弐
千
八
百
八
拾

殿
被
仰
渡
、
同
丑
五
月
廿
五
日

壱
疋
、
残
り
犬
五
拾
五
疋
、
三

死
罪
、

口
合
納
高
四
万
八
千
七
百
四
拾

八
疋
、
残
り
犬
百
五
拾
壱
疋
、

八
五
八

丑
五
月
十
八
日

一
今
日
川
口
摂
津
守
様
御
番
所
江

町
く
名
主
被
召
出
、
御
犬
御
入

用
上
ケ
金
、
只
今
迄
指
上
来
候

金
高
之
内
、
三
分
二
御
赦
免
被

成
候
間
、
向
後
三
分
↓
可
差
上

旨
被
仰
渡
候
、

　
元
　
緑
十
一
年
（
一
六
九
八
）

78

生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

八
一



生
類
憐
み
の
令
関
係
年
表

八
．
一

」

二
申
渡
シ
候
へ
と
被
仰
付
候
、
已

五
太
夫
召
連
來
ル
付
、
令
倉

上

議
候
虞
、
右
之
通
酒
二
給

責
八
月
十
日
　
　
　
町
代

酔
、
馬
切
候
段
曾
て
畳
不
申

一
七
三
　
［
足
］

候
由
申
之
、
右
之
仕
形
不
届

（
端
裏
書
）

二
付
、
牢
舎
、

「
殺
生
ノ
事
、
．
兀
禄
十
一
寅
ノ

右
之
者
、
加
藤
越
中
守
殿
え
相

判
　
甘
一
．
日
四
刻
」

伺
、
寅
五
月
六
日
評
定
所
え
召

口
　
上

出
シ
、
追
放
、

頃
日
無
益
之
殺
生
塁
間
敷
旨
被
仰

七
一
九
　
同
1
，
一
年
寅
八
月
卜
九
日

出
相
触
諸
処
、
町
く
心
得
違
二
而

山
口
五
兵
衛
　
是
ハ
酒
井

鶴
な
と
を
放
シ
候
由
相
聞
候
、
鶴

三
人
　
江
n
長
大
夫
　
左
衛
門

を
放
ス
義
二
而
ハ
無
卦
候
、
其
外

〔
マ
・
〕

飼
鳥
無
用
二
可
仕
旨
被
仰
付
候
、
以
上

　
竹
田
孫
右
衛
門
　
尉
輕
足
、
右
三
人
之
者
共
、
左
衛
附
尉

八
月
廿
一
日

知
行
所
出
羽
國
庄
内
よ
り
當

町
代
市
右
衛
門

地
え
罷
越
候
節
、
當
月
八
日

一
七
八
　
［
占
］

大
關
大
助
領
内
下
野
國
野
間

口
　
触

村
を
通
候
節
、
同
國
鍋
懸
町

一
頃
日
即
く
出
火
有
之
候
問
、
町

惣
三
郎
と
申
者
駄
賃
馬
を
牽

く
火
用
心
無
油
断
、
裏
屋
等
ま

罷
通
候
を
、
理
不
壷
二
此
五

て
昼
夜
切
く
番
人
相
廻
し
随
分

兵
衛
刀
を
抜
、
右
駄
賃
馬
を

可
念
入
要

尾
筒
よ
り
左
之
内
股
え
切
下

一
米
倉
丹
後
守
殿
近
日
南
都
よ
り

申
候
二
付
、
所
之
百
性
出

上
京
候
条
、
道
筋
者
不
及
申
、

合
、
捕
置
、
地
頭
え
訴
候
二

町
く
迄
茂
道
橋
損
し
候
所
く
早

付
、
小
笠
原
佐
渡
守
殿
御
差

磨
臼
修
復
、
急
度
掃
除
可
致
候

圖
之
由
二
て
、
左
衛
門
尉
家

事

來
多
田
三
左
衛
門
召
連
來
ル

一
犬
之
子
病
犬
等
小
屋
に
て
も
持

二
付
、
令
愈
議
候
虜
二
、
五

入
置
、
随
分
い
た
ハ
り
可
申
事

兵
衛
申
候
ハ
、
酒
二
給
酔
、

右
電
解
洛
中
井
洛
外
町
続
へ
急
度

前
後
畳
不
申
、
切
付
申
候
由

可
触
知
者
也

申
之
、
長
太
夫
義
ハ
先
え
用

寅
九
月
廿
六
日

事
達
二
罷
越
、
跡
見
申
候
へ

ハ
、
五
兵
衛
右
之
通
馬
を

切
、
孫
右
衛
門
と
爾
人
近
所

藪
之
内
え
逃
込
候
を
追
欠
参

候
へ
共
、
孫
右
衛
門
壼
人
に

て
手
あ
ま
り
候
二
付
、
所
之
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百
姓
を
頼
、
捕
さ
せ
申
候
、

孫
右
衛
門
申
候
ハ
、
五
兵
衛

と
一
所
二
参
候
へ
共
、
酒
二

給
酔
、
其
節
之
儀
曾
て
畳
不

申
候
由
申
之
、
長
太
夫
、
孫

右
衛
門
ハ
不
届
故
、
揚
り
屋

二
入
、
五
兵
衛
儀
ハ
酒
二
給

酔
、
馬
を
切
殺
、
右
之
仕
形

重
々
不
届
二
付
、
牽
墾
之
内

牢
舎
、

右
之
者
共
、
御
老
中
え
相
伺
、

寅
九
月
廿
九
口
評
定
所
え
召
出

シ
、
江
口
長
大
夫
、
竹
田
孫
右

衛
門
爾
人
ハ
赦
免
、
山
口
五
兵

衛
ハ
江
戸
十
里
四
方
井
在
所
共

追
放
、

元
　
線

九
二
五

十
一
一
年

夘
九
月
晦
日

（一

Z
九
九
）

一
御
曲
輪
之
内
之
町
く
二
而
鳥
商

売
、
向
後
無
用
可
仕
旨
被
仰
渡

候
間
、
表
店
見
世
二
而
商
不
仕

候
様
井
四
足
之
類
も
弥
商
売
仕

ま
し
き
旨
、
伊
豆
守
様
6
被
仰

渡
候
段
、
奈
良
屋
二
而
被
申
渡

候
西
ハ
　
四
谷
御
門
　
市
ケ
谷

御
門
　
牛
込
御
門

北
ハ
　
小
石
川
御
門
　
筋
違

ケ
な
し

　
　
　
橋
御
門
東
ハ
　
浅
草
御
門
　
両
国
橋

新
大
橋
　
箱
崎
橋

小
網
町
分
　
六
助
橋

江
戸
橋
　
材
木
町
辺

三
拾
間
堀

南
ハ
　
新
橋
6
　
御
成
橋
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四

虎
御
門

溜
池
よ
り
赤
坂
御
門

迄

元
　
線

九
二
八

十
三
年

鳥
商
売
停
止
之
場
所

（一

ｵ
〇
〇
）

一
西
ハ
　
四
谷
御
門
　
市
谷
御
門

牛
込
御
門
之
内

一
北
ハ
　
小
石
川
御
門
　
筋
違
橋

御
門
之
内

↓
東
ハ
　
浅
草
御
門
　
両
国
橋

新
大
橋
　
箱
崎
橋
　
小

網
町
分
　
六
助
橋
　
江

戸
橋
　
材
木
町
通
　
「

拾
間
堀

一
南
ハ
　
　
新
橋
6
幸
橋
虎
之
御
門

溜
池
之
際
6
赤
坂
御
門
之
内

右
場
所
之
内
二
而
鳥
商
売
仕
問

敷
旨
、
去
卯
閏
九
月
申
付
候

通
、
弥
堅
相
守
、
店
二
而
之
売

買
ハ
不
及
申
、
右
場
所
之
内
二

而
鳥
ふ
り
売
等
一
切
仕
間
敷

候
、
若
相
背
者
於
有
之
ハ
可
為

曲
事
者
也
、

辰
正
月

右
は
正
月
廿
九
日
御
触
、
町
中

連
判
、

九
三
三

辰
七
月
十
二
日

喜
多
村
二
而
町
く
名
主
江
被
申
渡

一
頃
日
御
小
人
目
付
衆
、
犬
う
つ

し
二
被
遣
候
節
、
見
物
集
り
、

能
う
つ
し
候
得
は
ほ
め
申
候
、

又
う
つ
し
そ
こ
な
い
候
得
は
、

わ
ら
い
申
候
、
番
人
も
前
方
ハ

人
を
も
払
申
候
所
、
只
今
は
一

切
払
不
申
候
故
、
ち
た
ら
く
に
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有
之
間
、
能
く
被
仰
付
候
様
二

二
五
七
　
［
古
］

六
四
六
　
八
月
九
日
　
生
魚
・

御
目
付
衆
6
越
前
守
様
江
被
仰

覚

鰻
・
ど
じ
や
う
商
売
停

越
候
二
歩
、
右
之
通
無
告
様
可

惣
而
い
き
魚
商
古
型
儀
最
前
停
止

止
望
事
（
略
）

致
旨
、
被
申
渡
候
、

二
身
出
直
、
う
な
き
、
ど
ぢ
や
う
、

九
三
六

い
き
魚
之
事
事
事
無
間
、
向
後
商

ウ
キ
な
し

売
停
止
二
候
、
若
此
以
後
売
候
も

惣
而
生
キ
魚
商
売
之
儀
、
｛
取
前
　
　
　
．

の
有
之
者
思
為
曲
事
候
、
其
所
之

停
止
被
仰
出
之
候
、
う
な
き
・

名
主
五
人
組
迄
越
度
候
条
、
急
度

ど
ぢ
や
う
も
生
魚
之
事
二
候

可
相
守
候
事

間
、
向
後
商
売
停
止
候
間
、
若

上
之
趣
従
江
戸
被
条
下
三
間
、
洛

此
以
後
売
候
も
の
於
有
之
ハ
可

中
洛
外
可
令
触
知
寒
中

為
曲
事
候
、
其
所
之
名
主
五
人

辰
八
月
九
日

組
迄
越
度
候
条
、
右
六
趣
急
度

可
被
申
渡
候
、
以
上
、

辰
七
月
廿
三
日

右
は
七
月
廿
四
日
御
触
、
町
中

連
判
、

九
四
九

覚

一
鳥
商
売
之
場
所
ハ
相
極
有
之

間
、
其
外
之
所
二
而
一
切
商
売

仕
間
敷
候
事
、

一
鳥
持
あ
る
き
候
者
も
相
見
候

間
、
振
売
等
堅
仕
間
敷
候
事
、

右
之
通
急
度
相
心
得
、
尤
鳥
商

売
仕
候
者
向
後
増
不
申
、
成
次

第
連
く
減
候
様
可
仕
丁
事
、

辰
十
月
廿
二
日

右
御
触
町
中
連
判
、

元
　
線

九
五
九

二
九
一
　
〔
古
〕

十
四
年

覚

覚

（一

ｵ
〇
一
）

一
最
前
相
触
候
通
、
寺
社
侍
屋
敷

一
条
目
興
趣
条
目
守
之
、
忠
孝
を

鳶
烏
巣
を
か
け
候
ハ
・
、
弥
無

止
し
、
礼
義
を
正
し
、
上
下
之

油
断
早
速
取
払
、
巣
か
け
さ
る

差
別
混
乱
無
之
様
二
可
相
悪
事

様
に
可
仕
候
、
若
見
落
富
田
有

一
政
務
に
預
り
候
輩
は
不
及
申
、

之
、
玉
子
か
ゑ
り
候
ハ
・
巣
う

支
配
方
柱
頭
く
江
対
し
我
意
を
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つ
し
候
而
、
山
本
藤
右
衛
門
佐

不
立
、
差
図
取
通
相
守
、
そ
れ

原
十
左
衛
門
方
江
可
遣
候
、
手

く
の
勤
専
要
に
可
心
懸
事

前
二
而
巣
う
つ
し
候
七
難
成
候

一
諸
事
其
身
之
分
限
を
か
へ
り

ハ
・
、
其
段
右
両
人
方
迄
可
読

み
、
奢
か
ま
し
き
儀
無
明
、
倹

越
候
、
両
人
方
6
支
配
之
者
を

約
を
可
用
事

遣
（
ウ
）

一
仁
愛
之
志
専
に
い
た
し
、
生
類

]
戸
廻
り
元
御
留
場
之
内
二
、

ﾎ
之
元
之
儀
無
油
断
可
入
念
事

鳶
烏
巣
を
か
け
候
ハ
・
、
其
所

右
善
趣
被
仰
出
懸
軍
、
弥
堅
可
相

之
百
性
よ
り
、
寄
合
番
岡
田
甚

守
事

右
衛
門
近
藤
与
兵
衛
河
原
喜
兵

衛
桜
井
太
郎
左
衛
門
高
井
四
郎

方
江
注
進
可
仕
候
、
右
五
人
之

も
の
共
も
相
廻
可
致
吟
味
候

間
、
左
様
可
被
心
得
六
事
、

二
月

右
は
巳
二
月
朔
日
御
触
、
町
中

連
判
、

元
　
緑

九
八
六

三
二
四
　
［
古
］

十
五
年
（
一
七
〇
二
）

之
族
於
有
之
は
可
為
曲
事
者

右
軸
通
従
江
戸
被
仰
出
店
条
、
洛

也
、
　
午
五
月
日

中
洛
外
江
可
令
触
知
者
也
　
　
午
五
月

1
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右
は
五
月
六
日
御
触
、
町
中
連

三
四
三
　
［
古
］

六
九
二
　
九
月
廿
三
日
　
犬
を
損

一

判
、

覚

さ
し
知
者
御
仕
置
之
事

九
八
七

生
類
あ
ハ
れ
ミ
の
儀
、
前
方
度
く

（
閾
）

覚

被
仰
出
候
之
処
、
今
度
於
江
戸
橋

一
虎
御
門
辺
鶴
飛
廻
り
候
由
二
候
本
権
之
助
犬
を
殺
シ
候
付
死
罪
被

間
、
近
所
町
方
ハ
不
及
申
、
惣

仰
付
候
、
弥
諸
人
仁
愛
面
心
二
罷

町
中
何
方
江
も
鶴
お
り
風
土
・

成
、
生
類
あ
ハ
れ
ミ
の
儀
末
く
迄

早
速
木
戸
を
打
、
往
行
之
人
を

急
度
相
守
候
之
様
可
申
含
之
旨
、

留
、
入
念
置
、
無
遅
滞
早
く
番

頃
日
江
戸
よ
り
申
来
候

所
江
可
申
来
旨
可
相
姦
候
、
以

前
之
趣
洛
中
洛
外
江
念
を
入
可
令

上
、

触
知
者
也

五
月

十

右
之
通
、
只
今
従
御
番
所
被
仰

午
九
月
晦
日

渡
候
間
、
此
旨
相
心
得
、
鶴
お

く

り
候
ハ
・
早
く
御
番
所
江
御
訴

三
四
四
　
［
古
］

可
申
旨
、
町
中
不
残
可
被
相
触

口
　
触

候
、
以
上
、

為
慰
か
い
鳥
か
い
導
い
た
し
置
候

五
月
廿
四
日

事
、
可
為
無
用
候
事

町
年
寄
三
人

午
十
月
晦
日

九
九
四

三
四
八
　
［
占
］

六
九
六
」
十
一
月
廿
一
日
　
捨
子

覚

覚

井
牛
馬
之
事
（
閾
）

諸
人
仁
愛
之
心
有
之
様
二
と
常

一
捨
子
愚
案
、
最
前
申
渡
予
言
養

く
被
思
召
候
故
、
生
類
あ
わ
れ

育
難
成
も
の
ハ
、
奉
公
人
ハ
其

み
の
儀
度
く
被
仰
出
一
処
、
今

主
人
、
御
料
ハ
御
代
官
手
代
、

度
橋
本
権
之
助
犬
を
損
さ
し
、

私
領
者
其
村
之
名
主
五
人
与
、

不
届
被
思
召
候
、
依
之
死
罪
被

町
方
ハ
其
所
之
名
主
五
人
与
へ

仰
付
候
、
弥
人
く
仁
愛
之
心
に

早
速
可
申
出
事

罷
成
候
様
、
大
身
小
身
共
二
相

一
病
牛
馬
又
正
理
牛
馬
二
而
つ
か

守
、
末
く
迄
急
度
可
申
合
者

わ
れ
さ
る
牛
馬
有
之
節
、
随
分

也
、

可
憐
養
育
候
、
自
分
に
て
や
し

午
十
月
日

な
い
成
か
た
き
も
の
ハ
、
前
く

右
は
十
月
十
六
日
御
触
、
町
中

茂
相
盗
候
通
、
無
遠
慮
其
向
く

連
判
、

江
早
速
可
申
出
候
、
然
節
ハ
養

育
之
儀
入
念
可
申
付
事

附
、
常
く
茂
お
も
き
荷
物
附

不
申
、
盤
外
い
た
み
不
成
様

二
可
什
事
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1
　
－
　
1
　
…
　
…
　
　
　
　
　
　
　
町
年
寄
三
人

一
猟
師
之
外
殺
生
二
間
敷
之
旨
、

末
ツ

痛
く
相
触
候
通
弥
可
相
守
事

同
月
十
八
日

右
之
趣
洛
中
洛
外
自
主
触
知
者
也

一
御
犬
上
ケ
金
半
年
分
上
置

未
九
月

候
所
、
町
く
江
今
日
御
返
被

－
　
1
　
　
1
　
1
　
　
　
1
　
一

成
候
、

一
〇
二
五
　
　
　
　
〔
6
六
六
（
二
）
〕
三
八
四
　
［
古
］
　
〔
寛
保
．
〇
六
六
（
こ
〕

七
一
＝
［
　
二
月
　
百
姓
町
人
衣
服

覚

覚

（
術
）

一
百
姓
町
人
之
衣
服
、
絹
紬
木
綿

一
百
性
町
人
之
衣
服
、
絹
紬
木
綿

井
婚
礼
礼
法
事
等
之

麻
布
を
可
着
用
候
、
家
作
之
儀

麻
布
を
可
着
用
候
、
屋
作
之
義

事
、
捨
子
・
捨
牛
馬
・

も
随
分
軽
可
仕
候
事
、

も
随
分
軽
可
仕
事

捨
犬
之
事
（
略
）

一
百
姓
町
人
婚
礼
之
刻
、
万
端
軽

一
百
性
町
人
婚
礼
二
十
、
万
端
軽

い
た
し
、
脇
差
な
と
祝
儀
二
遣

い
た
し
、
脇
指
な
と
祝
儀
二
軸

候
儀
無
用
た
る
へ
し
、
且
又
法

候
義
無
用
た
る
へ
し
、
且
又
法

事
等
も
軽
く
可
仕
事
、

事
情
茂
軽
可
仕
事

一
生
類
あ
わ
れ
み
の
志
弥
存
入
、

一
生
類
あ
ハ
れ
ミ
の
志
弥
存
入
、

そ
ま
つ
成
儀
無
之
様
二
可
仕

そ
ま
つ
成
儀
無
之
様
二
可
仕

候
、
尤
、
捨
子
捨
牛
馬
犬
堅
仕

候
、
藩
士
子
捨
牛
馬
捨
犬
か
た

間
敷
候
、
養
育
成
か
た
き
者
ハ

く
仕
間
敷
候
、
養
育
難
成
者
ハ

其
支
配
く
江
可
申
出
事
、

其
支
配
く
汀
可
申
出
事

右
前
く
6
相
触
候
通
、
弥
以
堅

右
前
く
よ
り
相
触
候
通
、
弥
以
堅

相
守
候
様
、
急
度
可
被
申
付

相
守
候
様
急
度
挿
頭
申
付
候
、
以

候
、
以
上
、

上

申
一
．
月

申
．
語
月

右
は
一
．
月
十
八
日
御
触
、
町
中

篠
薄
書
付
此
度
従
汀
戸
到
来
候

連
判
、

間
、
由
良
洛
中
洛
外
へ
可
令
触
知

一
〇
三
四

者
也

覚

申
．
一
月
汁
五
日

前
く
も
荷
付
馬
、
重
荷
附
さ
る

や
う
に
相
触
候
所
二
、
か
さ
高

成
荷
付
馬
相
見
江
候
由
候
間
、

弥
念
を
入
、
重
荷
ハ
不
及
申
、

か
さ
高
成
物
も
相
応
二
附
候
様

二
可
仕
候
、
牛
車
も
同
前
二
可

相
心
得
候
、

五
月
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九
〇

右
之
通
相
守
候
様
、
町
中
不
残

相
触
可
被
申
候
、
少
し
も
油
断

有
間
敷
候
、
以
上
、

五
月
六
日

町
年
寄
三
人

一
〇
三
五

申
六
月
十
四
日

一
申
年
御
犬
上
ケ
金
御
赦
免
被
遊

候
段
、
喜
多
村
二
而
惣
名
主
江

被
申
渡
候
二
付
、
同
日
三
御
番

ウ
な
し

所
様
江
右
之
御
礼
申
上
、
御
帳
面
二
相
附
罷
帰
り
候
、

宝
　
永

一
〇
八
五

四
三
一
　
［
古
］

七
六
四
　
十
月
　
飼
鳥
之
儀
、
其

二
　
年

覚

覚

外
牛
馬
獣
類
慰
二
養
置

（一

ｵ
〇
五
）

ウ
な
し

一
飼
鳥
盛
儀
、
最
前
茂
触
有
之
候

候
儀
仕
間
敷
、
病
有
之

一
雨
く
よ
り
猟
師
之
外
、
釣
船
又

処
、
今
以
在
之
由
相
聞
候
付
而
、

分
大
切
二
可
養
之
事

は
八
二
而
魚
を
取
候
爵
、
停
止

此
度
町
方
相
等
候
処
、
飼
鳥
所

（
略
）

之
旨
相
触
候
処
、
頃
日
二
二
釣

持
之
者
有
之
不
届
至
極
候
、
前

い
た
し
、
井
釣
舟
も
有
之
由
相

方
相
触
候
通
、
が
あ
ひ
る
、
鶴

聞
不
届
之
至
候
、
向
後
猟
師
之

井
唐
理
念
類
二
而
、
不
養
置
放

外
魚
を
釣
、
網
打
弥
以
堅
仕
間

し
候
得
口
糧
鳥
之
た
め
に
悪
敷

敷
候
、
若
此
以
後
相
背
も
の
於

可
有
之
夢
占
雷
干
置
、
右
之
外

有
之
ハ
見
合
次
第
召
捕
、
急
度

慰
二
黒
置
場
儀
一
言
置
間
敷

曲
事
二
可
申
付
候
間
、
此
旨
町

候
、
尤
飛
行
難
成
病
前
再
検
ハ

中
不
残
可
相
触
候
、
已
上
、

大
切
に
養
置
型
様
二
可
相
心
得

酉
九
月
七
日

事

ウ
な
し

一
牛
馬
ハ
勿
論
之
儀
、
犬
猫
之
外

右
之
通
従
町
御
奉
行
所
被
仰
渡

二
品
獣
類
慰
に
養
置
候
儀
致
間

敷
候
、
猿
な
と
神
事
等
に
出
候
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1

候
間
、
町
中
入
念
相
触
、
急
度

者
各
別
二
道
、
其
外
二
も
放
候

相
守
可
申
候
、
以
上
、

得
者
其
獣
之
た
め
に
悪
敷
可
有

九
月
七
日

之
分
ハ
先
養
置
可
申
事

右
御
触
町
中
連
判
、

以
上

酉
九
月
廿
八
日

右
常
置
自
江
戸
尊
来
三
間
、
堅
相

守
候
様
二
洛
中
洛
外
江
可
相
触
者

也

酉
十
月

L
下
京
町
代

一
＝
一

三
　
年

一
喧
嘩
口
論
之
節
、
手
負
人
有
之

（一

ｵ
〇
六
）

候
土
ハ
無
之
候
共
、

一
出
火

右
之
検
使
只
今
迄
之
通
、
三
番

所
江
絵
図
□
書
可
差
出
候
、

一
自
害
人

一
川
流
死
人

一
首
総

一
出
生
犬

主
（
ケ
キ
）

右
之
外
、
新
規
蔵
立
髪
結
番
所
願
又
は
橋
見
分
等
之
儀
、
向
後

掛
り
之
方
江
斗
、
書
付
絵
図
指

出
可
申
候
、
右
品
く
之
儀
、
一
．
日

上
帳
面
二
相
記
候
儀
多
候
間
、

掛
之
外
涯
ハ
絵
図
口
書
不
及
差

出
候
、

右
之
通
向
後
申
付
二
間
、
町
中

可
相
触
候
、
以
上
、

戌
三
月

右
之
通
被
仰
付
候
間
、
町
中
家

持
借
屋
店
か
り
裏
く
迄
為
申

聞
、
此
旨
可
相
心
得
候
、
以
上
、
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九
二

三
月
十
日

町
年
寄
三
人

宝
　
永
四
　
年

一
＝
二
〇
　
　
　
　
覚

四
七
七
　
［
古
］
　
　
　
　
覚

（
達
）
＝
一
七
　
十
一
月
十
五
日
　
　
　
生
類
憐
之
事

（一

ｵ
〇
七
）

一
最
前
相
触
候
通
、
寺
社
侍
屋
敷
鳶
烏
巣
を
か
け
候
ハ
・
、
無
油

一
飼
鳥
之
儀
、
最
前
茂
触
有
之
候
処
、
今
以
有
之
由
相
聞
候
付
而

　
　
　
　
（
出
力
）
一
嘗
ル
酉
十
一
月
　
飼
鳥
之
義
書
）

断
早
速
取
払
、
巣
を
か
け
さ
る

此
度
町
方
相
等
候
処
、
飼
鳥
所

付
を
以
委
細
被
仰
付
候
町
人
入

様
に
可
浦
賀
、
若
見
落
候
巣
有

持
之
者
有
之
不
届
至
極
候
、
前

念
可
相
婿
候
へ
共
、
末
々
迄
鹿

之
、
玉
子
か
へ
り
候
ハ
・
巣
う

方
相
藩
候
通
、
が
あ
ひ
る
、
鶴

（
末
）

つ
し
垂
準
、
佐
原
十
左
衛
門
山

井
唐
鳥
之
類
二
而
、
不
養
置
放

置
目
信
義
も
可
有
之
候
様
二
被

本
又
十
郎
方
江
可
遣
候
、
手
前

し
候
得
陰
湿
鳥
餌
た
め
に
下
敷

思
召
候
間
、
惣
年
寄
共
弥
無
油

二
障
巣
う
つ
し
候
儀
難
点
候

可
有
之
分
百
首
昌
昌
、
右
之
外

断
可
申
付
候
、
鶏
合
杯
い
た

ハ
・
、
其
段
右
両
人
方
迄
可
申

慰
二
鞍
置
候
爵
一
切
い
た
さ
れ

し
、
怪
我
仕
候
へ
者
如
何
候

越
候
、
両
人
方
よ
り
支
配
之
者

間
敷
候
、
尤
難
問
飛
行
病
前
之

間
、
堅
差
止
さ
せ
可
申
候
、
惣

遣
し
、
う
つ
さ
せ
可
申
事
、

類
ハ
大
切
二
輪
置
二
様
二
可
被

而
生
類
思
妻
義
、
別
而
犬
な
ど

一
江
戸
廻
り
元
御
留
場
之
内
二
鳶

相
心
得
候

（
末
）

烏
巣
を
か
け
候
ハ
・
、
其
所
之

一
牛
馬
ハ
勿
論
筆
工
、
犬
猫
之
外

之
義
、
麓
抹
二
無
恥
様
、
常
々

百
姓
よ
り
寄
合
番
岡
田
甚
右
衛

ニ
ハ
獣
類
慰
二
丁
置
候
儀
い
た

惣
年
寄
共
6
念
入
可
申
聞
旨
被

門
近
藤
与
兵
衛
河
原
喜
兵
衛
桜

さ
れ
間
高
評
、
猿
な
と
神
事
二

成
御
意
候
事
、

井
太
郎
左
衛
門
方
江
注
進
可
算

出
飾
者
各
別
二
候
、
其
外
二
茂

亥
十
一
月
十
五
日

候
、
右
四
人
之
者
も
相
廻
り
可

不
養
置
放
し
番
上
者
、
其
獣
之

（
摂
陽
奇
観
）

致
吟
味
候
間
、
左
様
二
可
被
心

た
あ
に
管
槍
可
有
之
分
皿
、
先

（
達
）
一
二
八
　
十
一
月
二
十
日

得
無
事
、

養
置
可
被
申
候
、
以
上

生
類
憐
之
儀
二
付
、
惣

正
月

首
骨
月
詣
八
日

年
寄
共
心
得
之
儀
申
聞

右
は
亥
二
月
三
日
御
触
、
町
中
連

右
脳
趣
酉
十
月
相
馬
候
、
此
度
茂

候
事
（
閾
）

判
、

江
戸
よ
り
言
挙
喜
界
、
弥
急
度
相

（
達
）
＝
一
九
　
十
二
月
朔
日

守
候
様
二
、
洛
中
洛
外
へ
可
触
知

鳥
籠
商
売
仕
間
敷
之
事

一
一
三
二
　
　
　
　
　
〔
＊
二
七
二
三
〕

者
也

（
閾
）

覚

亥
十
一
月

（
達
）
＝
二
〇
　
十
二
月
十
八
日

一
難
く
よ
り
度
く
相
触
候
得
共
、

飼
鳥
鶏
合
山
間
敷
之
事

頃
日
も
町
中
二
あ
そ
ひ
物
之
類

（
閾
）

有
之
様
二
相
聞
不
届
候
、
御
城

近
辺
ハ
不
及
申
、
端
く
迄
、
惣

而
狸
成
あ
そ
ひ
も
の
指
置
申
間

敷
事
、
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九
四

宝
　
永

一
一
六
二

五
〇
四
　
［
占
］

（
達
）
一
四
四
　
七
月
廿
二
日

五
　
年

覚

覚

放
鳥
商
売
寸
間
敷
之

七
〇
八
）

一
諸
色
売
物
高
直
二
候
、
前
く
も

馬
之
く
ひ
毛
ふ
り
毒
虫
、
占
ハ
無

事
、
捨
子
い
た
わ
り
可

右
之
趣
町
中
不
残
急
度
山
相
触

候
、
其
場
所
感
者
心
を
付
、
鹿

者
也
、

抹
無
慮
様
濫
漫
養
育
候
事

子
閏
正
月
廿
一
日

右
之
趣
洛
中
洛
外
石
工
や
迄
急
度

ウ
な
し

可
相
触
者
也

右
は
同
日
御
触
、
町
中
連
判
、

子
八
月
廿
七
日

同
廿
四
日
奈
良
屋
納
、

五
一
五
　
［
古
・
衣
］

一
一
七
四

覚

覚

一
億
読
点
仰
出
重
三
、
惣
而
生
類

一
猟
師
之
外
、
釣
舟
又
一
網
二
二

あ
ハ
れ
ミ
の
義
専
一
二
心
掛
、

魚
を
取
候
儀
停
止
之
旨
、
前
く

煩
候
節
ハ
猶
以
入
念
養
育
可
致

相
触
候
所
、
頃
日
釣
い
た
し
候

候
事

者
有
之
由
相
聞
、
井
鳥
商
売
且

一
乗
馬
通
馬
途
中
二
四
煩
出
、
又

又
鱈
鰍
商
売
致
間
敷
塩
山
く
相

ハ
け
か
な
と
い
た
し
帽
子
、
無

触
候
所
、
右
之
商
売
致
候
族

遠
慮
其
所
之
屋
敷
江
牽
入
可
致

も
、
今
以
所
く
茶
屋
二
而
望
之

養
育
候
、
町
屋
等
二
而
志
望
入

者
有
之
候
得
ハ
、
鱈
鰍
料
理
い

所
員
而
者
、
其
所
之
者
二
申
達
、

1
　
1

た
し
出
シ
候
由
不
届
二
候
、
此

入
念
養
育
可
致
候
事
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以
後
、
右
之
商
売
致
確
者
有
之

↓
道
中
二
而
次
馬
井
や
と
ひ
候
馬

候
ハ
・
見
合
次
第
召
捕
、
曲
事

再
出
、
又
ハ
け
か
い
た
し
候

二
申
付
、
其
所
之
家
主
五
人
組

ハ
・
指
宿
学
者
へ
口
付
之
馬
方

名
主
迄
可
為
越
度
候
間
、
此
旨

申
合
、
入
念
養
育
仕
皇
妹
二
曲

町
中
急
度
可
相
触
候
、
以
上
、

渡
、
養
育
之
仕
形
承
届
〔
ケ
〕

子
七
月
十
九
日

可
罷
藩
候
、
宿
二
軸
無
之
所
二

右
は
同
日
御
触
、
町
中
連
判
、

候
ハ
・
、
其
近
辺
之
者
二
極
之

一
一
七
五
　
　
　
　
　
　
〔
二
六
三
七
〕

通
申
渡
可
罷
満
州
、
左
様
之
節

覚

ハ
其
所
之
者
入
念
養
育
可
仕
候
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾

一
町
中
牛
車
数
多
牽
続
申
間
敷
候

事

旨
、
前
く
も
度
く
相
触
候
所
、

右
之
趣
御
料
私
領
家
来
下
く
迄
、

頃
日
狸
二
成
、
牛
車
数
多
牽

兼
而
急
度
可
被
申
付
候
、
以
上

続
、
或
は
車
二
荷
物
積
な
か
ら

子
十
月

狭
キ
小
路
二
牛
を
休
ま
せ
、
往

此
御
書
付
従
江
戸
到
来
昼
間
、
生

還
之
障
二
成
、
或
は
宰
領
付
さ

類
あ
ハ
れ
ミ
の
義
理
一
二
軸
心

る
車
も
有
之
由
相
聞
不
届
に

得
、
往
還
之
牛
馬
途
中
二
二
煩
出
、

候
、
向
後
弥
毎
度
相
触
候
通
、

又
ハ
け
か
な
と
い
た
し
候
ハ
・
、

車
数
多
牽
候
と
も
間
を
明
、
銘

於
其
所
養
育
之
義
随
分
可
入
念

く
宰
領
を
附
、
か
さ
高
成
荷
物

候
、
此
面
洛
中
洛
外
へ
可
令
触
知

又
は
植
木
材
木
等
牛
車
二
而
牽

者
也

候
共
、
往
還
之
障
二
な
ら
さ
る

［
三
］

様
可
仕
候
、
縦
途
中
二
而
牛
を

子
十
一
月
〔
廿
三
日
〕

休
ま
せ
候
と
も
、
其
心
得
致
候

様
、
町
中
急
度
可
触
知
者
也
、

子
七
月
廿
二
日

右
は
同
日
御
触
、
町
中
連
判
、

喜
多
村
納
、

一
一
七
六

一
馬
之
首
毛
ふ
り
候
儀
、
古
は
無

之
事
二
候
、
其
外
国
之
元
悪

敷
、
用
方
に
も
不
二
成
事
二
候

間
、
向
後
一
切
無
用
二
候
、

右
之
通
被
仰
出
候
間
、
町
中
馬

所
持
之
者
共
江
此
旨
相
守
候

様
、
急
度
可
触
聞
候
、
以
上
、

八
月

右
は
子
八
月
十
二
［
御
触
、
町
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六

中
連
判
、

一
「
八
二

覚

一
兼
而
被
仰
出
候
通
、
生
類
あ
わ

れ
み
候
儀
専
一
に
心
懸
、
煩
候

節
ハ
猶
以
念
を
入
可
致
養
育
候

事
、一

乗
馬
牽
馬
途
中
二
而
言
出
、
又

ハ
け
か
な
と
致
候
時
、
無
遠
慮

其
所
之
屋
敷
江
牽
入
可
致
養
育

候
、
町
屋
二
而
牽
入
か
た
き
所

二
而
は
、
其
所
之
二
二
申
達
、

念
入
可
致
養
育
候
事
、

一
道
中
二
而
次
馬
井
雇
候
馬
煩
出

候
節
、
又
ハ
け
か
い
た
し
候

ハ
・
、
其
所
之
者
江
口
付
之
方

申
合
、
念
入
養
育
仕
候
様
二
申

渡
、
養
育
之
仕
形
承
届
可
罷
通

候
、
宿
無
之
所
二
二
ハ
・
、
其

近
辺
之
者
二
右
之
通
申
渡
可
罷

通
候
、
左
様
之
節
ハ
其
所
之
者

念
を
入
養
育
可
仕
候
事
、

右
之
通
被
仰
出
候
間
、
町
中
不

残
可
触
知
候
、
已
上
、

子
十
月

右
は
十
月
廿
五
日
御
触
、
町
中

連
判
、

一
一
八
六

覚

一
荷
附
馬
口
附
之
者
、
壱
人
二
而

二
疋
三
疋
迄
牽
あ
る
き
候
者
も

有
之
由
相
聞
候
、
万
一
病
馬
又

は
怪
我
な
と
も
有
之
候
得
は
不
宜
候
間
、
荷
な
し
寸
た
り
と

も
、
馬
一
疋
二
口
附
壱
人
ッ
・

附
可
申
候
、
若
相
背
に
お
い
て

一

は
口
附
は
不
及
申
、
馬
主
荷
主
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2七六宝

ｳ
永
）

　　　　　　　＿　　　　　　　　　＿＿一　　　　　　　一　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　一　　　二
l蝉鶴朧得蝿礪騰實灘銘麩出留附野騒箋月以’鐡て’井井圖鐡ヶ井之鐡鐡’領改鐡事炮鐡事候”玉も狼　　　i

蜿Q羅灘1雛1謬’雛’lll撚　　　蔓二品穰需品長田雛雛再楼剤吏禦胃　　　　　　　　　’通之所書聖　　　　　　　　　　　　　　　勝’之　　向間　不儀　翼翼し　　　可毎’打外　　　被歳地申は　可相事持事事　甥御儀　後’　及井　可及’　　　差一頭間’　被心’之”　　次代’　不常　差打　被相人

　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一

@町右可問い無馬　一　　　度候物相　一連右　急用当　今たく鳥　一
ｳ中之申’た用之　九　丑可様遊方　九判は正度曲人　黒し相商　八
?蛹焔ｿll難　　　　首成共儀　　　　　　　　　　寄　　’裏弥間　　　　触　　　町名　候聞半間　上出　’候　毛事”　　　三　　　く念”　　　中主　ハ候商敷　　間　ふ二馬最　　　人　　　迄を町　　　　町　　　不迄　　・　’遊覧　　’　り候の前　　　　　　急呈中　　　　中　　　残可　　’自い度

町右　旨と
?ﾍ十町も
A子二中二
ｻ十月可急’二　触度

M月　知可
ｮ十　候申
[六　　’付’日　以候

@御　上条
@触　　”
@’　　此

　間右　　くミ用馬五　洛入　尤町公　補
@’之　　ひに之の二　外’　町内方　一
撃健ｦ懲　也来　　前い前　　　　洛　念候候　　候　　　くた無　　　　中　　ヲ　”

’こ講囎灘　鉄扁　　全　霧　可’眼間敷外通炮但炮馬・　　　　　九　　　＿

撃撃撃血D1羅
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（
御
触
書
寛
保
集
成
）

一一

ﾜ
三
〇
　
寳
永
六
丑
年
十
月

頃
日
、
在
々
所
々
江
戸
近
邊
二

　
て
も
、
猟
師
二
て
無
之
者
鐡
炮

　
を
打
、
殺
生
致
し
候
様
二
相
聞

　
候
、
向
後
彌
以
跡
々
被
　
仰
出

　
候
通
、
狸
に
無
之
様
二
頭
々
支

　
配
々
え
可
被
申
聞
候
、
尤
御
料

　
ハ
御
代
官
、
私
領
ハ
地
頭
よ

　
り
、
右
之
趣
可
被
申
付
候
以

　
上
、

　
　
　
　
（
御
触
書
寛
保
集
成
）

二
五
三
一
　
寳
永
六
丑
年
十
二
月

　
江
戸
於
近
邊
、
独
師
二
て
無
之

　
も
の
、
鐡
炮
二
て
致
殺
生
候
由

相
聞
候
付
て
、
彌
跡
々
之
通
、

　
狼
二
無
之
様
二
被
　
仰
出
候

　
庭
、
長
谷
川
惣
右
衛
門
鐡
炮
殺

生
仕
、
花
房
．
．
一
郎
左
衛
門
、
深

　
谷
左
源
太
儀
惣
右
衛
門
申
合
、

殺
生
二
罷
出
候
、
急
度
錐
可
被

　
仰
付
、
此
節
之
儀
故
御
慈
悲
を

　
以
、
惣
右
衛
門
は
遠
嶋
、
三
郎

　
左
衛
門
、
左
源
太
ハ
鐡
炮
之
儀

　
不
存
候
故
、
閉
門
被
　
仰
付

　
候
、
彌
最
前
相
燭
候
書
付
之
趣

　
守
候
様
二
可
相
心
得
者
也
、

　
　
十
．
．
月

　
　
　
　
　
（
御
触
書
寛
保
集
成
）

．
‘
一

候
、

候
、

間
、

ヒ
日
、

九
八

聞”御’儀み’類春九　正不之
Q灘繋llll鞭昌昌lll　硫可仰由有生あ無　　人　上旨　被致候　’之類わ之　　　　　　’町
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